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信託 との関連性を視野に入れて

野 村 好 弘
一 一 ●ヒ←一 ー 一1-　 … ・一 ユ 司P≠●中草中

序論

90年代になって浮上 した地球環境問題は、これまでの環境問題と比べて質 ・量 ともに新
＼/

たな課題 を抱 えてい る。 「環境 と金融」の問題 もその一つで あ り、両者のあ るべ き関係 を明

らか にすべ き必要 が指摘 されてい る。

「環境 と金 融」の問題 は、 ア メ リカな ど一部の国で貸主の責任(1enderliability)等 とし

て とりあげ られてい る。他 方、 わが 国では、近時、信託制度 の新 しい機能 に着 目した研究

が報告 されてい るが、環境 問題や金融問題 との接続、関連部分 につ いては、 必ず しも十分

に解明 されていない。 この問題 を検討す るため には、民法、環境法、信託法 の研究 者 と実

務家の相 互協 力が不 可欠であ る。 また、 アメ リカをは じめ諸 国の状況 を明 らかにす ること

も有益 である。

そこで、本研 究では、第1に 、各 国、 国際機関 の金融面 におけ る環境配慮 が どの ような

ものか を明 らかにす る。第2に 、金 融機 関は環境保全 に対 して どのよ うな貢献 をなす こと

が で きるか、その可能性 を探 る。 第3に 、各 国におけ る金融業務 と環境責任 との関係 を明

らかにす る。第4に 、ア メ リカ合衆 国の判例及 び立法 を分析 し、銀行融資について負わ さ

れ る環境責任の内容 を明 らかにす る。

本研究 におけ る用語(概 念)の 定義 を してお こ う。 まず、 「環境」につ いて。環境 とは何

かは議論が あるが、公害、 自然 ・文化環境 の全部 を含 み、 また、 国内、国外、地球 規模 の

全部 を含む もの とす る。ちなみに、環境 基本 法は、「公害 」、「環境へ の負荷」、「地球 環境保

全 」な ど、 その対象 は従来 よ りも広 い(2条)。

つ ぎに、 「金融」 につ いて。金融 は直接金融(株 式や社債へ の投 資)と 間接金融(融 資)

とに分 かれ るが、本研究 では、主 に融資 を対象 とす る。 また、融 資の主体 として は、銀行

(都市銀行、地方銀行、信託銀行)の ほか、生保、 ノンバ ンクな どがあるが、本研究で は、
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主 に銀行 を対象 とす る。

以上の よ うに、本研究 では、上記の よ うな限定 された問題 を扱 う。なお、環境 との関係

で融資者が負 うべ き法的 ・社会的責任 を 「融資者責任 」 とよぶ ことにす る。 これは民事責

任 とはいいきれない ものであ り、 それよ りも広義の内容 を含 む ものであ る。

アメ リカ、 イギ リスにおけ るレンダー ライアビ リティ(LL)と の関係 をどうつけるか。

従来、 レンダー ライ ビ リテ ィの 日本語訳 としては、融資者責任 、貸 し手責任、貸主責任が

使 われて きた。融資者責任 とレンダー ライアビティ とは同一 ではないが、かな りの部分共

通す る問題領域 を抱えてい る。 もっ とも、仮 に 日米共通 の概 念 として融資者責任(あ るい

はレンダー ライア ビ リティ)と い うと、元来両者の間に存 したか もしれない差 異 を無視す

るこ とになるか ら適 当でない ように思 われ る。英米でいわれ るレンダー ライア ビ リティそ

の ものにつ いて議論 があるこ とを考 える と、誤解や混乱 を生 ず る可能性 もあ る。 日本 にお

け るあ るべ き姿 を描 く場合 には、両者 を分 けてお くほ うがい いように思われ る。

本研究 においては、ア メ リカの ことを論ず る ときは、「レンダー ライア ビ リテ ィ(融 資者

責任)」 又 は 「レンダー ライア ビ リティ」 といい、 日本での問題 を論 ず る ときは、「融資者

責任」 とい うこ とにす る。 この点 につ いて、研究会 では、 い くつかの意見が出されたが、

こうい う使 い分 け をす るとい うこ とで、 了解が得 られた。

「環境 と金融」の問題 については、 これ までほ とん ど検 討 されて こなか った。 そ こで、私

たちは、 「走 りなが ら考 える」新 しい タイプの研究プ ロジェク トとして、問題発掘 のため の

研究会 を組織 し、「環境 と金融」の 問題 を総合 的かつ学際 的に検討す ることに した。そ して、

各分野 の専 門研究者の 自由 な発 言、 問題提起 をくり返 しなが ら、次第 に論点 を煮つ めてゆ

き、その結果 を公表す るこ とに よ り、 問題提起 を行 うこ とを意図 した。

現在及 び将来の人類の生 存のために、地球環境問題の解 決 と持続的発展 を可能にす る環

境保全 型社会 の構築 とが求め られてい る。本研究は、環境問題の広が りと深 ま りのなかで、

金 融機 関が どのよ うに行動 しなければな らないか につ いて、法学の立場か ら検 討す るもの

であ るが、本研究が そのための一助 となれば幸 いである。

なお、構成 メンバー と研 究会 の経過 は次葉 の とお りで ある。

最後 に、本研究の推進 にあた り、脚 トラス ト60に お世話 になった。厚 くお礼 を申し上 げ

たい。
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研究の経緯
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私的契約(私 的 自治)と 環境配慮義務

小賀野晶一
声 命'一 唱噌白⌒ 一榊 ⌒

1.は じめ に

私的契約の当事者は相互にいくつかの法的義務 を負っているが、それらの義務に加 え、

一定の環境配慮義務 を負っているか。 ここに環境配慮義務 とは、契約当事者である債権者

と債務者の一方又は双方が、契約の交渉、締結、履行、終了など一連の過程のなかで負う

べ き、公害防止あるいは環境保全のためになすべ き義務である。環境配慮義務の具体例 と

しては、環境アセスメン トや環境監査等の実施、第三者が受けた損害の補填などが考えら

れる。

私的契約において環境配慮義務 を認めることができるか という問題は、金融 ・担保法の

基本的内容にかかわる問題が含 まれている。すなわち、融資契約の当事者に対 しても、環

境配慮についての一定の義務 を課すべ きかどうかが問題 となる(ア メリカ合衆国で議論 さ

れているレンダーライアビリティの問題である)。この義務は、契約相手方のみならず、第

三者 との関係においても問題にな り得 るものである。そ して、そこでは契約法 と不法行為

法 との関係が問われることになる。

今 日の環境問題の重要性 を考慮 し、地球環境問題の解決 という広い視野に立つ と、わが

私的契約法においては何 らかの環境配慮義務が求められていると考えることが自然であろ

う。契約法のポリシー としては、私的契約における環境配慮義務 を認めるべ きである。 も

っとも、わが国の実定法はまだ環境配慮義務 を明示 していない。また環境配慮義務 を直接

争点とする紛争 も見 られない。環境配慮義務は、これまで実定法上の議論 としてはほとん

ど空白であったといってもよいであろう。そこで、ポリシー として環境配慮義務を認め る

場合、法律論 としてはどのような問題が生ずるのかを明らかにしてお く必要がある。理論

的には、契約上の義務あるいは当事者 ・第三者に対する拘束力がどこから出て くるか とい

う問題がある。

本稿では、環境配慮義務にかかる解釈論上の議論 を行 う場合に前提となる事項をとりあ
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げ、問題 の状況 を概観 す る。環境配慮義務に関す る研 究は少 ないが(1)、 既 に環境法及び契

約法にお いて、基礎 的な議論が積み重ね られてお り、そ こでの成果 を参考 にす るこ とがで

きる。

II.環 境配慮義務 の素地

わが 国の契約法におけ る基本 的考 え方の変化、公害 ・環境法の最近の動 き、公 害防止協

定 の実績、政治、経済、社会 等の基礎 的条件 を検討す る と、環境配慮義務 が認め られべ き

素地(2)は 、既にわが国にお いて認め られ る ということが可 能であ る。

(1)現 代契約法 の基本的考 え方

近代私 法はその原則 として契約の 自由 を掲げてお り、わが民法 も同様 であ る。 しか し、

その後の諸状況 の変化 に応 じて、契約の 自由の原則は修正 され、一定 の制 限 を余儀 な くさ

れ ている。四宮博士 は、 「近時 は、強行法規 ・公序良俗 規定 に よる修正 を越 えて、 もっ と広

い視野か ら、経済的強者 に奪 われ た 自由を回復 しよ うとす る企 てがな され るようになって

いる。」と述べ られ た(3)。 さ らに近時、契約 自由の原則 に代 わ り、契約 におけ る社会性 の強

調 あ るいは契約正義が強調 され るようになった(4)。環境配慮義務 はかか る現代 契約法 の基

本 的考 え方 として とりあげ られ るべ き問題 であ る。

(2)環 境法の最近の動 き

① 環境 基本法 の成立

1993年11月 に成 立 した環境基本法は、公害防止 と自然保護 とを別個 に構成す る従 来の法

体 系 を改め、両者 を一つの法体系の もとに統合的に取 り扱 お うとしている。

環境基本法は、 基本理念 として、環境の恵沢の享受 と継承 等(3条)、 環境へ の負荷の少

ない持続的発 展が可能な社会 の構築等(4条)、 国際的協 調に よる地球環境保全 の積極的推

進(5条)を 掲げ る。そ して、持続的発展が可能 な経済社会 の構築 に向けて国、地方公共

団体、事 業者、市民のそれぞれの責務 を明確 にす る とともに、規制 とい う手法だけでな く、

その他 の手法(例 えば、環境 アセス メン ト、経済的 インセ ンテ ィブ など)の 重要性 を明 ら

かに し、 また、環境情報の提供、環境教育 ・環:境学習の推進、国際協力 などについて規定

してい る。

環境 基本 法は私的契約上の義務 を直接定 めた ものではな く、 そこか ら直 ちに私法上 の義
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務 を導 き出せ るものではないであろう(この点は基本的に憲法 と同様)・ しかし同法は・事

業者や市民が環境に配慮 した行動 をとるべきことを求めている・

環境基本法は、環境保全のための費用負担について原因者負担の原則を明確に導入した

(36条)。原因者負担の対象は公害事業主体に限定す る必要はな く・広 く考えるべ きである・

すなわち、大気汚染、水質汚濁、騒音、廃棄物など最近の典型的公害に対 しては・原因者

負担の原則をより明確に位置づけるとともに、公害の原因として市民の日常生活が関与し

ていることを考慮して、事業者だけでな く市民に対 しても、原因者負担の原則に基づ き適

正な費用負担が求められるべ きである(ゴ ミ有料化など)。財源論 としても、事後的な被害

補償よりも積極的に未然防止を行 う方が経済的負担の節約になるとの貴重な分析結果が出

されている。他方、単なる融資者がここに原因者にあたるということはできないであろう。

しかし、私人に一切の義務がないとす ることも妥当ではな く、環境配慮義務 を認めるべ き

素地 として考えることは可能ではないか と思われる。

環境基本法 を受けて、1994年12月 環境基本計画が閣議決定 された。環境基本計画は、「金

融は経済活動の中で重要な役割を果たしてお り、企業への資金供給等を通じて環境に大 き

な影響を及ぼし得 る。一方、環境保全活動に対する寄付や投資が組み込まれた預金等の提

供等の積極的な取組 も行われている。金融機関においては、融資や投資の際に対象企業の

行 う事業における環境に対する配慮についても勘案す ることや、環境についての情報が不

足しがちな中小企業等に対 して情報を提供 し、助言者 としての役割 を果たすことなどの取

組が期待される。」 と述べている。

②地方公共団体の先進的条例

わが国の公害規制は、国の法律よりも地方公共団体の条例(又 は要綱)が 先行 してきた。

まず川崎市環境基本条例(1991年12月25日)は 、事業者の責務 として、「事業者は、 自ら

の活動が環境に影響 を与えている立場を自覚 し、環境汚染の防止並びに良好な環境の保全

及び創造に努め、市の規制及び指導 を遵守するとともに、市の環境施策に積極的に協力 し

なければならない」 と規定 している(6条)。

また東京都環境基本条例(1994年7月20日)は 、環境基本法を踏まえ、都の自主的判断

でとりまとめられたものである。条例は、事業者の責務 として、「事業者は、事業活動 を行

うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に伴って生ずる公

害を防止 し、又は自然環境 を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる
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責務 を有する」と規定 し(6条1項)、 また都又は区市町村が実施す る環境保全に関する施

策に協力する責務(同4項)を 明示 している。業種 を問わず、広 く事業活動について、努

力規定よりも厳しい義務 を設定 したもの と解される。

近時の土壌汚染等への対応についても、秦野市の先進的試み(「地下水汚染の防止及び浄

化に関する条例」(1993年))が 注目される。

(3)公 害防止協定の実績

公害防止 を主たる目的 として、地方公共団体 とその管轄内の企業 との間で締結される取

決めを公害防止協定 という。これには協定書、覚書、契約書など諸形式がある。公害防止

協定は、地域の実情に応 じて個別の公害規制法の不備 を補完 し、あるいはよ り厳 しい基準

の設定などを期待できる。1993年9月30日 現在、有効な協定数は約42,000件 となっている

(平成6年 版環境 白書(各 論))。

例えば、地方公共団体が海面を埋め立てて工場に分譲するというケースでは、契約書の

なかで、公害を出しまわりに迷惑をかけたときは買戻権 を留保するという条項を入れる例

がある(5)。

公害防止協定は環境配慮義務 を直接に目的 とする取決めであって、この点で私的契約一

般 とは 目的を異にする。また、公害防止協定の法的性質については議論がある(6)が、いず

れの説をとろうと、公害防止協定のもとに当事者が環境配慮義務 を負うことについては、

わが国では相当の実績を有する。

(4)政 治、経済、社会的等の基礎的条件

①国内の状況

わが国は政治、経済、社会等の基礎的条件が、高度に安定 している。環境問題は政治的、

経済的、社会的諸条件 と密接に関連してお り、これら諸条件の安定は、環境問題解決のた

めのより進んだ考え方を要求するものである。

国内の状況については前述 したところにも示されているが、ここでは財界 ・企業の動向

をとりあげる。財界・企業は従前より公害対策に相当の投資をしてきたが、近時環境保全、

地球環境問題に対する総合的な対応を明 らかにしている。このうち経団連地球環境憲章

(1991年)は 、環境保全のための具体的行動のあり方を定めた。さらに、各企業 ・業界は

環境問題の重要性 を認識 し、環境にかかる行動計画を策定し、環境監査のあ り方を検討 し

ている。また、企業のフィランソロピーの重要性 も指摘されている(7)。
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融資者責任 との関係では、銀行業界がまとめた、「今後の不動産融資のあ り方について」

(1991年10月22日 、全国銀行協会連合会)が 重要である・これは、第1に ・融資における

公共性の原則を挙げ、「銀行の融資は、単に、その結果 として収益を上げることではな く、

融資対象、資金使途等の融資の内容が、経済社会の健全な発展に寄与するか否かの判断が

常に求め られている。いや しくも社会的妥当性を欠 くような融資は、たとえ、収益面での

効果が大 きくとも厳に慎 まなければならない」 と述べている。第2に 、安全1生の原則を挙

げ、「預金者への責任 という観点か ら、銀行の融資は回収が確実 と判断されるものに限られ、

そのためには、企業内容、資金使途や返済原資等 を厳 しくチェックすることが求められて

いる。担保はあくまでも債権保全上の信用補完手段に過 ぎないことを踏まえ、社会からの

担保偏重と批判を招 くこ とは絶対にあってはならない」 と述べている。

「今後の不動産融資のあ り方について」は銀行業界の内部の規範(自 主的ルール)で あり、

そこから直ちに私法上の義務 を導 くことはできない。しか し、これを環境配慮義務の素地

とみることは十分可能であろう。

ほかに、1993年2月 に出された 「当面する地球環境問題への取 り組みに関する提言」(社

会経済国民会議)が 「経営の最高責任者は最高環境責任者 として、予防的な環境管理活動

を」、「労働組合は環境保全につながる社会制度の変革を担え」などと述べ たこと、1993年

12月 に策定されたわが国の 「アジェンダ21行動計画」が環境保全における産業界の役割の

強化(第30章)を 掲げたことを付記しておこう。

②国際的状況

1992年6月 、ブラジルの リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED)は 、

地球の温暖化、オゾン層の破壊、森林の減少、砂漠化、酸性雨、海洋汚染など地球環境問

題 を解決するためには持続的開発(sustainabledevelopment)の 考 え方が必要であること

を認識し、そのために諸国 ・地域が緊密な協力関係 を構築することが必要であることを明

らかに した。この会議の成果は、「環境 と開発に関するリオ宣言」および 「アジェンダ21」

としてまとめちれた。 また、「気候変動枠組み条約」、「生物多様性条約」の署名が開始され

た。 リオ会議後、各国・地域では、地球環境問題の解決に向けた新たな試みを始めている。

他方、国際的な融資レベルで見ると、世界銀行、アジア開発銀行などが行 う融資に際 し

ては、一定の環境配慮義務が要求されている。

このほか、わが国の政府開発援助(ODA)の 実施に際 しては現地の環境配慮に努めるこ
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ととされ ている(環 境基本法35条1項 、政府 開発援助大網(1992年6月30日 閣議 決定)参

照)。

III.環 境配慮義務の法的根拠

私的契約における環境配慮義務の法的根拠としては、契約法上の付随義務(安 全配慮義

務)が 考えられる。 また、担保法上の担保保存義務や不法行為法上の注意義務について も、

検討する必要がある。

1.契 約法上の付随義務、安全配慮義務

契約に基づ く債務の履行は、債務の本旨に従い信義誠実に行われなければならない(民

法1条2項 、415条 など)。これは契約の履行上の義務であるが＼履行だけにとどまらず、

より広 く履行前、履行後の義務が とりあげられるようになってきた。 このうち履行前の義

務は、契約締結上の過失の問題 としても議論されている。

関係する判決例は蓄積 しており、義務 を負 うべき対象や範囲が広がってきている。以下

ではその一部 と、関係テーマに限定 し主要な諸説をとりあげる。

(1)売 買契約締結前の信義則上の義務 を明示 した判決例

①福岡高判平成5年6月30日(判 例時報1483号52頁)

XはYか ら土地を39億円余で購入す ることを約束 した。そして、売買代金額が確定 し、

後は所有権移転登記 と代金支払 とを一括決裁す るだけになっていたが、Yは 移転登記の履

行 を拒否 した。そこで、XがYに 対 して土地の移転登記手続を求めた。

判決は、契約の成立を否定 したが、「控訴人 としては、右交渉の結果に沿った契約の成立

を期待 し、そのための準備を進めることは当然であ り、契約締結の準備がこのような段階

にまで至った場合には、被控訴人らとしても控訴人の期待を侵害 しないよう誠実に契約の

成立に努め るべ き信義則上の注意義務があると解するのが相当である。被控訴人 らが、正

当な理由がな く控訴人 との契約締結を拒否した場合には、控訴人に対する不法行為が成立

するというべ きである。」と述べ、被控訴人らの行為は、控訴人の有する契約締結の利益 を

侵害した点に違法があ り、かつ、故意か少なくとも過失があったというべ きであるとして、

Yの 損害賠償責任を認めた。
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②東京地判平成5年1月26日(判 例時報1478号142頁 、判例タイムズ840号181頁)

X(売 主)とY(買 主)と が、土地 とその上に建設予定のワンルームマンションの売買に

っいて協定を締結 したが、その後、Yが 協定の解除を申し出たため、XがYに 対 して、主

位的に、協定は売買契約であ りその解除によって損害を被 ったこと、また予備的に、Yが

売買契約の成立に努めるべ き信義則上の義務に違反したことを理由に、損害賠償 を請求 し

た。同協定では、①当事者は本件不動産の建築確認下付後、速やかに本件不動産の売買に

関し国土利用計画法23条 に基づ く届出手続を行 うこと、②当事者は同法23条 に基づ く勧告

しない旨の通知 を受領後10日 以内に本契約を締結できるよう努めることなどを合意 してい

た。

判決は主位的請求 を否定 したが、,予備的請求を一部認めた。そして、一般論として、「一

般に、契約締結の交渉過程において、契約当事者が、右契約の締結に向けて緊密な関係に

立つに至ったと認め られる場合には、契約当事者は、相手の財産等に損害を与えないよう

配慮すべき信義則上の注意義務 を負い、右注意義務に違反 して損害を与えた場合には、不

法行為を構成し、その損害を賠償する義務が生 じるというべ きである。」と述べた。そして、

本件については、「本件協定が成立 した段階では、国土利用計画法の手続が未了のため、不

確定要素は残ってはいるものの、本件不動産の売買価格、支払方法は合意に達 している上

に、右協定成立後直ちに原告が本件建物の建築確認申請手続を行 うことが定められていた

のであるから、本件協定の成立により、原告及び被告は、本件協定に沿った本件不動産の

売買契約の締結に向けて緊密な関係に立つに至ったと認めるべ きである。したがって、被

告は、原告に損害 を与えないように配慮すべき信義則上の注意義務を負い、右注意義務に

違反して損害を与えた場合には、不法行為を構成 し、その損害を賠償する義務があるとい

うべ きである。」 と判断した。

(2)学 説

①北川説

北川説は、付随義務は契約債権関係にある当事者が信義則上負担する義務であるとし、

契約成立から終了までに生ずる当事者の契約利益の衝突 ・対立を調整するためのもの(通

知 ・告知義務、準備義務、調査 ・説明義務など)と 、契約相手方の生命 ・身体や財産 を保

護保持すべき注意義務(と りわけ積極的債権侵害で問題 となる)が 主なものであると指摘

す る(8)。
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「契約により当事者が負担する債務は大別すると、給付義務 と付随義務にわかれる。これ

に対 して、付随義務は、契約債権関係にある当事者が信義則上負担する義務 である。それ

には、種々性質の異なるものがあるが、契約成立から終了までに生ずる当事者の契約利益

の衝突 ・対立を調整す るためのもの(通 知 ・告知義務、準備義務、調査 ・説明義務など)

と契約相手方の生命 ・身体や財産を保護保持すべき注意義務(と りわけ積極的債権侵害で

問題 となる)が 主なものである(付 随義務については、北川 『契約責任の研究』355頁以下

(1963年)。」

②下森説

下森説は、信義則を媒介 として各種の付随義務群(補 完的契約責任)の 多発化現象が生

じたとし、これを受けて民法学上は契約から制度へ、個人的責任原則から社会的責任原理

へ、の問題が登場 してきたと指摘する(9)。

「現代における高度工業 ・情報化社会、技術的社会あるいは組織社会の出現は、契約関係

における社会的要素の比重を増大させ ることとな り、契約の制度化(普 通取引約款の増大・

普遍化)を もたらした。さらに経済の高度成長は、多様な商品交換、各種サー ビス業の発

展をもたらし、これに伴って契約類型が多様化 し、本来的給付義務内容の多様化 を進め、

基本的契約責任の多面的展開、不完全履行責任の発展をもたらし、先にみた信義則を媒介

とする各種付随義務群(補 完的契約責任)の 多発化現象が生 じたのである。 これをうけて

民法学上、契約から制度へ、個人的責任原則か ら社会的責任原理への展開の法技術的定着、

個人意思に代わる歯止原理の模索、が問題 として登場 した。」

③國井説

國井説は、安全配慮義務は雇用関係に限定 されないばか りか、契約関係になくても社会

的接触の関係にあるだけで認められるとし、保護義務が信義則上の義務 と観念されている

ことからすれば、これに類する義務が雇用関係以外の法律関係に現れても背理でないばか
と

りか、そうした処理こそが民法学の示す解釈態度の論理的帰結であると指摘する(10)。「保

護義務にしろ安全保証義務にしろ、結局の ところ雇用契約ないし労働契約に基づ くもので

あって、その妥当領域は基本的に、こうした契約関係ないし法律関係にある場合に限定さ

れるはずである。ところが、裁判例のなかには、こうした法律関係にない場合においても、

安全配慮義務 を認める例が存在す る。のみならず、最高裁判決によれば、安全配慮義務は

「ある法律関係に基づいて社会的接触の関係に入った当事者間において一般的に認められ
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るべ きものであって」、雇用関係に限定されないばか りか、契約関係にな くても社会的接触

の関係にあるだけで足 りるのである。保護義務が信義則上の義務 と観念されていることか

らすれば、これに類す る義務が雇用関係以外の法律関係に現れて も背理でないばか りか、

そうした処理 こそが、民法学の示す解釈態度の論理的帰結でなければならない。」

④長尾説

長尾説は、付随義務の拡張の現象 を次のように説明する(11)。

「消費者契約における事業者の義務は次の四点に亘って拡張 していることを観取すること

ができる。④人的拡張 契約上の義務を商品の直接的購入者以外の者に対 して負 うもの と

して、この第三者が契約上の権利を事業者に対し行使することを認める場合に、この現象

を認めることができる。」

また、契約当事者以外の者への安全配慮義務 と信義則(権 利主体者の範囲拡大の事例)

にっいて、「契約上の義務は原則 として契約当事者が負い、その義務 も契約の相手方に対 し

て履行するのが原則である。 もっとも、契約で、第三者のためにする契約の如 く(537条)、

第三者に対 して履行すべ きことを定めている場合には、その第三者に対 し定め られた行為

を尽 くさなければならない。このように、原則としては、契約上の義務負担者がその義務

に違反したとき、違反の責任を問うことができるのは、契約の相手方である。 ところが違

反の責任 を問う権利の主体者を契約当事者よりも拡大す るために信義則が活用された事例

がある」と述べ、岐阜地大垣支判昭48・12・27(判 例時報725号28頁)(卵 豆腐中毒事件第

一審判決)
、神戸地判昭53・8・30(判 例時報917号106頁)(バ ドミン トンラケット事件)を

引用する。

(3)小 指

上に とりあげた判例 ・学説は環境配慮義務に直接言及す るものではない。 しかし、それ

らに共通 していることは、いずれ も契約関係を柔軟に考えているということである。安全

配慮義務の内容は、国 と私人間のみならず、私人間相互の私的契約の分野においても認め

られてお り、また、契約当事者以外の第三者 との関係においても問題 とされるようになっ

た と理解することができる。

私的契約における環境配慮義務 を認める場合、その法的根拠 をどこに求めることができ

るか。環境配慮義務 を認めた実定法上の規定はわが国には存在 しない。手がか りとなるの

は、安全配慮義務、付随義務 などとよばれる契約上の義務であ り(12)、信義則上の義務であ
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る(民 法1条2項)。 そ こか ら環境配慮義務 を導 くこ とは、それほ ど困難 なこ とではないで

あろ う。

立法論 としては実定 法上(例 えば民法)に 環境配慮義務 を明示すべ きか どうかが 問題 に

なるが、 この問題 については、社会 の基本的仕組 を考 慮 しつつ、義務 の内容、効果等 を明

らかに しなければな らないであろ う。解 釈論 として環境 配慮義務 を認め るこ とが 直ちに立

法化につ なが るものでないこ とは い うまで もない。

2.担 保権者の担保保存義務

担保権者は、担保権設定契約上の義務 として、担保価値 を減少させてはならない一定の

義務 を負う。このような義務を広義の担保保存義務 ということができる。実定法上は、例

えば、民法504条 が、500条 の規定により代位をなすべき者がある場合に債権者が故意又は

解怠によってその担保 を喪失又は減少 したときは代位をなすべ き者はその喪失又は減少に

より償還を受けることができなくなった限度で責任を免れると規定 しているが、 この規定

は法定代位者のための担保保存義務 を定めたものと考 えられている(13)。このほか、担保保

全義務は、い くつかの場面で問題 とされている(14)。

担保 目的物である土地等が汚染されると担保価値が下落す ることがあるが、この場合広

義の担保保存義務違反が問題になり得る。また、環境汚染を理由に損害賠償責任が認め ら

れた場合 も、同様である。

3.不 法行為法上の注意義務との関係

私的契約における環境配慮義務の問題は、不法行為法上の注意義務の問題 としてとりあ

げることも可能であろう。まず、環境アセスメン トを行 う義務 を認めた判決例 として、牛

深 し尿処理場事件が注目される。これは、 し尿処理施設からの放流によって漁業、健康の

被害が予想されるとして、周辺住民67名 が施設の建設禁止の仮処分 を請求 した事案につき、

熊本地判昭50・2・27(判 例タイムズ318号200頁)(確 定)が 請求 を認め、建設禁止を命 じ

たものである。判決は、「放流口が本件予定地に設置されている場合は勿論、これを延長 し

てビシヤコ瀬に設置される場合において も、本件施設から出る放流水によって米淵湾およ

び同湾付近海域が汚染 される結果、漁業その他生活上の被害 を生 じる蓋然性が高いと予測

されるから、本件 し尿処理場の設置は永年漁場および生活の場 として米淵湾およびその付

一14一



近海域 とともに生 きて きた申請人 らを して、 その居住 地、住 居 を生活の場 として利用す る

こ とを困難 とさせ るに等 しく、 このよ うな場合 には、た とえ本件予 定地 に建 設され る もの

が本件施 設のよ うに公共性の高 い ものであって も、 その建 設 を許容 すべ き特別 の事 情が な

い限 り、受忍 限度 を越 える違法 な もの として建 設差 止が認め られ るべ きである と解 す る」

と述べ た。 同判決につ いて、森島評釈は、 同判決 は環境 アセス メン トを私法上の義務 とし

て位 置づ けた ものであ る と述べ 、この点を高 く評価 した(15)。同事 件は、行政庁の事業 に関

す るものであって、私人間 の契約 に関す るものではないが、そこで考 え られて いるこ とは、

今 日では、行政庁 の事業 に限定 されずかな り普遍性 を もつ もの と考 え られ る。

次 に、小牧市共同 ごみ焼却場建 設工事禁 止仮処分 申請事件 の第1審 名古屋地判昭59・4・

6(判 例時報1115号27頁 、判例 地方 自治4号95頁)は 、① アセ スメン トは公害発生 の有無

の予見 あるいは公害発生 防止のため とるべ き改善策の検 討のため不可欠であ る、②実施 さ

れ たアセス メン トは著 し く不十分 である、③ 適正なアセ スメン トの欠如(名 ばか りの アセ

スメン ト)は公害発生 による受忍 限度 を越 える被 害 をもた らす蓋然性 が高い、 と判断 した。

同判決は、環境 アセス メン トを私法上の義務 とまでは述べ ていないが、重要 な判断 を示 し

た もの とい うことがで きる。 もっ とも、事件 としては、 その後 名 古屋 高決昭 ・59・8・

31(判 例 時報1126号15頁)が 仮処 分 の執行 を停 止 し、名古屋 高判 昭61・2・27(判 例 時報

1195号24頁)は 仮処分 申請 を却下 した(確 定)。 第1審 判決 が手続 的要素 を重視 したことは、

一般論 として強調 されて よいで あろ う
。

他 方、最判昭61・11・20(判 例 時報1219号63頁)は 、担保権 の目的物が債務者又は第三

者 の行為 によ り全 部滅失 し又は その効 用 を失 うに至 った場合 には、他 に保 証人等の人的担

保 があって、 これ を実行 す ることに よ り債権 の満足 を得 るこ とが可能 であって も、損害 が

発生 した もの といえ ると判示 した。

IV.環 境配慮義務 の内容

1.環 境配慮義務の一般的内容

環境配慮義務の違反に対 して、被害を受けた第三者が契約の当事者に対 して責任を追及

できるかどうかが問題になる。契約における義務は、通常は債権者 と債務者 という契約当

事者間における義務 であり、契約当事者は第三者に対 し、通常は具体的義務 を負担 しない。
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しか し、安全配慮義務、付随義務などにおいては、第三者との関係における具体的義務が

現に問題 となっている。

これに関連 して、金融機関の融資先企業が環境 を汚染 した場合に、私的契約である融資

契約における環境配慮義務に違反したことを理由に、金融機関の融資者としての責任が認

め られるか どうかが問題 となる。ここでは、環境配慮義務 と融資者責任 との関係 をどのよ

うにとらえるかが検討課題である。

環境配慮義務の具体的内容 は、事案に応じてケースバイケースに定め られるものであっ

て、演繹的に決 まるものではない と考えられる。例 えば、環境配慮義務が強制的か任意的

か、強制的であれば違反に対する効果はどうか(無 効になるか)に ついては、帰納的に義

務の内容 を明らかにしてい くことが必要である。

2.融 資契約と環境配慮義務

(1)従 来の判決例

環境保全を理由に金融機関が融資 を止めた場合に責任関係はどうなるか。 この問題につ

いてわが国に先例はない。しかし、何 らかの事情で融資を止めた場合の責任については、

判決例があり、融資予約にかかる従来の判決例は、 しば しば融資を止めたことを理由にし

て金融機関の責任 を認めている(16)。

①融資予約後の融資の拒絶

東京地判平4・1・27(判 例時報1437号113頁 、金融法務事情1355号38頁)

金融機関が融資を前提 とした工場進出について融資予約 をしたが、その後一方的に融資

拒絶をしたことが不法行為に当たると認めた事例。

「融資予約契約は、融資予約そのものではないけれども、被告は原告会社の予約完結の意

思表示により所定の内容で融資を実行すべ き義務を負うものと解せ られ、本件の如 くこの

融資を前提 に大規模 な工場進出計画が進め られ、用地取得について公的審査 も通過 し、計

画が相当程度に具体化 しているような状況下にあっては、正当な事由な く被告の恣意によ

ってこれ.を破棄 し、あるいは重大な落ち度に基づ きこれを履行 しないことは、単なる債務

不履行にとどまらず、不法行為を構成す ると解することができる。

被告は、原告会社が工場用地取得について千葉県の分譲委員会の審査 を通過 した直後で

ある同年12月8日 になって、被告の融資が右工場用地取得代金支払にあてる予定であるこ
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とを充分承知 しながら、 またメインバンクたる被告の融資拒絶が原告会社の本件工場進出

計画に悪影響 を及ぼすであろうことも容易に予測できるのに、正当な理由なく融資を拒絶

し、その結果、原告会社が予定 していた土地代金の支払計画に支障 を来させ、別途3億7000

万円の調達に奔走せ ざる得ない事態を招来 し、またそれにより原告会社の社長 として一手

に右計画の責任 を担っていた原告関に著 しい心労を与えたのであるか ら、被告の右不当な

融資拒絶は、原告 らに対す る違法な権利侵害行為 とみるのが相当である。」

②融資約束の破棄

東京高判平6・2・1(判 例時報1490号87頁)(確 定)

新工場建設のために必要な資金の一部につ き、メインバンクである銀行が一旦融資約束

をしながら、取引上是認できるような正当事由がないのに一方的に融資約束を破棄 したと

して、不法行為責任 を認めた事例。

「企業 とそのいわゆるメインバンクとして取引を継続してきた銀行が、右企業か ら新規に

計画 した事業について必要資金の融資を受け、当該計画の具体的内容 を了知 したうえ、右

企業 と消費貸借契約の締結に向けて交渉を重ねている途 中であ り、金銭の授受がな く消費

貸借契約が成立したとはいえない段階においてであって も、融資金額、弁済期、借入期間、

利率、担保の目的物及び担保権の種類並びに保証人等の貸出条件について具体的な合意に

達 し、銀行が右貸出条件に基づ く融資をする旨を記載 した融資証明書を発行 して融資する

旨の明確 な約束(以 下 「融資約束」という。)を した場合において、右融資約束が破棄され

るときには、右企業の新規事業計画の実現が不可能となるか若しくは著 しく困難 となり、

右企業が融資約束を信 じて当該計画 を実現するためにとった第三者 との契約若 しくはこれ

と実質的に同視することができる法律関係等の措置を解消す ることを余儀な くされる等

し、このため右企業が損害を被 ることになる等の事情があ り、しかも当該銀行が、このよ

うな事情を知 り又は知 りうべ きであるにもかかわらず、一方的に融資的約束を破棄する行

為に出たときには、かかる行為に出るにつき取引上是認するに足る正当な事由があれば格

別そうでない限 り、当該銀行 は、右企業が前示のような損害を被 ったときには、民法709条 、

719条 に基づ き、 これを賠償する責任 を負 うものと解すべ きである。」

(2)環 境配慮義務を認めた場合はどうなるか

以上に見たように、従来の判決例は、一定の場合に金融機関に対 し不法行為上の責任を

認めている。
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他方、私的契約の一つ としての融資契約に環境配慮義務が認め られる場合には、融資者

の環境配慮義務に基づ き、環境保全のために融資を止めても融資契約上の責任及び不法行

為責任は免れるといわなければな らないであろう。さらに、融資契約の締結に至 らない前

段階においても、同様の判断が可能であろう。

V.展 望

本稿 では、今 日の環境 問題 の重要性 を考 え、契約法 のポ リシー として私 的契約(私 的 自

治)に おけ る環境配慮義務 を認め るべ きであ るとし、 その法的根拠 を信義則 に由来 す る付

随義務(安 全配慮義務)に 求 めた。かか る環境配慮義務 は、契約 が継続す るための基本 的

な前提条件 となる ものであ る。そ して、 これは社会 的経済的弱者保護 の理 念 と同列 の価値

が あ ると考 えるべ きである(17)。また、効 果の点につ いて も、公序良俗違 反の法律行為 を無

効 とす るように、環境破壊に直接 関係す る行為 に対 しては相応の強力 な効 果が与 えられて

しか るべ きであ る。 また、担保法 の理念 と して も、環境配慮義務 を考 慮す る必要が あると

考 え る。従来 の担保法 では、債権 回収、 つ ま り元本及 び利 息の合理 的 回収 に主 たる関心が

あった。 しか し、今後 は、債権 回収 だけではな く環境 配慮義務 にかか る理念 を確立すべ き

であ ろう(18)。また融 資者責任 につ いては、融資の内容や 形態にいろいろタイプが あるか ら、

かか る理念 とともに当事者 の実質 的関係 に着 目した議 論 も必要 であろ う。

私 的契約 において環境配慮義務 を内在化 させ るこ とは、事業 の持続的発展 を保障す る も

ので ある(19)。環境配慮義務 を考慮 しない事業 は、当初 の契約 の締結 あるいは履行上 の負担

は軽減 され るか もしれないが、 それは後に大 きな負担 とな って返 って くるであろ う。かか

る環境上の リス クを回避す るこ とは、企業 を存続 させ ⑳ 、さらに地球 の存続 を保 障す る も

のである。

環境配慮義務 の 内在化 については、相応 の条件 を整備す ることが必要 であ る。例 えば、

環境監査 のシス テム(21)を整備 し、利用 で きるよ うにすべ きであ る。環境監査 は、産業 界が

積極的 に環境への負荷 を低 減 させ企業活動 のなか に環境配慮 を組み込 む手段 の一 つ と考 え

られ てお り(22)、現在、 国際標準化機構(ISO)に おいて進め られてい る規格づ くりの進展

が期待 される。 また、環境 リス クに対す る保 険(共 済)を 整備す るこ とも必要であ る。 さ

らに、 より基本的 問題 として、立脚すべ き法理論 が公正 でなければな らない(23)。
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以上のような条件整備 を背景にして、環境配慮義務が安定 した法理論上の義務 として定

着するためには、環境問題に対す る意識の深まり(24)、及び判決例の蓄積が求められるであ

ろう(25)。

環境保全を契約法において追求する場合には、その契約が公的性格 を有するか、私的性

格 を有するか、あるいは目的が公益的か私益的かの違いは問題ではなく、どのような性格

や 目的の契約であっても等しく環境配慮義務が求められるべ きであろう。 これが、環境法

から見た契約法のあ り方である。 したがって、契約上の義務あるいは当事者に対す る拘束

力がどこから出て くるかという問題については、 もはや当事者の意思だけに求め るだけで

は不十分であり、環境保全の価値が有する公益的要素 を加味しなければならないと考える

べ きであろう。

環境配慮義務は人類の崇高な目標である。これが1990年 代になってようや くわが実定法

上の問題 として登場す るに至ったことは感慨深い。そのなかみを具体的に明らかにするこ

とが今後の課題である。

(1)浅 野裕 司 「地球 環境保 全 と企 業 の環 境責 任」 東洋 法学35巻1号27頁(1991年)が 企 業 を 中心 に環

境 配慮義 務 の前提 とな る問題 を総合 的 に と りあげ てい る。 また安 原 正 『地球 環境 と企 業 活動 につ い

て 』62頁(年 金研 究所 、1991年)は 金 融機 関 の環境 配慮義 務 に 言及 す る。金 融機 関 の融 資者責 任 を

とりあげ る文 献 として、信 澤久 美 子 「資金 を融 資 した者 の責 任 につ い ての一考 察 」 中央大 学大 学 院

研 究年報21号37頁(1992年)が あ り、1993年 度金 融 法学会 シ ンポ ジウ ムでは、 「消 費者 に対 す る信 用

供 与 と金 融機 関の責 任 」 の テーマ で検 討が な され た。 なお、社 会 的 に は、麻布 建 物事 件 が耳 目を集

め 、 日本 経 済新聞1993年12月27日 付 社 説が 、 「司法 ・行 政 に 問 う銀行 の貸 し手責 任 」 の タイ トルで論

評 した。

(2)素 地 とい う言葉 は、 わ が国 の信 託法 理 に関 して米 倉 明教 授 が用 い られて い る。 米倉 明 「信託 法 の

わが 国にお け る素 地」信 託159号 、161号 、162号 、164号(1989年 ～1990年)。

(3)四 宮和 夫 『民法総 則 』(第4版)20頁(弘 文堂 、1986年)。

(4)大 村敦 志 「契約 の拘 束 力 ・契約 の 自由 ・… ・・1契約 は 当事 者 を拘束 す る2契 約 は 当事 者が 自由 に

行 え る」 法学 教室152号35頁(1993年)は 、 「契 約 の締結過 程 ・履行過 程 に おい て信義 則 がは たす役

割 が強調 されて い る。 この よ うな変容 を考 慮 に入れ るな らば、 二つ の原 則 の原則 性 自体 につ いて も

再検 討が 必要 で あ る」 と指 摘 してい る。

(5)近 江幸 治 ・米倉 明 ・野 村好 弘 「民 法 を語 る」LAWSCHOOL47号95頁(野 村 好 引、発 言)(1982年)。

(6)公 害 防止協 定の 法的 性質 につ いて は、野 村好 弘 『公 害法 の 基礎 知識 』169頁(ぎ ょうせ い、1973年)、

石 田喜久 夫 『現代 の契約 法 』201頁(日 本評 論社 、1982年)、 山内一 夫 「公害 防 止協定 に対 す る一つ
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の 見方 」(日 本 エ ネ ルギー法研 究所 、1982年)、 野村好 弘 「日本 環境 法 の沿革 と特 色」 法律 の ひろば

42巻11号14頁(1989年)な どが検 討 して い る。

(7)文 献 は 多数 あ るが、 法学 か ら検 討す る もの と して雨 宮孝 子 「信託 とフ ィラ ンソ ロ ピー 」公益 法 人

23巻7号10頁(1994年)、 ジュ リス ト1050号6頁 以下(特 集 ・コー ポ レー ト ・ガ バナ ンス)(1994年)

な ど。

(8)北 川 善太 郎 『現 代 契約法1』42頁 一43頁(商 事 法 務研 究会 、1973年)、 同 『債 権 総論 』16頁 、29頁

(有斐 閣、1993年)。

(9)下 森 定編 『安 全 配慮義 務 法理 の形 成 と展開 』 は しが き(日 本 評論 社 、1988年)。

(10)國 井 和郎 「裁判 例か ら見 た安全 配 慮義務 …… 契約責 任 論の体 系 的素描 」下 森定 編 『安 全 配慮義 務

法 理 の形成 と展 開』3頁 一4頁(日 本 評 論社 、1988年)。

(11)長 尾次助 『消 費者私 法 の原理 』134-135頁 、146頁(有 斐 閣、1992年)。

(12)安 全 配慮 義務 の研究 は 多いが 、下森 編 ・前 掲 書 『安 全 配慮 義務 法理 の形成 と展 開』、 「安全 配慮 義

務 の現 状 と課題 」 私法52号3頁(1990年)を 挙 げて お く。安 全配 慮義務 を簡 潔 に 説明 す る文 献 と し

て、奥 田昌道 「安 全 配慮義 務 」法学教 室136号29頁 以 下(1992年)な ど。奥 田教 授 は、最 判 昭50・2・

25は 、 その後 の学 説 の議論 の 中に、(1)一般 的保護 義務 論 の展 開 と、② 雇用 ・労働 契 約 関係 に おけ る

安 全 配慮義 務 論 の展 開、 とい う二つ の流 れ を形 成 したこ と、{1)につ いて、 あ る法律 関係 に基づ いて

特 別 な社会 的 接触 の 関係 に入 った 当事 者 間 にお い て、 当該法律 関 係 の付随義 務 と して 当事 者 の一方

又は 双方 が相 手 方 に対 して信義 則上 負 う義務 として一般 的 に認め られ るべ き もの で あ るこ と、 一般

的保護 義務 違 反 に よ る損害 賠償 事件 が それ ほ ど多 く裁判 例 に上 って こな い理 由は 、 わが 国の判例 ・

学説 上、 不法行 為 に よる救 済 の範 囲(成 立要 件 を含 め)が 広 範 であ り、時効 の点 を除 けば 一般 的保

護 義務 の侵 害 を理 由 としな くて も、不法行 為 を理 由 とす る損 害賠償 で十分 まか な え るか らで あろ う、

と指 摘 され て い る。

(13)椿 寿夫 『民 法研 究2』145頁(第 一 法規 、1983年)は 、債権 者 の担保 保 存義務 を、法 定代 位権 者(民

法500条)の 求 償期 待 を実 現す るための義 務 と して、次 の よ うに指 摘 して い る。「民 法504条 に よれば 、

債 権 者 は、 自分 の有 す る担保(物 的の み な らず 人 的)を 故 意過失 で失 った り現 象 させ た りした とき

に は、 その ため に保 証人 な ど法定代 位権 者(民 法500条)が 弁 済 して も求償権 の満 足 を得 られ な くな

った限 度 で、 保 証 人 らにかか って いけ な い。 か よ うな債 権 者の拘 束 をさ して 「債権 者 の担 保保 存義

務 」 と呼ぶ が、 これは、債 権 者の勝 手 も し くは不 注意 な行為 に よって法定 代位 資 格者 の求 償期 待 を

裏 切 らな い よ うにす る制 度 であ る。」

(14)近 時 の文献 と して、吉 田光 碩 「共 同抵 当に おけ る代価 の配 当 と、 抵 当権 者 の担 保保 存義 務 」判例

タイム ズ834号36頁(1994年)、 鈴 木正 和 「担保 保 存義務 と故 意又 は解 怠」判例 タイ ム ズ847号65頁(1994

年)な ど。

(15)森 島昭夫 「牛 深 し尿処理 場事 件 」別 冊 ジュ リス ト65号61頁(1980年)、 同126号65頁(1994年)。 同

論文 は、「判決 は、Xら の生活 及 び環:境の保全 を図 るこ とは行 政 主体 としてのYの 義務 で あ り、また

本件 施 設 の建 設に よって利益 を受 け るの はYで あ るか ら、Yが 上 の よ うな調査 をす るの は事 理 の当

然 と考 え て い る。そ して、Yが 調査 を行 った とい う疎 明が ない本 件 では、建 設 差止 に よってY主 張
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の よ うな経 済的損 失が 生 じた と して も、それ はYの 行 政 の不手 際 か ら生 じた もの で あ り、その しわ

よせ をXが 甘受 しなけ れば な らな い もので は ない と した。」 と指摘 して い る。

(16)松 本崇 「融 資予約 の不 履 行 と不 法行 為責任 」私法 判例 リマ ー クス7号36頁(1993年)・ 林 良平 「融

資 契約 とそれ をめ ぐる義務 論 」金 融法務 事 情1362号6頁(1993年)が 、 判決 例 を概観 して い る。

(17)当 研 究会 にお け る野 村好 弘教 授 の示 唆 に よ る・

(18)研 究会 に お いて野村教 授 は、金 融機 関 に よ る融 資の あ り方 として地球 環境 保 全 に配慮 したサ ステ

ィナ ブル ・レンデ ィン グ(sustainablelending)の 考 え方が 重要 で あ る と報告 され た。

(19)こ の点 は、 わが国 の今 日の経済 発 展 を もた ら した要 因 を客 観 的、 総合 的 に分析 す るこ とが必要 で

あ ろ う。

(20)東 京 海上 火 災保 険株 式会 社 編 『環:境リス ク と環境 法 』(欧 州編)(有 斐 閣 、1992年)は 、 「今 後、 環

境 問題 へ の対処 の良 否が企 業 の経 営 を左右 す るよ うにな るの は必至 と言 え よ う」 と述べ て い る(発

刊 に あ たって)。 英 ・エ コノ ミス ト ・山 口光恒 『地 球環 境 時代 の企 業 経営』(有 斐 閣、1991年)も 同

じ認識 に たつ。

(21)環 境 監査 の仕 組 ・例 につ いて は、 環境 監査 研 究会 編 『環 境 監査 入 門』(日 本 経済新 聞社 、1992年)

を挙 げて お く。 ここで は、 自己評 価 か 第三者 に よる評 価 か、 第三 者 に よ る評価 は任 意 か強 制か とい

う問題 が あ る。 なお 、 第三者 評価 の例 として、 イ ンフ ォーム ド ・コンセ ン トや 看 護サ ー ビスの状 況

を評価 す る第三 者機 関 「病 院機 能評 価機 構」(仮 称)が 、 厚生 省 の もとで構 想 されて い る。

(22)「 ア ジェ ンダ21」 行 動 計画 読本52頁(環 境 庁 ・翻 日本経 済研 究 セ ン ター 、1994年)。

(23)加 藤 一郎 「戦後 不法 行為 法 の展 開 ……被 害 者保護 か ら公 正 な賠 償 へ 」法学教 室76号6頁(1987年)

参 照 。

(24)こ れ は、環 境教育 の使 命 で あ ろ う。 生態 学か らの文 献 と して吉 良 竜夫 『自然 保 護 の思想 』(人文書

院、1976年)、 教育 学か らの もの として椙 山正 弘 ・田 中俊 雄 編著 『地 球環 境 と教 育』(ミ ネル ヴ ァ書

房 、1992年)、 環境安 全 工 学か らの もの として 、浦 野紘平 『みん なの 地球 …… 環境 問題 が よ くわか る

本』(オ ー ム社 、1992年)、 講座 もの として大来 佐武 郎監 修 『講座 地 球環境 』(1～5)(中 央法 規 出

版、1990年)、 環 境情報 ガ イ ドの さきがけ とな った 『エ コブ ッ クガ イ ド'92』(ト ー ハ ン、1992年)な

どが ある。

(25)北 川 ・前掲 書 『現代 契約 法1』43頁 。
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1.は じめ に

環境配慮 は、本来 、社会 を構成す る全 ての者 が 自ら能働 的になすべ き もので あるが、そ

の構成員相互 間において様々 な利害が対 立 し、 交錯す るものである以上、それ を望 む こと

は きわめ て困難 といわ ざるをえない。 それゆ え、一定 の範 囲でそれ を促 す方向での規制 が

要請 されるこ とにな る。 とりわけ、一定 の開発行為 を行 うにあたっては資金的裏付 け を欠

くことが で きない ものである ところ、その資金 を提供 す る立場 にある金 融機 関につ いては、

殊 にそ うした形 での規制が求め られ るこ とになろ う。仮 に、何 らの規制 を伴 わず、 自由に

融資 をな しうる とい うこ とに してお くと、場合 に よっては、野放 図に流れ るとい うことに

もな りかねず、環境 内容 を向上 させ るこ とはお ろか、環境 の現状 を維持す るこ とも叶わず、

結果 として、環境 を悪化 させ る1ことにつ なが りか ねない。 とは いえ、それでは どの ような

規制が なされ るべ きか、 あるいは望 ま しいか とい うこ とになる と、 これは容易 に提示 で き

るもので はない。 そこで、 ここではまず、現行 の規制状況が どの ようにな ってい るのか と

い うこ とを明 らかに した上で、今後、考 え られ るべ き規制の方向 とその内容 を探 るこ とと

したい。

II.現 行 規 制 の状 況

銀行法1条1項 によれば、銀行法の目的は、銀行業務の公共性に鑑み、信用を維持し、

預金者等の保護 を確保すると共に金融の円滑を図るため、'銀行業務の健全かつ適切 な運営

を期 し、 もって国民経済の健全な発展に資することであるとされている。同時に、同条2

項において、同法の運用にあたっては、銀行業務についての自主的な努力を尊重するよう

配慮 しなければならないとされてはいるものの、銀行業務の公共性が前面に押出されて謳
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われている以上、必要な限りにおいて銀行業務に対する公的規制が図られることも当然に

是認されてよいであろう・また、いわゆる金融機関は銀行に限られるものでないこ とはい

うまでもないが、他方で、銀行がその代表的な存在 であることも、また改めて指摘するま

でもないところであるか ら、この銀行法の精神を銀行以外の金融機関に推し及ぼす ことも、

また差支えないものと思われる。

それでは、そうした公的規制が、現在、 どのような形で行われているかということをみ

てみると、環境保全ないし環境配慮に関連するものはもちろんのこと、銀行業務一般につ

いても具体的な内容 をもった実定法は存在 しないようであ り、わずかに、いささか抽象的

な内容を盛込んだ通達等が存す るのみである。まず、その大蔵省銀行局長通達からみてお

こう。

平成4年4月30日 蔵銀第809号 は、その 「第1経 営関係」において、「銀行は、その

業務の公共性に鑑み、 自主的な努力により、公共的、社会的役割を発揮 していくことが要

請されてお り、銀行経営の基本は、 自己責任に基づ き業務の健全かつ適切 な運営を図 りつ

っ、利用者のニーズに応 じた良質かつ多様な金融サービスを提供していくことにある。

したがって、銀行は、 自らの責任において経営の堅実性に対する社会的信頼 を確保 しつ

っ、顧客の金融ニーズに応えてい く必要があり、日常の業務運営に当たっては、別紙1『銀

行経営のあり方』に十分留意 しつつ、社会的批判を招 くことのないよう万全 を期するもの

とする。 とし、その別紙1「 銀行経営のあ り方」は以下の内容 となっている。

「銀行は、その業務の公共性に鑑み、公共的・社会的役割を自覚 した業務運営を行ってい

く必要があるが、安易な業容拡大主義、収益至上主義の経営姿勢の下で職員を預金、融資

拡大競争に駆 り立てた結果、預金の獲得、融資先確保等のため行き過 ぎた競争や過剰サー

ビスを招いた事例が生じている。

また、経営管理についても、融資の審査 ・管理、相互牽制制度など内部管理体制の充実

が銀行経営の基本であるが、業容拡大等 を重視するあまりそれが等閑視 されがちとな り、

企業倫理や磯貝のモラル低下 と相 まって、一般職員のみならず管理者による種々の金融不

祥事が発生するなど大 きな社会批判を受ける事例が生 じている。

銀行業務 は、今後、金融自由化の一層の進展 と相 まって、業務量が増大 し、業務内容 も

多種 ・多様化するなど著 しく変化 してい くものと考えられる。従って、銀行経営に当たっ

ては、各種諸法を遵守しつつ、業務内容の変化や実態に応 じ経営姿勢や経営管理について
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適時 ・適切な見直 しを行い、業務の健全かつ適切な運営の励行等により、金融システムの

安定1生、信頼性の確保に努める必要がある。

なお、これまでに社会批判を受けた事例等を踏まえ、当面、特に留意すべ き事項は下記

のとお りであるので、申し伝える。

記

1.経 営姿勢

(1)健 全な融資態度の確立

投機的不動産融資、過剰な財テク融資、不健全な先に対す る融資、その他社会的批

判 を受けるおそれの強い融資等は厳に慎む もの とする。

(2)以 下略。

また、これとは別に、東京都清掃局による 「事業系廃棄物の再利用 ・資源化促進事業」

に基づ く故紙回収再利用施策が平成3年10月 より実施されている。具体的には、「大規模建

築物における事業系廃棄物に関する指導要綱」(平成3年10月1日 施行)が 定め られてお り、

ここでは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と 「東京都清掃条例」に基づいて、東京

都23区 に存する事業用建築物の所有者及び事業者に対し、廃棄物の排出及び適正な分別、

保管、収集、運搬、再生、処分等の処理について指導を行い、もって、事業系廃棄物の減

量化 と生活環境の保全 とを図ることが目的 とされている。しかしなが ら、この要綱の対象

となるのは、東京都23区 に存する建築物のうち、事業用途に供す る延床面積が3,000m2以 上

の建築物であって、 とりわけ金融機関を対象 としているものではないし、ましてや金融業

務そのものを規制す るものでもない。

ところで、前掲銀行局長通達は、その経営姿勢のあ り方についてのところで、健全な融

資態度 を確立するために、「投機的不動産融資」、「過剰な財テク融資」、「不健全な先に対す

る融資」、「その他社会的批判 を受けるおそれの強い融資等」は厳に慎む もの とするとされ

ている。ここで、融資先の環境関連責任 と関わ りをもって くると思われるのは、「不健全 な

先に対す る融資」と 「その他社会的批判を受けるおそれの強い融資」 とであろうと思われ

るが、「不健全な先」 といい、「社会的批判を受けるおそれの強い」 といい、いずれ も非常

に抽象的な表現であって、その内容 も曖昧なものであるといわざるをえない。 しか も、融

資先が不健全であるかどうかを判定するのは誰か、そして、当該融資が社会的批判を受け

るおそれが強いかどうかを判断す るのは一体誰か、 ということを考えると、基本的には金
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融機関 自身であろ うし、 その背後 に、金 融機 関諸 団体 な り・監督 官庁 た る大蔵省 な りが控

えている とい うことになるの であろ う。 この ように、融資 を行 う金融機 関 自身に判 断を委

ね るこ とが、銀行法1条2項 にいわゆる 「銀行業 務についての 自主的な努 力 を尊重す るよ

う配慮」す るとい うことに連 なるのであろ うが、 これでは、 融資先 が健全 であ ること・ な

い し融資 自体 が社会 的批判 を受 ける ものでないこ とという点につ いての担保 としては きわ

めて脆弱 であるといわ ざるをえない。 したが って、 もう一歩踏込んだ形での規制 が求 め ら

れて しか るべ きであ ろう。

なお、 この通達 においては、 「融資等」を慎む もの とされ ている ところ、 ここには、融資

と資金受入の双方が含 まれ るとみ るべ きであ ろう。

III.規 制 の 方 向 ・内 容

金融機 関の行 う業務 に対 して、 どの ような内容 の規制 を行 うのが望 ましいか とい う点に

っ いては、単 に詳細 な もので あ りさえすれば よい とはいえない。す なわち、 あま りに詳細

なものに してお くと、 た しかに規制 としての効 果は期待 で きるものの、場合 によっては、

業務 の弾力性、融通性 を阻害 し、 また新 たな不健全 さを招 来す ることに もな りかねない。

しか しなが ら、前掲銀行局長通達の 内容 では少 し漠然 としす ぎてい るとい うことがで きよ

う。 そこで、 この ような規制 の内容 としては、規制 を受け る側(金 融機 関)が 、具体 的な

業務遂行 に際 して容易 に規制 内容 を理解、判 断す るこ とがで きる程度 の ものが望 ましい と

いえよう。

さて、 この規制 の方向は大 き く二つ の ものに分けてみてい くこ とがで きる。す なわ ち、

融 資を控 えるべ き方向 と、逆 にこれ を推進す る方 向である。 それ ぞれにつ いてみてい くこ

とに しよ う。

1.融 資(資 金受入)を 控 える方 向

まず 第1に いえることは、環境 汚染 に結 びつ くような開発等 のため の資金 につ いて は融

資 を控 えるこ とが望 ましい とい う点であ る。

問題 は、 この環境汚染に結 びつ く開発 とそうでない もの とを如何 に して峻別す るか とい

うことであ る。 ここで環境汚染 に結びつ くような行為 を列挙す るこ とは困難 であ るし、仮
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にそれを試たところでそれほど意味のあることではないであろう。ここでは、広 く金融機

関一般 を対象 とし、かつ、融資先である各種事業者の業務、活動内容 をも視野に収めてい

くことを可能にす るものということで、環境基本法を参照してい くこととしたい。

環境基法法は、四つの主体(国 、地方公共団体、事業者、国民)の 責務を定めている。

ここにいわゆる責務 とは、環境の保全に関する責任、任務 または職務 といっておいてよい

であろうが、 とりわけ、現代の環境保全に大 きく関わっている事業者の責務 は非常に重い

ものといえるであろう。

事業者の責務については第8条 に定め られているが、その内容は次の通 りである。

① 基本理念(第3条 、4条 、5条)に のっとり、事業活動に伴って生ずるばい煙、汚

水、廃棄物等の処理その他公害を防止し、 または自然環境 を適正に保全するために必要な

措置を講 じる責務。

② 基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止す るため、物の製造、加工 または

販売その他の事業活動を行 うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物 と

なった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講 じる責務。

③ ② と同様の事業活動を行 うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用

されまたは廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、そ

の事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等 を利

用するよう努めなければならない。

④ 基本理念にのっとり、その事業活動に関 し、これに伴う環境への負荷の低減その他

環境の保全に自ら努めるとともに、国または地方公共団体が実施す る環境の保全に関する

施策に協力する責務。

金融機関を含む一般的事業者は、環境基本法上、以上のような責務 を負っているもので

あるところ、金融機関としては、このような責務 を果たさない可能性のある事業者に対す

る融資は当然に控えてしか るべ きであろう。ただ、この責務に反した場合 にどのような対

応措置がとられるのかについての規定は存しない。 これは、本法が基本法であるところか

らやむをえないものであるか もしれない。 しかしながら、責務 を果たさなかった場合であ

っても何 らのサンクションも課されないということになると、責務に関する規定は純然た

る精神規定 ということになって、こうした規定 を設けて責務 を課 した意義 も稀薄 とならざ
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るをえない。 そこで何 らかの対応措 置 を講ずべ きこ とが考 え られて よい。具体 的には、環

境基本法11条 に、「政府 は・環境 の保全 に関す る施策 を実施す るため必要な法制上又 は財政

上の措置 その他の措置 を講 じなければな らない。」とい う規定 を置いてい る ところか ら、 こ

の範疇 で考 えて い くこともで きるが、法制化 にか か る手続、時間等 を考 える と、 内容 に よ

っては、 これ も通達 等に よるこ とが考 え られて よい。 また、 その内容 について であるが、

上記のよ うな責務 を果 た さなか った金 融機 関は、 その後 の一定期 間、全 融資額の一定 割合

を環境保全 目的の ものに向けなければな らない とす るとか、 あるいは、同様 に、全 融資先

の うちの一 定割合が環境保全 目的の ものでなけれ ば な らない とす る等 の もの が考 え られ

る。その一定割合 という数字 は きわめて小 さな ものになるであろうが、 それ で も金融 とい

う業務の 内容 か らす ると、 こ うした措 置が与 え るインパ ク トはか な りの ものに なる と想像

で きる。

次に、資金の受入れ を制 限 し、 また資金 の流通 を絞 るとい うこ とについて も、融資にお

け ると同様の意識で臨 まれ るべ きであ る。 これは、専 らマ ネー ・ロンダ リング との関係で

重要 な意味 を有 して くることになろ う。 しか しなが ら、 この点につ いての具 対的対応策 を

提示す るこ とはきわめて困難 であ るといわ ざるをえず、規制の手法 も明 らか でない。

結局、融資 を控 え、資金 の受入 れ を控 え ることに よって消極的にではあれ、環境保 全 と

い う目的 に寄与す るためには、金 融機 関 自体 の信用調査力 とい うものが非常 に重要 な意味

をもっている とい うことになろ う。

2.融 資を積極的に進める方向

これについては二つの場合に分けて考えてい くことができる。一つは、環境保全対策を

含む事業等に対 して融資を施す場合 と、今一つは、或 る事業者が環境汚染等に関連する行

為によって責任を負わなければならないという場合に、その責任履行のための援助 として

融資を施す場合である。

(1)環 境保全対策を含む事業に対する融資

このような目的を有 した融資については既に行われているものがある。主なものを挙げ

てみると以下のようである。

① まず、 日本開発銀行が行っているもの。

(イ)ば い煙防止 ・汚水処理等のため、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害を防
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止す るための施設についての資金、

(・)無 公害工程転換のため、法令、条例の規制基準や公害防止協定等を遵守するため

に既存の生産設備の使用原燃料あるいは生産工程の転換を図る設備のための資金、

内 オゾン層保護対策設備導入促進のため、特定フロン等、オゾン層破壊物質の排出

抑制お よび使用の合理化を図るための設備についての資金、

←}NOx対 策促進のため、使用車種規制適合車取得促進、低公害車普及促進、軽油脱

硫設備についての資金、

岡 リサイクル対策等のため、再資源化設備、廃棄物処理設備、特定産業廃棄物処理

施設、水資源有効利用設備、建設残土対策促進についての費用、その他。

② 環境事業団は、次のような融資事業 を行っている。

(イ)産 業公害防止施設融資、

(ロ)産 業廃棄物処理施設融資、

内 市街地土壌汚染防止等事業融資、

←)合 併処理浄化槽設置資金融資、等。

その他、 国民金融公庫や 中小企 業金 融公庫 において も環境対策貸付等が行 われてい る。

これに対 して、民 間金融機関にあ っては、三和銀行 が、脱 フロンロー ンと して、特定物

質(特 定 フロン ・トリクロロエ タン等)の 回収再利用 設備 、脱特定物質設備 等の導入のた

めの融 資 を行 っている(た だ し、その取扱期 間は1996年3月31日 まで)の が 目立つ程 度で

あ り、 しか もその利用度 は非常に低 い とされてい る。

こ ういった融 資制度 は、 た しかに 日常 的に頻繁 に利用 され るもの ではな いであ ろうが、

い ざ事業者 の方 で利用 したい と思 うときに存在 しない とな ると不都合 なものであ る。そ こ

で、全金融機関がつね にこ ういった融資制度 を用意 してお く必要 はないで あろうが、ひ と

まず、全融資額 の うち どの程度の割合 の ものが環境保全 関連事業 に向け られ るのが望 まし

いか とい うこ とを試算 した上、 その試算に基づ いて必要 と思われ る限度にお いて こうした

融資制度 を存置 してお くこ とが考 えられて よい。 その際、 その必要 と思われ る限度 とい う

のは、量的 に最低 限の もの を意味す るものであって、 その限度 では、つねに そうした融資

制度が用意 され ているべ きものであ る。 それゆえ、各金融機 関は、協議の上 、輪番制 な り

割当制 な りとい う方法 を適宜考案 して、 それぞれで分担すべ きもの とす る。 こうい った こ
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とは、金融機関の 自主性 に依存 していたのでは容易 に実現に導かれないであ ろうか ら・ こ

れ も公 的規制 とい う手法に従 うのが望 ま しい もの とな るのであ る・

(2)損 害填補(事 業 者の法的責任履行)に 対す る支援 としての融資

事業者が、仮 に、何 が しかの環境責任 を負 うこ ととなった場合 、 その責任 の 内容 が、損

害賠償 であれ、施設等の改善 ・改 良であれ、 あるいは汚染物の除去等であれ、 いずれに し

て もかな り巨額 の費用 を要す るこ とにな るもの と思 われ るが、その費用 を当該事業者 が単

独 で賄 うとい うこ とは これ もか な りの困難 を伴 うものであろ うし、困難であ るに もかかわ

らず これ を事 業者が 自ら準備 しなければ な らない とい うこ とに してお くと、 その分被害 の

回復 も遅れ る とい うこ とにな らざるを得 ない。 そこで、 こう した場合 に、金 融機 関が支援

に乗 出すべ きこ とが考 え られ る。 これは、一般 に、責任問題が発 生 した後、 す なわち事後

的に考慮 され るこ とにな る場合 が多いであろ うが、 い ざとい うときに備 えて、事 前にこ う

したシステムが構築 されていれば、 なお望 ま しい もの といえよう。

ところで、 こうした システム を1つ の制度 として確立 してお くとい うことは、我が国で

はそれほ どな じみのあ るものではないか もしれ ないが、 ここで ドイツにおけ る法状況 を1

っ の参考 とす るこ とがで きるか もしれない。

す なわ ち、 ドイツの環境責任法(1990年12月 成立、1991年1月1日 施行)の 次の ような

内容 である。

同法19条 は、損害填補 のため の配慮 として、以下 のよ うに定めてい る。

まず、 その第1項 では、付表 第2に 掲げ る施設 の保有者は、その施 設か ら発 生 した環境

への影響の結果、人が死亡 し、 その身体 もしくは健康 が害 され、 または物 が殿損 され るこ

とに よ り生ず る損害 を賠償す る法律上の義務 を果 たす こ とがで きるよう配慮 しなければな

らない とし、 さらに、 もはや操業 していない施設か ら特別 の危険が発 生す るおそれのあ る

ときは、管轄官庁 は、操業停止 の時点 でその施設の保有者であった者 に対 して、引続 き最

長10年 の期 間、相 当の損害填補 のための配慮 をなす よ う命ず ることがで きる、 とされてい

る。

そ して、その損害填補 のため の配慮 は、次の うちのいずれかに よって果 たす ことが で き

る とす る(同 条2項)。

① 本法の適用領域 において取引権 限の認め られ る保 険会社 の責任保 険、

② 免責 を与 え、 または履行 を確保 す るこ とを連邦 または州 に対 して義務づ け るこ と、
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③ 本法の適用領域において取引権限のある金融機関に対 して免責を与え、 または履行

を確保す ることを義務づけることであって、その義務が責任保険に相当しうる担保 を提

供することが保証されている場合。

このようにしておいた上で、付表第2に 掲げる施設の保有者が損害填補のための配慮義

務を遵守せず、かつ、管轄官庁によって指定 された相当期間内に損害填補のための配慮 を

なしたことを証明しない場合は、管轄官庁は、その操業 を全面的または部分的に禁止する

ことができるとしている(同 条4項)。

これは、規定の内容からも明らかなように、事業者(特 定の施設の保有者)に 対 して課

せられた義務であるが、こうした義務の履行 を促す反面において、金融機関に対 して もこ

れに協力すべ き義務 を措定 してい くのである。こうした役割を担っているのは、一般的に

は保険会社(責 任保険による)で あって、一般金融機関がこうしたところへ参入すること

は、実際上、考慮の外にあったものと思われるが、検討の余地はあろう。

ただ、このようにして保険会社や金融機関が損害填補のために協力する義務があるとい

うことを強調しすぎると、今度はそれらの業態が衰弱 していくという可能庄も出て くる。

そこで、そのような事態を回避するために再保険の制度 も同時に備 えていく,ことが考えら

れてよいであろう。最終的には、国による、何らかの手法による支援が必要 となろう。

IV.お わ りに

以上、 きわめて抽象的 にではあ るが、金融機 関に対す る公 的規制 の可能1生とその内容 ・

手法等につ いてみ て きた。単に規制 を行 えば事態 は好転す るとい うもので もないであろ う

し、 また、規制 を行 った方が望 ま しい結果が得 られ ると、一般論 としてい うことが で きる

場合 であって も、 それでは具体 的に どうした らよいか とい うこ とを考 えてい くと、 それほ

ど容易 に結論が導か れ るもので もない ように思われ る。

ただ、実際 に規制 を行 うとい うこ とになった場合 には、 その規制 の実効 性 を確 固た るも

のにす るため の方策が 同時に考慮 され るべ きではあろ う。 これ も一 言で述べ ることは容 易

でないが、 ひ とまず、事前調査 と事後調査 とい うことの制度化が考 え られて よいか もしれ

ない。た とえば、金融機 関か ら一定の融資が行 われ るとい う場合 を想定 してみ ると、事 前

に、 当該 融資が行 われた場合 には環境上 どの ような影響 を及ぼす こ とに なるのか とい うこ
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とを調査 、予測 し、 また、実際 に融資が なされ た ときには、同 じように、 その融資が行 わ

れたこ とに よって、や は り環境上 どのよ うな影響が生 じたのか とい うことを検 証す るとい

うものであ る。 もちろん、単純かつ容易 な作業 ではないが、今 日、一 つの制度 として発展

途上 にあ る環境 アセスメン トと環境監査 とが モデル として検討 されて よいであ ろう。
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1.背 景

チ ッソ(株)は 、 昭和48年 、水俣病の損害賠償 訴訟で敗 訴(熊 本地裁)し 確 定 したこ と

を契機 に、水俣病 の患者 団体 との間で、いわゆ る 「補償協 定」 を締結 した。 その内容 は、

公害健康 被害補償法(現 在 は、公害健康被 害の補償 等に関す る法律)に よ り水俣 病患者 で

あ ると認定(認 定業務 は熊本 県等が 国の機関委任事務 として実施)さ れた者 に対 して、症

状 の程度(3ラ ンク)に 応 じて、1800万 円～1600万 円の一 時金(慰 謝料)の ほか、 医療費、

終 身特別調整手当(年 金)、 介護 費等 をチ ッソが支払 うとい うもの である。

認定 患者の数 が増加 し、 その補償金 の額が増嵩す る中で、 チ ッソは、資産売却等 に よ り

なん とか凌 いでい くが、徐々 に厳 しい経営状況 に追 い込 まれ るこ ととなる。

II.民 間 サ イ ドの金 融支 援

増大 してい く補償金 の支 払い をチ ッソが継続 していけ るようにす るため、関係金融機 関

は、昭和48年 度か ら、その時点 でのチ ッソに対 す る債権約408億 円の元本償 還の繰延 、金利

の減免、棚上げ措置 を講ず るこ ととなった。この措置は、行 政サ イ ドか らの要請 も勘 案 し、

関係金融機関 としての社会 的な責任 を踏 まえた もので ある と考 え られ る。

そのよ うな関係金融機 関の金融上 の特別措置 によ り、昭和51年 頃 までは、 なん とか独 力

で補償金の支払 いを継続 で きたが、昭和52年 の下期 に至 って、独力 では補償金が支払 えな

い状 態 となった。 しか し、関係金融機 関 として も、上記 の ような金融上の特別措 置 を講 じ

てい る企業 に対 して新 たな融資 はで きず、 関係金融機 関だけの力 でこれ以上 チ ッソを支 え

ることは困難 であ るとして、 メインバ ンクを中心 に して、公 的なチ ッソ支援 の必要性 が議

論 され るに至 った。
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III.県 債方式による公的な金融支援

(1)熊 本県 としても、チ ッソの経 営上 の危機 が高 まるにつれ、チ ッソに万一 のこ とが

あれば、典型的 な企業城下町であ る水俣 市及 び周辺 地域 は甚大 な影響 を受け る として、国

がチ ッソ支援 に乗 り出す よう、活発 な陳情活動 を開始 した。

国 としては、一私企業に国が直接支援 をす るとい うこ とは考 えられず、汚染原 因者負担

の原則(PPP)に 照 らして も問題が あ るとの立場 であ った。

しか しなが ら、万一チ ッソが倒産 すれば、補償 金の支払 いが不可能 となるのみ な らず水

俣地域 の経済及 び社会 に大 きな混乱 をきたす として、その ような事態 は回避す る必要が あ

るとの認識か ら、政府部 内でも何 らかの形でチ ッソ支援 がで きないか につ いて検討 が行 わ

れた。検討 の中では、 チ ッソ問題 は、 患者補償 の問題 であ ると同時 に、地域問題 で もある

との考 え方か ら、 国 と地元の熊本 県 とが相協 力す る形での、 いわゆる県債方式が浮上 して

くるこ ととなった。

しか し、県債方式 は、熊本県が県債 の発行 とい う形で貸付 原資 を借 り入れ、 それをチ ッ

ソに貸 し付 ける ものであるこ とか ら、 万一 チ ッソが倒産 し貸付金の 回収が 困難 となった場

合、県の債務 が残 る とい う心配か ら、当初県側 は県債方式 には反対 論が強か った。そこで、

チ ッソに万一の こ とがあった場合 には、県財政 に対 して国が所要の措置 を講 じ、県財政 に

しわ寄せが い くよ うなこ とにならない ようにす るこ とを、政府が約束す る とい うこ とによ

り県側 の理解 を得 るこ ととなった。即 ち、昭和53年6月20日 の閣議 で、「熊本県 がチ ッソ株

式会社 に対す る金融支援 を行 うために発行 した地 方債 の償還財源の確保が 困難 となった場

合 においては、 国において所 要の措置 を講ず るもの とし、 その具体策 は関係大 臣が協議の

うえ決定す るもの とす る。」との閣議 了解 を行 った ところであ る。 これ は、 国が債務保証 を

したわけではないが、政策的配慮 か ら、一定 の場合 には政 府が態本県 に対 して所要 の財政

的な措置 を講ず る ことを確 認 した ものであ る。

原因者負担 の原則(PPP)と の関係 については、県債方 式によるチ ッソ支援 は、 チ ッソ

に財政的 な助成 を行 うもの ではな く、通常の金利 に よる融資 を行 うものであ り、補償金の

支払 いはあ くまでチ ッソの負担において行 い、 国等がその肩代 わ りをす る ものではないか

ら、PPPに 反す るものではない との考 え方 に立 っている。

そ して、この支援 措置の 目的につ いて は、上記 閣議了解 の中で、「チ ッソの経営基盤 の維
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持 ・強化 を通 じて、患者に対す る補償金支払に支障が生 じないよう配慮す るとともに、併

せて地域経済 ・社会の安定に資する」こととされている。

(2)県 債方式によるチッソへの融資額については、「県債の発行限度額」は、「チッソ

が支払うべ き毎年度の補償金支払総額又は資金不足額のいずれか少ない額」 とされた。

その資金不足額の定義は、

「補償金支払総額一(金利棚上額+経 常利益 一公的融資元利支払額)」 であるが、

()内 がマイナスの場合は零 とし、また、経常利益がマイナスの場合は零 とするとされ

ている。

なお、ここでいう金利棚上額 とは上述の関係金融機関が昭和48年 以降実施 している金利

棚上の額を、公的融資元利支払額 とはこの県債方式による融資の元利返済額を指す。

このように、チ ッソへの融資額は、補償金支払額を上限として、経常利益が多 く出れば

融資額が減額されるという仕組みになっている。

県債の引受先については、上記閣議了解で、概ね6割 を資金運用部が引受け、残 りの部

分は関係金融機関の引受けを要請することとされた。

なお、県債発行(融 資)は 年2回 とされ、発行額については、その都度関係省庁(環 境

庁、大蔵省、 自治省、通商産業省、内閣官房)及 び熊本県で構成される 「チッソ株式会社

に対す る金融支援に関する協議会」において事前に協議されることとされた。県債の発行

条件は、30年償還(う ち5年 間元本据置)、 金利はその時点の財投金利(固 定金利)と され、

県からチッソへの融資も同一条件で行 うこととされた。

(3)こ の県債方式は、3年 毎に見直しをするとされているが、昭和56年 の見直 しにお

いては、この方式に代わ り得 る適当な方法が見い出せ ないことか ら、基本的なスキームは

継続することとし、上記の資金不足額の定義の中の 「経常利益」の部分が 「経常利益/2」

に修正され、県債発行額(融 資額)の 上限額を緩和する方向での見直しが行われた。同時

に、 日本開発銀行が民間関係金融機関との協調融資方式によりチッソ子会社への設備投資

融資を行うことを要請することが決まった。

2回 目の見直 しに当たる昭和59年 においては、県債の資金運用部の引受け割合を、6割

か ら7割 に変更 した上で、基本スキームは継続することが決まった。この変更は、上述の

開銀協調融資により関係金融機関のチッソ子会社に対する融資が徐々に増大 してきたこと

に伴 う、資金運用部 と関係金融機関 との資金供給額のバランスをとるためのものであると
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されている。 この県債 の資金運用部 の引受割合 は・3回 目の見直 しに当 たる昭和62年 にお

いては、更 に8割 に引 き上げ ることとされた。

IV.第 二の経営危機への当面 の対応

チッソの経営は、県債方式による融資が本格的に始まった昭和54年 度以降、わずかでは

あるが経常損益は黒字に転 じ、開銀協調融資が本格化 した58年度頃から徐々に黒字幅が拡

大していった。そして、昭和60年 代に入ってか らは著 しい増大を示 し・昭和63年 度は約88

億円の経常利益を上げるに至った。平成の時代に入っても若干減少 した とは言え・50億 円

台から70億円を維持 していたが、平成4年 度に入 り、景気変動等による需要先の家電製品

や自動車の売行 き不振の影響等を受け、チッソも経常利益が15億円に大幅に落ち込んだ。

平成4年 度の県債方式による融資の返済額は元利合計約43億 円に上ってお り、また、熊本

県が事業主体 となって実施 した水俣湾の公害防止事業(し ゅんせつ ・埋立工事)の 公害防

止事業費事業者負担法に基づ く原因企業負担金の支払も年間約23億 円に上っていたことか

ら、大幅な資金不足をきたすことになった。チ ッソはそれを取引先 とのや り繰 りでなんと

か凌いだ ものの、平成5年 度 も経常利益はほぼ横這の状態が続いたため、危機的な状況と

なった。このままでは倒産の可能性 もあり、そのような事態になれば、水俣病患者への補

償金の支払ができな くなり、また地域の経済・社会に大 きな混乱を引き起 こすこと等から、

国と熊本県においてこの危機を乗 り切 るための支援策について鋭意検討が行 われた。

その結果、臨時特別の措置として、昭和53年 以降の補償金支払総額約680億 円と昭和53年

度から始 まった県債方式による公的融資総額約574億 円との差額相当額106億 円を県債方式

により融資することとなった。これは、チ ッソへの融資額は補償金支払額 を上限とす ると

いう従来からの考 え方は堅持 しなが ら、それを単年度で考 えるのではな く長期的に見 るこ

ととしたものであるということが言える。 しか し、この措置は、当面のチッソの経営 を維

持させ るものに過 ぎないものであり、政府 としては、中長期的な観点からチッソの経営基

盤の維持 ・強化を図るための支援策が必要であるとの認識に立ち、当該支援策について速

やかに成案が得 られるよう関係省庁において検討 を進めていくこととされた。(平成5年8

月31日水俣病に関す る関係閣僚会議 申合せ)

なお、熊本県側において、県債発行額が益々増嵩 してい く中で、チッソに万一のことが
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あった場合の県財政への影響への懸念が再燃 してきていることを踏まえ、上記8月31日 の

関係閣僚会議においては、万一不側の事態が発生 しチ ッソか らの地方債の元利償還財源の

確保が困難となった場合には、国において万全の措置を講ずることについて、従来の方針

を再確認する趣 旨で申合せ を行い、その内容については、改めて9月3日 付けで閣議決定

の手続きがとられた。

V.中 長期的な観点か らの支援策

中長期的な観点か らの支援策の検討を進めるに当たっては、県債方式による公的融資の

残高が六百数十億円に上 り、その平均金利が6.2%と 高率であり、その金利負担がチッソの

経営を圧迫 しているとの認識か ら、原因者負担の原則 を堅持 しつつ、いかにして金利負担

の軽減 を図るかが大 きな課題 となった。

金利負担を軽減する,ための方法 としては、利子補給等が考えられたが、これは公的な助

成に当たり、PPPに 反する恐れが強いことか ら採 り得 ない。つ まり財政措置によりチッソ

の利子払いを肩代 わりするような措置は、PPPと の関係で問題があることから、金融の枠

の中での方策を考 えざるを得 ない。そのような中で、チッソの債務を繰上償還 して、改め

て現行の財投金利で融資を行 う案が浮上 してきた。あくまでも金融の枠の中の措置であ り、

金利も現行の財投金利であれば、PPPと の関係でも問題はないとの判断か らのものであ

る。

具体的には、その時点の財投金利(4.5%)を 超える債務に関 し、チッソはその元本相当

額(約626億 円)を 関係金融機関から借 り入れ、それを県に繰上返済し、県は資金運用部等

に繰上償還を行 う。そして、県は、繰上償還額に見合 う県債 を新たに発行 し、チッソに貸

し付けるというものである。この案が、平成6年9月9日 の関係閣僚会議及び同9月13日

の閣議了解により決定 された。 なお、新たな県債の発行条件は、繰上償還 した債務 の平均

残存期間である23年の償還(う ち3年 元本据置)、 金利は発行時点の財投金利(4.5%)と

された。

このような措置により、中長期間には金利負担の軽減が図られるほか、元本の据置期間

の設定により短期的な資金繰 りにも資す るものである。 しか し、このような措置だけでは

経営基盤の強化策 としては必ずしも十分ではないことか ら、熊本県が設立する 「水俣 ・芦
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北地域振興基金」 を通 じてチッソの設備投資資金を融資することとし・当該原資は県が起

債により調達すること(8割 を資金運用部・残 りを関係金融機関が引受け)と された・当

該基金の基本財産の造成については・国は・所要の財政措置を講ずるとともに・地方財政

措置を講ずることも、上記閣議了解で決定された・そして・基金の運用益により・水俣病

の発生により経済的 ・社会的な発展が阻害されている地域の振興 ・再生に係 る事業が実施

されることとなった。
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1.は じ め に

近時、企業の環境責任 ということがいわれているが、金融機関の商品の中にも、何 らか

の形で環境問題に貢献 しようとする商品が現れている。本稿では、そのような金融商品の

現状 を明らかにしたうえで、環境問題に対する金融機関の役割について検討することとす

る。

なお、本稿では、で きるだけ多くの商品を紹介するために、「金融機関」の意義 を、普通

銀行、信託銀行等の預金取扱機関に限定せず、保険会社、ノンバ ンク等の非預金取扱機関

及び証券会社等も含めた広い概念で捉えることとする。

以下においては、金融商品を、 どのような形で環境問題に貢献 しているのかという商品

の態様に従い、寄付型商品、融資型商品、その他の商品に分類 して、各金融商品を紹介 し、

その実態、問題点等について考察を行 う。

II.寄 付 型 商 品

環境関連の金融商品で もっとも多くみられるのが、金融商品を通 して、預金者等が環境

保護団体等に寄付 を行 うというものである。金融機関の扱 う商品によって、寄付の仕組み

が異なるので、以下、信託銀行の扱う商品、銀行等の扱 う商品、信販会社の扱う商品、そ

の他の金融機関の扱う商品に分けて紹介す る。
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1.信 託 銀行の扱 う商品

行名

安田信託

三井信託

三菱信託

中央信託

住友信託

商品名

かん きょう信託 「さわ

やか」

社会貢献信託 「ヒュー

マン」

「ちきゅう信託」

「バ ー ド信 託 」

自然保護信託 「シンフ

ォニー」

マ イ タ ウ ン トラス ト

コ ミ ュ ニ テ ィ ー ト ラ ス

ト

仕組み

10万 円以上1円 単位。

信託期間2年 または5年 。

10万 円以上1円 単位。

信託期間2年 または5年 。

5千 円以上1円 単位。

信託期間5年 。

10万 円以上1万 円単位。

信託期間5年 。

10万 円以上1円 単位。

信託期 間5年 。

5千 円以上千円単位。

信託期間1～7年 。

10万 円以上1円 単位。

信託期間5年 。*収 益合計額 と

同額を同行 も寄付。

収益受益者

肋地球環境財団

働地球環境財団

肋地球環境財団

肋日本野鳥の会

肋日本自然保護協会

公益法人(地 域毎に異

なる)

公益法人(全 国各地の

17団体)

[仕組み]

委 託 者

(元本受益者)

①金銭信託契約

④信託元本の返還

(信託終了時)

受 託 者

(信託銀行)

②信託収益
収 益 受 益 者

(環境保護団体等)

信託銀行の扱 う商品においては、まず、環境保護団体等に寄付をしようとする者(委 託

者)が 、信託銀行(受 託者)と の間で、金銭信託契約 を締結する。そして、3月 と9月 の

決算時に、計算された収益 を、あらか じめ指定 された収益受益者が受け取 る。委託者が預

け入れた元本は、満期時(信 託終了時)に 返還 される。 これらの商品は、収益受益者が委

託者 と異なる他益信託である。収益受益者が公益法人ではあるが、信託法66条 にいう公益

信託ではなく私益信託である。

収益受益者 として指定されている者は、 自然環境の保護活動や町づ くり活動を行ってい

る公益法人である。場合によっては、収益受益者の受け取った収益金が、 さらに環境保護
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活動を行 う団体へ と配分され ることになる。

例えば、安 田信託、三井信託、三菱信託の3行 の商品の収益受益者に指定 されている「(財)

地球環境財団」は、事業活動 として、 自ら、①地球の生態系保持及び自然保護等環境保全

のための普及啓蒙活動、②地球的規模の環境問題に関する研究 ・調査、③地球環境問題に

対する国民の意識調査 を行 うほか、④ 自然環境の保全に関する活動を行っている団体、研

究機関、研究者に対す る支援 と助成 を行っている。平成5年 度においては、調査研究助成

金 として786万4885円 を、普及啓蒙助成金 として195万3646円 を支出している。

これらの商品と同じように、環境保護団体等へ寄付 を行 う商品 としては、次に紹介する

ように、定期預金等の利息の一部 を寄付にあてるものがある。定期預金等の利息の一部を

寄付する商品の場合には、利息が預金者に帰属 した時点で、利息に対して税金が課される。

したがって、環境保護団体等への寄付 も、税引き後受取利息の一定割合 を寄付するという

ことになる。 これに対 して、環境保護団体等を収益受益者としてあらかじめ指定して、信

託収益を配当す るという形をとる本商品の場合には、収益受益者が公益法人であるために、

収益に対 して課税されない(法人税法7条)。 したがって信託の場合には、収益に対 して課

税されないので、定期預金等の場合には税金としで差 し引かれる分 までもが、環境保護活

動に生かされているということができよう。

〔実績〕

これらの商品によって、実際にどの程度の寄付がなされているのかについて、(財)地 球

環境財団の例 を紹介す る。

〈地球環境財団に寄付 された金額〉(地 球環境財団第6期 及び第7期 事業報告書 より)

かんきょう信託

社会貢献信託

ちきゅう信託

合計

(寄付金合計)

平 成4年 度

(H3ユ0.1.～H4.9.30.)

5,478,953円

1,659,083円

16,227,816円

23,365,852円

(39,642,189円)

平 成5年 度

(H4.10.1.～H5.9.30.)

5,552,597円

2,502,646円

13,102,602円

21,157,845円

(29,198,779円)

平成4年 度か ら5年 度におけて、各商品を通 じてなされた寄付金額の合計は減少 してい
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るとはいうものの、地球環境財団に対 してなされた寄付金全体に対 して占め る割合は少な

くはな く、それな りの貢献 が認め られ る というこ とが で きよ う。

2.銀 行 ・信用金庫 の扱 う商品

行名

第一勧業

銀行

池田銀行

滋賀銀行

千葉銀行

東京都民

銀行

王子信用

金庫

神奈川労

働金庫

商品名

ハ ー トの 自然 保 護

口座(91年7月 ～

91年12月)

ハ ー トの 自然 環 境

保 護 口座(92年6

月 ～)

愛の環境定期

しがぎん愛のみず

うみ口座(92年5

月～92年9月)

ち ば ぎ ん み ど りの

口座(92年10月1

日 ～94年8月16

日)

とみんの自然保護

口座

ラ ブ ・アー ス 口座

(92年4月 ～93年

3月)

ろ う きん み ど りの

預 金(91年10月

～)

仕組み

定期預金。初回満期時に、税引き後受

取 り利息の20%が 、1万 円を限度に寄

付される。*同 行 も寄付金額 と同額 を

寄付す る。

①定期預金。初 回満期 日に、税引き後

受取利息の20%が 、1万 円を限度に寄

付 される。

②指定 日に、指定金額 を定期的に口座

から自動引き落 としで寄付(振 込手数

料 は無料)。

*同 行 も、1口 座 につ き100円 を寄付

する。

定期預金。1年 。1口5万 円。初回満

期 時にのみ、1口 につ き100円 が、1

万円を限度に寄付 され る。*同 行 も寄

付金額 と同額 を寄付す る。

定期預金。税 引き後受取利息の3%が

1万 円を限度に寄付 される。*同 行 も

寄付金額 と同額 を寄付す る。

普通預金 ・貯蓄預金。税引き後受取 り

利息の20%が 寄付 され る。*同 行 も寄

付金額 と同額 を寄付す る。

普通預金 ・当座預金。預金者の指定 し

た金額 を、年1回 引き落 として寄付す

る。送金手数料は、銀行が負担する。

普通預金 ・定期預金。税引き後受取利

息の20%が 寄付 され る。(定 期預金の

場合 には、初 回満期時のみ)*同 行 も

寄付金額 と同額 を寄付す る。

定期預金。1口1万 円。税引き後受取

利息の20%が 寄付される。

寄付先

肋世界自然保護基金

日本委員会

踊世界自然保護基金

日本委員会

働大阪みどりの トラ

ス ト協会

肋国際湖沼環境委員

会

㈹千葉県緑化推進委

員会委員会

醐 日本 自然保護協会

㊥世界自然保護基金

日本委員会

勧み どりのまち ・か

ながわ トラス トみど

り基金
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〔仕組み〕

銀行 、信用金庫等 の扱 う商 品は、大 きく2つ に分 け ることがで きる。一 つは、定期預 金

の初 回満期 時に、税 引 き後受取利 息の一部 を環境保護 団体 等に寄付 す るものであ り、 もう

一つ は
、預金者が、寄付金額 を指定 してお くと、一定 の期 日に、 自動 的に環境保護団体 等

へ寄付が なされ るとい うものである。定期預 金型の場合 には、同商品に よる寄付金額 と同

額の寄付 を銀行 も行 う 「マ ッチ ングギフ ト」 を実施 してい る ところが多い。 これ らの商品

の場合には、寄付 を行 うのは預金者個人 であって、銀行 自身が寄付 の主体 となる ものでは

ない(後 で紹介す る郵便局 の 「ボランティア貯金」 の場合 には、金銭 が、一度、貯 金者か

ら郵政大 臣に帰属 し、郵政大 臣の名義 で寄付 がな され る)。

当初 、 これ らの商 品は、取扱 い期 間を限定 してい るものが多か ったが、好評 である とい

うこ とか ら、取扱 い期 間の終 了後 も引 き続 き扱 ってい る金 融機 関 もあ る(東 京都 民銀行 、

神 奈川労働金庫)。 また、第一勧業銀行の場合には、 「ハー トの 自然保護 口座」が好評であ

ったこ とか ら、同商 品の取扱 い期 間終 了後に、新 たに 「ハー トの 自然環境保護 口座 」 とい

う商 品の取扱い を開始 した。 この新商 品では、同 口座専用 の通帳 とカー ドを用意 した とい

うこ とであ る。 また、第一勧業銀行の場合には、 これ らの商 品 とは別 に、(財)世 界 自然保

護 基金 日本委員会 に寄付す るため の専用の振込み用紙 を用意 してい る。 この専用の振込 み

用 紙 を利用 した場合 には、事 務手続 き上 は振込み とい う扱 いではな く、 同行 に開設 されて

い る(財)世 界 自然保護基金 日本委員会の 口座 に入金す るとい う形 をとるので、振込み手数

料 がかか らない。

〔実績〕

91年12月 末 日で取扱 いを終了 した第一勧業 銀行 の「ハー トの 自然保護 口座 を例 に とると、

同商品の取扱 い件数は2772件(約23億 円)で 、同商 品に よる寄付金額が500万 円 とな った。

したが って、同商 品に よる寄付 金額 と同額 の寄付 を銀行が行 うマ ッチングギフ トが500万 円

であ った。 また、 これ に加 えて、別途2000万 円の寄付 を同行 が行 った とい うこ とであ る。
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3.信 販会社 の扱 う商品

会社名

オ リエ ン ト コ

ー ポ レ ー シ ョ

ン

JCB

住 友 ク レ ジ ッ

トサ ー ビス

ダ イ エー ブ ア

イナ ン ス

日本信販

三 信 ク レ ジ ッ

トカー ド

DCカ ー ド

ミ リオ ン カー

ド

第一勧銀カー

ド

商品名

日本動物愛護協会カ

ー ド

日本野鳥の会カー ド

フ ォ レ ス ター ズ カー

ド

Alpine-FloraCard

JAWSVISAカ ー

ド

OMCエ コ ロ ジ ー カ

ー ド

グ リー ナ リー カ ー ド

EarthanCard

三 井T・Bア ー ス カ

ー ド

GREENISHDCカ

ー ド

GEFカ ー ド

WWFハ ー トカー ド

仕組み

カー ド利 用 額 の0.3%を 寄 付 。

カー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

カ ー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

カー ド利用額の一部を寄付。

カー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

カー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

20種 類 の テ ー マ の 中 か ら、 カー

ド会 員 が 選 択 。

カー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

カー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

加盟 店か ら受け取 る手数料 の

0.3%を 寄付。

カ ー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

カー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

ま た 、 年1回 、 会 員 か ら500円

の 寄 付 を受 け る。

カ ー ド利 用 額 の0.5%を 寄 付 。

寄付先

働日本動物愛護協会

働 日本野鳥の会

働 キープ協会

働日本高山植物保護

協会

㈲ 日本動物福祉協会

働緑の地球防衛基金

→環境保護団体

㈹国土緑化推進機構

→緑と森の森林基金

肋地球環境財団

公益信託 地球環境

日本基金

ダイナ ミックインタ

ーナショナル㈱ を通

じてアフ リカの動物

保護活動のために使

われ る。

肋地球 ・人間環境フ

オーフム

働世界自然保護基金

日本委員会

〔仕組 み〕

これ らの商 品は、 クレジ ッ トカー ドの会員 が、 カー ドを利用 して買 い物 をす る と、 カー

ド利用額の一部 もしくは信販会社 が加盟店か ら受 け取 る手数料の一部が、環境保護 団体 等
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に寄付 され るとい うものである。 クレジ ッ トカー ドの会員 が、通常 のカー ドを利用す る場

合 と同様 に、 これ らのカー ドを利用 して買 い物 をす るだけで、環境保護 団体等へ寄付 が さ

れ る というものであ る。 カー ド会員 に、寄付のための特別 な負担がかか るとい うこ とは な

い。 この商品の場合、寄付 は、 カー ド会員個人の名義 でな され るのではな く、信販会社 の

名義 でなされ ることにな る。

カー ド会員

①カー ド利用契約

②売買

④入金

信販会社
⑤寄付

環境保護団体等

契約

3立 替払い

加盟店

〔実績〕

第一勧銀 カー ドの 「WWFハ ー トカー ド」の場合 、平成6年12月 現在 で、会員数が2万

2721名 で、寄付 金額 が、平成4年 度 には、1051万6000円(同 カー ドの取扱い開始 は、平成

4年5月 である)、 平 成5年 度 には、1685万7000円 となってい る。 なお、同カー ドの場合、

年1回 、寄付金額 をカー ド会員 に報告 してい る。

4.そ の他の金融機 関の商品

金融機関名

郵便局

住友海上火

災

ナショナル

証券

商品名

国 際 ボ ラ ン テ ィ ア 貯 金

(91年1月 ～)

積立傷害保 険 「守ろう

!地 球」「同 スーパ

ー リッチタイプ」

エ フ ・ア ン ド ・シー 環

境 フ ァ ン ド

仕組み

通常郵便貯金の税引き後受取利

息の20%を 寄付。

保 険期間3年 。満期返戻金の一

部(例 えば1%)を 寄付。*同

社 も寄付金額 と同額 を寄付。

外 国投信。募集時に受 け取 る手

数料の一部 を寄付。

寄付先

NGO

肋世界自然保護基金

日本委員会

側)世界自然保護基金

日本委員会

郵便 局の 「国際 ボ ランテ ィア貯金 」は、通常郵 便貯金 の税 引 き後受 取 り利 息の20%を

NGOに 寄付す るとい うもの であるが、手続 き的には、右金額 が、一旦、郵政大 臣に帰属 し、

郵政大 臣か らNGOに 寄付 され るとい うものである。銀行 等の寄付商 品の場合 には、銀行 は
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振込手続 きを行 うだけで、寄付の主体 は預金者個 人であ ったのに対 し、「国際ボ ランテ ィア

貯金」の場合 には、寄付 の主体 は郵政大 臣 とい うこ とになる。

「国際 ボランテ ィア貯金 」は、NGOの 活動 を通 じて、開発途上国の人々の福祉 の向上 を

図ろ うとす るものであ り、環境保全 のみを 目的 とす る ものでは ない。 同貯金 に よる援助事

業 には、「女1生の 自立の ための援助事業」、「子 どもの ための援助事業」、「農 民の 自立 のため

の援助事業 」、「都 市の生活 困窮者居住地区の住民の 自立 のための援助事業」、 「難 民のため

の援助事業 」、「災害に よる被災者 のための援助事業」、「住民一般 を対象 とす る援助事業」

の7つ 項 目があ る。

寄付 金の額 、配分先、NGOの 活動 状況等 については、毎年度 「『国際ボランテ ィア貯金』

レポー ト」 に まとめ られてい る。 同レポー トに よれば、平成4年 度 には、25億9636万4000

円が254事 業 に、平成5年 度 には、21億8563万3000円 が240事 業 に配分 されてい る。

住友海上 火災保 険の 「守 ろ う!地 球」は、3年 満期 の積 立普 通傷害保 険であ り、91年3

月に発 売 された。94年12月 現在 で、満期 を迎 え たものが2007件 あ り、寄付総額 は818万5303

円 とな ってい る。 同商 品は現在 も発売 中ではあ るが、 申し込みはほ とん どない とい うこ と

である。

III.融 資 型 商 品

環境保全 に関連 した融資 には、次 の ものがみ られ た。

金融機関名

三和銀行

制度名

説 フ ロ ン ロー ン

(取 扱 期 間:1996年3月

31日 ま で)

(保)脱 フロンロー ン(東

京都制度融資、東京都信

用保証協会の保証付)

(取扱期 間:東 京都制度

融資の環境関連技術開発

等資金の取扱期間中)

融資対象

個人 ・法人

中小企業

使途

特定物質(特 定フロン ・トリクロロ

エタン等)の 回収再利用設備、脱特

定物質設備等の導入。

環境関連 の技術開発 ・企業化 ・技術

の導入。資源 リサイクルを図るため

の技術開発 ・企業化 ・技術の導入。
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日本開発銀

行

環境事業団

公

害

対

策

廃
棄
物
対
策

ばい煙防止 ・汚水処

理等

無公害工程転換

オゾン層保護対策設

備導入促進

窒素酸化物対策推進

リサイクル対策等

環境調和型プロセス
・素材等普及促進

環境技術開発

環
境
整
備

工場等環境整備

エネルギー ・環境調

和型地域整備

産業公害防止施設融資

産業廃棄物処理施設融資

市街地土壌汚染 ・地下水

汚染防止等事業融資

株式会社 ・組

合 ・財団法人

等の組織形態

中小企業 ・大

企業 ・地方公

共団体

中小企業 ・大

企業 ・地方公

共団体 ・第3

セクター他

中小企業 ・大

企業

大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等

の公害を防止す るための施設。

法令、条例の規制基準や公害防止協

定等を遵守するために既存の生産設

備の使用原燃料あるいは生産工程の

転換を図る設備。

特定フロン等オゾン層破壊物質の排

出抑制及び使用の合理化 を図るため

の設備。

使用車種規制適合車取得促進、低公

害車普及促進、軽油脱硫設備。

再資源化設備、廃棄物処理設備、特

定産業廃棄物処理施設、水資源有効

利用設備、建設残土対策促進。

再生が可能 な材質により形成された

製品 ・部 品の製 造 を行 うため の設

備、生分解性プラスチ ックの製造設

備。

研究施設整備、企業化開発、新技術

企業化

工場環境整備、ニューファク トリー

化促進、快適職場形成、建設機械施

工環境整備促進。

環境調和 型 エネル ギー コ ミュニ テ

ィ、環境共生都市総合整備、未利用

エネルギー活用システム、地域冷暖

房

ばい煙処理施設、汚水処理施設∨粉

じん防止施設、特定物質処理施設、

騒音防止施設、振動防止施設、悪臭

防止施設、産業廃棄物処理施設、特

定物質産業公害防止施設。

再生利用 ・資源化処理施設、中間処

理施設、最終処分施設。

土壌 汚染 防止(履 土事 業、舗 装事

業、その他)。

地下水汚染 防止(遮 水事業、ばっ気

処理事業等)。
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環境事業団

環境衛生金

融公庫

国民金融公

庫

中小企業金

融公庫

北海道東北

開発公庫

中小企業事

業団

地域振興整

備公団

合併処理浄化槽設置資金

融資

特定フロン等特別貸付

環境対策貸付

環境 フロン貸付(取 扱期

間:94年12月13日 まで)

環境NOx貸 付(取 扱期

間194年12月13日 まで)

環境対策貸付

環境規制 対応特別 貸付

(NOx削 減対策融資 取

扱期間:1994年12月31日

まで)

地域産業振興貸付

地域省エネルギー ・環境

・福祉対策

設 備 リ・一ス事 業

高度化資金助成制度

産炭地域振興業務直接貸

付

第1セ クター

第3セ クター

民法34条 に基

づいて設立さ

れた法人

環境衛生関係

営業者

中小企業

中小企業

北海道 ・東北

地域の株式会

社

中小企業

合併処理浄化槽。

特定 フロン等 を溶剤 とす る ドライ ク

リーニング機 を他の溶剤 を使用す る

機械に買い換える等。

公害防止施設の設置、省エネルギー

施設の導入、公害防止のための工場

移転等。

特定フロンの回収再利用型設備及び

脱フロン型設備の導入。

現在保有する車両を、NOx排 出基準

に適合する車両に買い換 える等。

省エネルギー資金、公害防止資金、

公害移転等資金。

NO文 排出基準適合車の取得。

リゾー ト地域整備資金貸付

地域資源 リサイクル促進、特定産業

廃棄物処理施設、公害防止施設、人

に優しい建築物整備促進等

公害防止設備 リース事業、省資源 ・

省エネルギー設備 リース事業等。

・中小企業が組合等 を設立 して共 同

の力で経営体質の改善 を図る事業。

・地方公共団体 と中小企業者が一体

となって第3セ クター を設立 し、 中

小企業の経営基盤の強化 を支援す る

事業。

石炭産業に代わる産業の導入 ・育成

の受け皿となる事業用団地の造成 ・

譲渡並びに産炭地域の振興に寄与す

る事業への出資。
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地域振興整

備公団

工場移転融資 ・首都圏、近畿圏及び中部圏の過密

地域か らゆとりのある地域へ生産施

設を移転す る。

・移転後の跡地 を環境の改善に役立

つ ように利用する。

環境保 全のための融資事業 を行 ってい るのは、三和銀行 を除 き、全 て公 的機関 とな って

いる。

三和銀行 の 「脱 フ ロンロー ン」 は、93年12月 か ら取 扱いが 開始 され た。融資額 は、原則

7年 以 内であ り、 融資限度額 につ いては、工事 費の全額 を融 資す るこ とになってお り、上

限は設け られていない。他機関の 同様 の融資が、融資額 につ いて、工事費 の一定割合 とい

う融資比率 を設けているのに対 して、本 商品では、工事費 の全額 を融 資す る点が特徴 とな

って いる。利率 は、3年 以内の融 資の場合 には、短期 プ ライム レー ト+0 .3%、3年 を超 え

る場合 には、短期 プ ライムレー ト+0.5%で あ り、一般 の中小企業 向け長期 融資の利率 より

も低 利に抑 えられ ている。94年12月 現在 で、約100件 、30億 円程度の利用が あった とい うこ

とであ る。 同行 には、他 に、東京都 制度 融資 を利用 した 「(保)脱 フロンロー ン」があ るが、

この商品の利率 は、94年12月 現在 、年2.8%(内 、東京都信 用保 証 協会 の保証料0.9%)と

い フことである。

同行 の場合、本商品の融資にあたっての事前審査 は、通常 の融資の際の信用調査 と同 じ

であ る。 また、実 際に融資が脱 フ ロンのため の設備 投資に用 いられたか否か を確認す る事

後 的な審査 は行 っていない。 あ くまで も、顧客 との信頼 関係 に よってい るとい うこ とであ

る。

日本開発銀行 に よる融 資では、融資比率 は、各制度に よって異 な り、対象工事費の30～50

%と なって いるが、 融資額 の上限 は設け られ ていない。 同行 の融資においては、例 えば、

「オゾン層保 護対策 設備導入促 進」融資の場合 であれば、 どの ような設備が オゾン層保護対

策設備 に該 当す るのか を限定列挙 してお り、該 当す る設備へ の投 資に対 して融資 を行 って

いる。融資にあたっては、設備 内容 等の融資要件 に合致す るか否か の審査 を行 い、 また、

工事終 了後には、提 出書類通 りの設備 投資が行 われたか否か を現地 に赴 いて確 認 してい る。

日本 開発銀行 に よる融資が、主に大企業 を対象 とす るもの であるのに対 して、環境事業

団に よる融資は、主 に中小企業 を対 象 とす るものである。融資比率 は、各制度に よって異
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な り、対象工事 費の50～100%以 内 となってい るが、融資額 の上 限は設け られていない。融

資期間、利率 も・制度 に よって異 な り、融資期 間は5～20年 以内、利率 は、94年6月 現在

で、4.05～4.35%の 間 となってい る。

環境事業 団の融 資においては、工事の完成後に、写真 を添付 した完成報告書 を提 出させ

てお り、原則 として、現地 に赴 いて確認す るこ とに なってい る。 また、工事 の終 了か ら半

年後には、稼働状況報告書 を提 出させ てお り、状 況如何 に よっては、追加投 資につ いての

相談に応 じ、追加分 につ いての融資 も行 ってい る。

同事業 団の貸付事業統計 によれば、93年 度 において は、貸付件数が120件 であ り、貸付額

が370億 円 となっている。その うち、産業廃棄物処理施 設に対す る貸付が、74件 、280億7680

万円 ともっ とも多 く、以下、ば い煙処理施 設が、10件 、69億60万 円、汚水処 理施設が、16

件、13億6188万 円、悪臭防止施 設が、4億7200万 円、騒音 防止施設が、1件 、6720万 円、

特定物質処理施設が、3件 、5086万 円、粉 じん防止施 設が、2件 、4556万 円、合 併処理 浄

化槽が、13件 、2510万 円 となってい る。93年 度 には、 フ ロン産業公害防止施 設、振動防止

施 設、市街 地土壌 汚染 防止等事業 に対す る貸付 は行 われていない。

同事業団 による融資の最近 の傾 向 として、従来 は公害発生源 として認識 されていなかっ

た ようなホテル、旅館 、飲食店、 ク リー ニング店等、サー ビス業の排水処理施 設等へ の利

用が増加 してい る とい うことであ る。

中小企業事業 団では設備 リー ス事業 に対す る貸付 を行 ってい る。設備 リース事業 とは、

中小企業に よって設立 された組合が、個々 の組合員のニー ズに あった設備 を一括 して取得

し、組合員 に リー スす るとい うものである。設備 リー ス事業 には、公害 防止設備 り一 ス事

業、省資源 ・省 エネルギー設備 リー ス事業、安全衛 生設備 り一ス事業、労働 力不 足対応設

備 リース事業 があ り、貸付対象設備 には、公害防止設備 、公 害防止用測定 設備、公害処理

設備、資源有効利用 設備 等が あ る。

IV.そ の 他

次にあげ るものは、金融商 品で はないが、金融機 関 と環境 問題 との関 わ り方の一つ とし

て紹介 してお く。
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金融機関名

常陽銀行

びわこ銀行

福島銀行

武蔵野銀行

名称

公益信託 エコーいばら

き環境保全基金

肋びわぎん緑 と水の基金

公益信託 自然環境保全

基金

公益信託 むさ しの緑の

基金

内容

茨城県内における環境保全に関する事業に対する助

成等。信託財産1億 円。受託者三菱信託銀行。

琵琶湖の水環境及び緑化保全活動等を支援。

基本財産5億 円。

「美 しい福島の創造」の県民運動 を展開 している福

島県の自然保護運動 を支援。 自然保護の調査、研

究、実際の活動等に助成。

信託財産1億 円。受託者 安田信託銀行。

①埼玉県内の 自然環境保全及び創出に資す る事業へ

の助成金給付、②普及啓発事業への助成金給付、③

調査研究に対す る助成金給付、 を内容 とする。信託

財産1億 円。受託者 大和銀行。

V.お わ り に

以上 、環境問題へ の貢献 を試み る金融商品について、 その仕組 み、実態等 をできる限 り

明 らかに した。

融資については、調べのついた限 りでは、民間の金融機関 による ものが1件 で、他 は全

て公 的機 関 となっているが、 融資の対象が、積極的 な投資の期待 できる ものではな く、金

融商品 として成 り立 ちに くい ものなのでや む を得 ないであろ う。 ここで紹介 した融 資制度

と同様 の融資制度 は、地方 自治体 で も設 けている ところがあ るが、 島根 県の場合 には、特

定 フロン対策 を含む融資制度 を18億5000万 円で創設 したに もかか わらず、 同制度 の利用が

全 くなか ったため、18億 円 を減額補正す るにいたってい る。脱 フロン・エタ ンにつ いては、

どのよ うな設備 を設ければ説 フロン ・エ タンに効 果があ るのか とい う技術 的な問題 も、設

備投資 を妨 げ る要 因になって いるよ うである。 しか しなが ら、 フ ロン・エタンにつ いては、

モン トリオール議定書 によ り、95年 末 までに生産廃 止が決定 してお り、生産 自体 が減少 し

て きてい るため、 フロン ・エ タンを使 用す る側 として も、何 ちか の対策 を講 じる必要が迫

られてお り、比較 的積極的な投資がみ られ る傾 向にある とい うこ とである。

寄付 型の商品につ いては、期 間限定 で発 売 された ものが、期間終 了後 も継続 して取扱 わ

れてい るとい う例 もあ り、成功 した商 品の例 とい うこ とが で きよ う。環境保護 団体等 に個

人的に寄付 を行お うとす ると、手続 きを調べ た り、金融機 関に わざわ ざ赴いた りとい う手

間がかか り、 また、少額 では寄付 しづ らかった り、か えって手数料 の方がかか って しま う
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とい う事態 も生 じる・ その点・利息 の一部 を寄付 す るのであれば・手持 ち資金 から支出す

るわけではな く・ あ らため て寄付の ための手続 きが必要 とな るわけではないので・寄付 す

る側 として も、寄付 の しやす くなる制度 とい うこ とがで きる・

本稿 で検討 した金融商 品のほ とん どが、92年 の 「国連地球 開発会議」、所謂 「地球サ ミッ

ト」の前後に発売 された ものであ り、最近 では、環境関連の金融 商品 とい うこ とにつ いて、

あまり話題 にはな らな くなった ようである。一時のブーム に終 わ ることな く、新 たな商品

の開発が期待 され るところであ る。
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1.は じ め に

本稿 は、特定の 自然資源、 野生生物、文化財の保 全、管理 等につ いて、従来 のよ うな規

制手法 では な く、 その他 の有効 な方法 を明 らか に検討 しようと試み るものであ り、 その一

つの手法 として他益信託 をとりあげる。 よ り具体 的には、私 たちが委託者 とな り、 国、地

方公共 団体 、 その他 の団体 を受託者 として、特定 の自然資源 、野生生物 又は文化財 のため

に、 その保全、管理 等 を委託 す るこ とがで きるか とい う問題 を、主 として理論 的(又 はそ

の背景 にある基本的考 え方の)側 面か ら検討 したい。

ところで、 わが国では特定 の 自然 資源、野生生物又は文化財 を保護す るための法制度が

い くつか存在す る。 この うち、 自然環境 にかか る基本法 としては、 自然環境保全法や 自然

公 園法 な どが ある。また、野生生物につ いては、「鳥獣保護及狩 猟二関スル法律 」、「絶滅 の

おそれのある野生動植 物の種 の存在 に関す る法律」、「絶滅のおそれのあ る野生動植物の譲

渡 の規制等 に関す る法律 」な どが制定 され、文化財 につ いては、文化保護 法のほか、 「古都

におけ る歴 史的風土の保 存に関す る特別措置法」な どが制定 されてい る。かか る法制度 は、

行政庁 が一定 の地域について公法上 の規制 を行 うこ とを主 たる内容 としてい る。

この ように、従来の公害 ・環境 法は、規制 を中心 に組み立て られて きた。 しか し、今 日

の環境 問題 に的確 に対応す るためには、規制 だけでは不十分 であ ることが明 らかにされ て

お り(1)、的確 な規制 とともに、その他 の手法の必要性 が指摘 されてい る。この ような考 え

方 に基づ き、1993年11月 に成 立 した環境 基本法 は、規制手法だけ でな く、環境 アセスメン

ト、経 済的手法、環境教 育、環境情報 の提供 な どにつ いて規定 してい る。

さて、本 問題 は二つの視 点か ら検討 す ることがで きる。第1は 、実定 法上 の レベ ルで、

特定 の 自然 資源、野生生物又は文化財 が受益者(又 は受給者)と なるこ とがで きるか とい
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う問題 であ る(本 テーマの副題)。 わが国現行 法の法律論 としては、特定 の 自然資源、野生

生物又は文化財は、 それ 自体 と しては権利 能力 を持 ち得 ないので、 この問題 は伝統的解釈

論か らは消極 に解せ ざるを得 ない ようであ る。 しか し、 問題 を形式的 にではな く実質的に

とちえた場合 はどうであ ろうか。 イギ リスにおけ る信託法の発展過程 をみ ると、エ クイテ

ィ(衡 平法)に よって受益権が 強化 されて きたが、 この問題 は、受益権 強化の延長上 の問

題 として考 えることもで きる(受 益権 の性質論。受益権 は物権 か債権か、その他の権利か)。

なお、制度論 としては、特定の 自然 資源、野生生物又は文化財 に対 し権利 能力 を認めるべ

きか ど うかが検討対象 とな るが、 この問題 は法の基本体 系に関係 す る。

第2に 、実 際の公益信託等の活動 を見 る と、特 定の 自然資源 、野生生物 又は文化財の保

全、管理 に資す るものが 多数 あるが、 その こ とは何 を意味 してい るのであろ うか。現状 を

理解 し、 そこか ら何が導 き出され るのか を明 らかにす る必要が あ る。

以上 の ように、本稿 では、他益 信託 を規制 と対極 にあ る手法 として と りあげ、 その発 展

方策や可能 性 を新 たに見いだそ う とす るものであ る。 以下 では、今 日的意義 を有す るかか

る課題 につ いて、信託法 と環境 法の各領域 か ら従来 の主 たる議論 を要約 し問題の所在 を指

摘す る。 なお、特 定の 自然資源 、野生生物、文化財 のそれ ぞれの特徴 を考慮す るこ とも必

要 であるが、 さしあた り本稿 では三者 を一括 した。

II.権 利 の主 体 論

1.実 定法上の考 え方

わが民法上 、特定 の 自然資源、 野生生物、文化財 が権 利能 力 を有 しない こ とは明 らか で

あるが、 まず この点 を確認 しておこ う。

民法上 、権利能力 を有す る者、す なわち権利の主体 とな り得 る者 は、 人(自 然人 と法人)

であ る。 民法 は、権利能力の始期 と終期 について厳密 に規定 している。 自然人におけ る私

権 の享有 は出生 に始 まる(民 法1条 の3)。 この規定 は 自然人 は出生 と同時に平等 に権利能

力 を有す る と定めてお り、近代 民法の重要 な考 え方 を示 した ものである。 出生 とは、民法

では、胎児 の身体 の全部が母体 か ら出た状 態 をい う。胎 児(受 胎か ら出生 までの もの をい

う)は 未 だ権利の主体ではない。 しか し、不法行為 に基づ く損害賠償 請求(同721条)、 相

続(同886条1項)、 遺贈(同965条)の 三つ の場合 には、 民法上 「すでに生 まれ たもの」 と
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みな し、権利 の主体 として認め るこ とに よ り、胎 児 を特別 に保護 してい る。例 えば、胎 児

の間に相続が開始 して も、出生後 に相続財産 に対 して権利 を主張す ることがで きる。 ただ

し、これ ら三つ の場合 に、死産 であった ときは、胎児は さかのぼ って権利能 力 を喪失す る。

なお、外国人の場合 は、 日本人の場合 と違 って法令 または条約 に よ り権利能力 が制限 され

るこ とがあ る。次 に、権利能力の終期 は死亡で ある。つ ま り、死亡 によって権利の主体 と

しての地位 を失 う。死亡 によって相 続が開始 し(民 法882条)、 被相続 人の権利義務 の承 継

が問題 とな る。死亡 とは心臓停止、呼吸停 止及び瞳孔拡大 の三兆候が確認 され た ときをい

うとされて きた。 しか し最近、脳死 の段 階で死亡 と認め るべ きである とい う主張が有力に

主 張 されてい る。民法の解 釈において脳死 を死亡 と認め て よいか どうかは検 討課題 であ る。

他方、民法が認め る もう一つの権利 の主体 であ る法人 は、一定の 目的のために法律 が権

利 の主体 として認め た団体 であ る。

2.自 然物の後見人制度

「自然物の後 見人制度」の概念 は、環境倫理学の領 域か ら主張 されてい る。 そこでは、動

物、植物 、環境 等の 自然物が保 護の客 体 としての地位 か ら、 さらに進 んで権利の主体 とし

て も認め られ るか どうかが問 われてい る(2)。 この ような議論 は、実定法上の視 点か らはほ

とん ど無視 されて きた。確か に、「自然物の後見 人制度」と実定法 との接点はほ とん ど明 ら

かに されていない。

しか し、 「自然物の後見人制度」をめ ぐる議論 は、 第1に 、信託 法、環境 法上 の問題 の根

本 にある思想 を明 らかにす るもの として重要 な意義 を有 してい る。第2に 、 かか る思想 を

法技術的 に実現 し得 る仕組 としては、信託が考 え られ、徳義 的信託 、公益信託又 は公共信

託 をめ ぐる議論 が有益 であ る。

III.実 定信 託 法 か らの検 討

信託 とはA(委 託者)が 、C(受 益者)の 利益のために、B(受 託者)に 対して財産権

の移転その他の処分をして、Bに 一定の目的に従い財産の管理又は処分 をさせ ることをい

う(信託法1条)。AがCを 兼ねることができ、これを自益信託といい、AとCが 別人格の

場合を他益信託 という。私法の通則を定めた民法の権利能力論は、信託法にも妥当する。
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信託行為 は、 その基本 的仕組 として・ 人格 あ る委託者・受託者・受益者 の三者の存在 を前

提 としている。

しか し、信託 では、受益 者は信託 の設定 当事 者ではな く、 また、設定時 に存在す ること

を要求 していない・そ こで、 この ような信託 の仕組 を利用 して・本 問題 を柔軟 に考 えるこ

とがで きないだろ うか。

以下では、実定信託法の レベ ル にお いて、他益信託 、特 に徳義 的信託 と公益信託 におけ

る議論 を整理 す る(3)。

1.徳 義的信託 をめ ぐる議論

徳義的信託 とは特定 の動物の ため の信託、無生物(例 、記念碑 、墓 、時計)の ため の信

託、 ミサや供養 のため の信託 な どをい う。 そこでは、受益 者 とな るべ き生存す る所有者が

いないので、そ もそ も信託 として成立す るか どうかが問われてい る。

徳義的信託は、あ る人(受 益者)の ため とい うよ りも、 ある 目的の ため に設定 され るも

のであ り、 目的信託(purposetrust)と も呼ばれ るこ とが ある。 ここに徳義 とは、道徳上

の義務 をいい、 た とえ徳義 に反 して も直 ちに受託者 に法的義務違反 は生 じない。

徳義的信託 を信託 として認 め るこ とがで きるか どうか につ いては、議論が分かれ る。四

宮説は、「委 託者の意思 を尊重 して、で きるだけその行為 を有効 と解釈す るこ とに努め るべ

きもの とは思 うが、結局は、 公益 信託 ともい えず、 また、私益信託 として も信託の履行 を

強制す る受益者 を欠 く場合 は、信託 とは認め られないであろ う。」と指摘 してい る(4)。海原

説は、 この問題 を受益 者が非 自然人の場合 の徳義 的信託(honorarytrust)の 問題 として

とりあげ、 「徳義 的信託 は、 目的信託(purposetrust)と も別称 され るように、信託設定者

の意図すなわち信託 目的が もっ とも重要視 され る信託 であ る。その意 味で、筆 者は、設定

者の意思 ならびに信託 の 目的が信託 にお けるすべ ての解釈 で もっとも優先 され る旨を各所

で述べ てお られ るのであ るか ら、実質的 には徳義的信託の有効1生 と必要性 を肯定す るもの

といえよう。 この徳義 的信託 は、単 に動物愛護 とか墳墓の建設や維持 に限 られず、む しろ

上記の抽象 目的 を実 現す るため の信託 にほか な らない。 したが って、英米信託法にな らっ

て、 わが 国で も、非公益 目的 であ る各種 の文化 向上の ための信託 とか史蹟や環境保全 のた

め の信託 さ らに権 利能力な き社 団のための信託 な どに積極 的 に活用 さるべ き分野 と思われ

る。」と指摘 している(5)。 四宮説は、信託の法律論 か ら検討 し、徳義的信託 の信託 としての
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有効性 を否定 す るように思 われ るが、海原教授 が指摘 され るように、一定の制限 を受け な

が らも、委託 者の意思 を最大限尊重 しようと考 えてい る。 そ して、 この よ うな考 え方は、

信託 の趣 旨に も沿 うもの である。

信託 の制度 は、委託者 の意思 を尊重す るものであ ること、徳義的信託の なか には実際的

必要性 が認め られべ きものが あるこ となどを考 えると、形式的 には、信託法 にお いて求め

られ る「受益者 存在 の原則」(6)を満 たさないが、一律 に無効 とすべ きではない と解す るのが

妥当であろ う。 イギ リス法 では、徳 義的信託(honorarytrust)は 義務の遂行 は強制 し得

ないが、受益者 の名誉心(徳 義 心)に 依 存す る特殊 な信託 として有効 と解 して いる(7)。

徳義 的信託 における受託者の義務 が徳義上 の義務 に とどまるこ とは、徳 義的信託の限界

とい うことが で きる。 しか し、だか らとい って一概 に これ を軽視す るこ とは できないであ

ろ う。徳義 的信託 におけ る受託者の義 務は法的義務 でない といって も、受 託者 を信頼で き

る場合 には、信託 の 目的 を十分 に遂行 す ることがで きるか らである。わが国社 会 では、法

に よらない社会 的規範が一定の効果 をもってい ることも考慮 されて よい(8)。 また、受託 者

に対す る監督 を実効的 に行 うため、信託 管理 人の役割 に着 目し、 その活用可能1生を指摘 す

ることも可能 であ る(9)。

2.公 益信託 の可能性 と限界

(1)理 論 的問題

公益信託 とは祭祀、宗教 、慈善 、学術 、技芸、 その他公益 を 目的 とす る信託 をいう(信

託法66条 以下)。 ここに、公益 とは、分 野、範 囲、対象、地域等が具体 的であ り、直接 的、

積極 的に社会一般 ない し不特定 多数 の者の利益 とな るもの をい う。また、「その他 公益 を目

的 とす るもの」 には、 自然資源、文 化財 又は歴 史的建造物 の保全 も含 まれ る と解 され る。

野生生物 の保護 につ いて も同様 に解 して よいであろ う。 もっ とも、公益 とは何 かについて

は暖昧 な ところがあ り、十分 に検討 してお くこ とが必要 である(10)。信託 は民法上の契約 と

は異な り、継続性が強 く保 障 されてい る。特 に公益信託 では、 その終 了の場合 に信託財産

の帰属権利者 がない ときは主務 官庁 はその信託 の本 旨に従 い類似の 目的のために信託 を継

続 させ るこ とがで きる(信 託法73条)。

以上 のよ うに、公益信託の 目的のなかには、 自然 資源、野生生物、文化財 の保全 が含 ま

れ るが、 それ は、 「直接的、積極 的に社会一般 ない し不特定 多数 の者の利益 とな るもの」で
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なければな らない・ ここにお いて 当然 に前提条件 とされてい るのは・ 自然 資源 等の保全 が

「人間の利益 」になるこ とであ って・「自然資源」「野生生物」「文化財 」その ものの利益 は

考え られていない・ ここに実定法上 の仕組 である公益信託 の限界が存在 す る・

また受益者について見 ると、通説 は、公益信託 では受益者 は不特定 多数 の者であ り・特

定の者は受益 者 とな り得ず・反射的利益 を受 ける受給者がい ると解す る(11)。特定の 自然資

源、野生生物、文化財 は、権利能 力がないか ら受益者 とな り得 ない。 また、受給者 とい う

こ とは、 その定義に よっては不可能 ではないであろ うが、 いずれにせ よ実務 上 は、かか る

信託は実定信託法上の公益信託 とはいえない として、主務 官庁の設立許可が得 られ ないで

あろう。 しか し、特定 の 自然 資源 、野生生物、文化財 を保全、管理す るこ とが不特定 多数

の者の利益 になるこ とがは っき りすれば、公益信託 に類似す る信託 とい うこ とは可能であ

ろう(12)。この場合、実定法上の壁 を克服す るためには、一歩踏 み込ん だ議論が必要 である。

制度論 と しては、受託者に対す る監督 を実効 的にす るこ とが求め られ、一定 の手続 を整

備す ることが必要 である。 この場合、特 にイギ リス、 ア メ リカ合衆 国で発展 して きた公共

信託 の考 え方が参考 になるであろ う。す なわち、公共信託論 では、住 民は政府(国 家)に

対 し公共信 託財 を適正 に管理、保全す るこ とを委託 してい ると構成 され る。そ こで、一方

で、政府 は受託 者 として、 その財産 を公共 の利益の ために保全 し、妨 害行為 を排除す る義

務 を負 うとし、他 方で、住民 は受益者 として、 その財産の保全 のために政府に対 して訴訟

を提起す る権利 を有 す る。政府や住 民は、 かか る権利 ・義務 を遂行 す るため、原告適格が

認め られ る。 この ように公共信託 は、環境保全 のための法技術(訴 訟技術)と して位 置づ

け るこ とが で きる。公共信託論 は コモ ンロー上発展 し、合 衆 国ペ ンシルベニ ア州、 ミシガ

ン州 な どでは立法化 されてい る(13)。また、 イギ リス公益 団体法(CharitiesAct)(1960年 。

1992年 改正)が 公益団体 の登録 、公益 団体 委員会 の設置 な どを規定 してお り、 それが果た

してい る実 際上 の機能に注 目す るこ とがで きる(14)。

なお、わが国の公益信託の現状はすべ て財産 給付 型(助 成 型)で あ り、受託者が事業 を

執行 す る事業執行型 は見 られ ない。その原 因 として税制上の 問題が指摘 されてお り(15)、こ

の問題 を克服す ることが必要 である。

(2)利 用状況

公益信託は昭和52年 に初め て設定 され(「斉藤記念プ レス トレス トコンク リー ト技術研究

奨励基金」、「今井 記念海外協力基金」)、以後着実 に件数 を増や し、 平成6年3月 末現在、
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459件 、429億 円の実績 を有す る。 この うち、環境保全 を目的 とす る公益信託 も徐々 に増 え

て きた(16)。

それ らの実 際の運用状況 を見 る と、他 益信 託の仕 組 を利用 して、特定の 自然資源、野生

生物、文化財 を保全、管理す るこ とは、十分 に可能の ように思われる。 わが国 の従来のナ

ショナル トラス ト活動 にみ られた 「取得型」(保 全対象物 の所有権 を取得 す るタイプ)に 加

え、公益信託 が非取得 型の典型 としてさらに発展 す るこ とが期待 される(17)。

IV.環 境 法 か らの検 討

国、地方 自治体 、その他 の団体 には特定の 自然資源、野生生物、文化財 を保全又 は管理

すべ き法的責任 があ る、 と認め るための法的根 拠が明 らかに されなければ な らない。 この

問題 は、実体 的には環境権 を認め るこ とがで きるか ど うかの問題 として、 また、手続的 に

は原告 適格 の問題 として、それぞれ議論 されてい た。

1.絶 対的権利としての環境権論の問題点

環境権 とは、個々の住民が良き環境を享受 し、地域的な生活環境 を破壊する行為に対 し

て訴訟においてその差止や損害賠償を求めることができる権利である。その具体的機能 と

しては、「物権など個々の権利 を有する者に限って従来認められていた妨害予防及び妨害排

除及び妨害排除請求権の行使 を、これら個々の権利を有 しない者に広 く権利 として行使す

ることを承認し、訴訟における当事者適格や訴の利益 に関する審査 を経ることな く、すべ

て訴訟を通 じて環境の保全 を図る」ことを狙っている(国 道43号 線訴訟1審 神戸地判昭61・

7・11判 例時報1203号1頁 参照)。

しか し、わが国の裁判所は一貫 して環境権 を認めていない。その理由としては、環境の

保全を現行法上実現するためには住民の多数決原理による民主的な選択に基づ く立法及び

これを前提 とする行政の諸制度を通 じてなされなければならず、訴訟という限ちれた場に

おいて、また限定された対立当事者間において、これを実現すべ きものとはされていない

こと、環境権には実定法上の根拠がないのみならず、その成立要件、内容、法律効果等も

極めて不明確 であり、これを私法上の権利 として承認することは法的安定性 を害 し、到底

許され るものではないこと、などが指摘されている(前 掲判決参照)。
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以上の よ うに、わが国では・環境権 は判例上 は私的権利 として認め られて いないが・ そ

こで挙 げ られてい る理 由は妥 当な ものであ る・他 の諸利益 との利益衡 量 を許 さない絶対 的

環境権論 に対 しては、学 説上 も批判が強 く、最近 ではかか る環境権 論 は見 られな くなった

(18)。

2.具 体 的事例

①文化財 、文化 的諸価値

文化財保護 を求 め る行政事件 として は、 まず、 日光太郎杉事件 があ る・ 日光国立公 園内

を通過す る国道120号 線 の拡幅事業計画 にかか る事業認可、収用採決 に対 して・土地所有者

であ る宗教法人東照宮が処分 の取消 を請求 した。東京高判昭48・7・13(判 例時報710号23

頁)は 、企業者の考 慮 したルー ト比較案 だけが絶対 の もの ではな く他 のルー トも考 えられ

たはずであ り、事業計画の必要性 の有 無について何 ら明確 な方針 を もたず、漫然 と現道拡

幅事業の必要性が是認 され るもの と判断 したのは、「本件土地 の有す るか けがえのない諸価

値 ないし環境 の保全 とい う本 来最 も重視すべ きこ とが らを不 当、安易 に軽視 し、その結果、

本件道路がかかえている交通事情 を解決す るための手段、 方法の探求 において、尽 くすべ

き考慮 を尽 くさなかった とい う点 で、 その裁量判断の方法ない し過程 に過 誤があ った」 と

述べ、請求 を認めた。

他方、三井寺事件では、起業者(建 設大 臣)が 園城寺(天 台寺門宗総本 山)の 寺域内の

一部 を一般 国道 「西大津バ イパ ス」 の区間に供 す ることを内容 とす る事業認定 をしたこと

に対 して、三井寺が その取消 を請求 した。大津地判昭58・11・28(行 政事件裁判例集34巻

11号2002頁)は 、事業認定には違 法性が ない とし、請求 を棄却 した。 また、伊場遺跡事件

では、国鉄(JR)浜 松駅前再 開発の ため 国鉄の電車区 を移転 す るこ とにな り、静 岡県教育

委員会 が史跡の指定解除処分 を したこ とに対 して、同史跡の研 究者 らがその取消 を請求 し

た。東京高判昭58・5・10(行 政事件裁判例集34巻5号946頁)は 、研 究者 らには原告適格

がない として、請求 を棄却 した。

以上 のよ うに、原告適格 は原告 らの請求 に対す る厚 い壁 となって い る(19)。

②歴史 的景観

京都仏教会事件 では、債権 者は被保全権 利 として、「債権 者 を構成す る各寺院 は、宗教的 ・

文化 的遺産 を破壊 ・侵害す る者に対 し、 その破壊 ・侵 害 を排斥す る権 利、すなわち、宗教
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的 ・歴 史的文化環境権(景 観権)を 有す る。」 と主張 したが、 京都地決平4・8・6(判 例

時報1432号125頁)は 、「その内容、要件等が不明確 であって、 これ を私法上 の権利 として

認め るこ とはで きない もの といわ ざるをえない(債 権 者が具体 的にいか な る利害関係 を有

し、 いか なる個別 的な利益 を侵害 され るかにつ き疎明 もない)。」 と判 断 した。 また同決定

は、京都 の景観 について次 の ように述べ、手続に違法は ない と認め た。

「京都 は、西暦794年 の遷都以来1000年 以上 もの間王城の地であ り、 また永 い間 日本 の政

治、文化 の中心 であった ところ、歴史的意義 を有 す る建 造物 、遺跡等が、古都 の 自然的環

境 と一体 をな して多数存在 してお り、その歴史的風 土は国民の遺産 となっている。 この京

都 市の景観 を含 めた歴史的風土 を保 存 し、後代 に継承 してい くことは国民の課題 で ある(古

都 におけ る歴史 的風土 の保存に関す る特別 措置法1条)。 もっ とも、古都 の歴史的風土の保

全 につ いて も、他 の地域環境の保全 と同様 に、人 の社会 的経済的活動の 自由 との調和が図

られなければ な らないか ら、その方策 の決定 は、最終 的には、民主的手続に従 って制定 さ

れた法律に よって定め られ るべ き問題 であ る。 ところで、 京都市の都 市景観 の保全 につい

ては、 さまざまな行政上の法的規制が なされてい るところ、建物の建築 につ いては、建築

基準法等が これ を行 ってい る。本件建物 は、建築基準法59条 の2の 規定 に よる総合 設計制

度 に従 って計画 され たものであ り、 その建築確認 を得 るまでの手続において、景観 の保全

はも とよ り、建物 の美観 、街並み との調和、眺望等総合的 な角度 か ら審査が なされ るもの

であって、違 法 な点は認め られないの である。」

同決定 は宗教 的 ・歴史的文化環境権(景 観権)を 否定 したが、その理屈 は伝統 的な判例

理論 に従 った ものであ る。

3.環 境権 の新 たな展開一一 環境権 と公共信 託

原告側 の訴訟戦 略 として主張 された環境権 、すなわ ち絶対 的環境権 は、判例 、通説 によ

って否定 された。 かか る環境権論は、「法思想 ・法哲学的な概 念あるいは憲法上の基本的人

権 とい うよ うな権利概 念 として論ぜ られ るべ き理論 」であった(19)。他 方、特にア メ リカ合

衆 国で議論 され てい る公共信託論は、環境保全 の思 想に とどまらず、訴訟技術 として応用

され、一定の成果が現れた。 また立法上 も、1970年 ミシガン州環境法(「1970年ThomasJ.

Anderson,GordonRockwell環 境保護法」)2条1項 が、 「法務総裁 も、 いかな る州 の下

部行政単位 も、州若 し くは州の下部行政単位 のいかな る機 関 または行政庁 も、いか なる人 ・

一60一



・組合 ・法 人 ・協会 ・団体 またはその他 の法主体 も・ 空気 ・水 お よび その他の天然資源な ら

びにそれ らに対す る公共信託 を、 汚染 ・損傷 または破壊か らまもるため に、 申立て られた

当該侵害行為(violation)が 行 われ または行 われ ようとして いる場所 を管理す る巡 回裁判

所に、州、州 のあらゆ る下部行政単位・州 またはその行政単位のあ らゆ る機関 または行政

庁、あ らゆる人 ・組合 ・法人 ・協会 ・団体 お よびその他 の法主体 を被 告 として、宣言的救

済 または衡平法上の救済を求め る訴 え を提起す るこ とが できる。」 と規定す る(21)。

環境権 と公共信 託 との関係 をどの ように考 え るか につ いて、かつてわが国 で比較検討が

行 われたこ とが ある(22)。そこで、木宮高彦 は公共信 託論 では、国民には受益者 としての権

利があ り、請求の相 手方 は受託者 であ る国又は政府 である。 この権 利は、土地、水域等の

使用 が制 限されて いるような場合 において、具体 的、個 々的に発生 し、「誰に も属 しない権

利」 であ る。公共信託論 では 自然 の属性 を考 え、 それを保護 す る。ア メ リカの場合 は、 自

然その もの、環境 その ものが権利 を有す る。他方、環境権論 では、環 境権 は支配権 として

の排他性 を持 った各人の権利 であ り、 「誰 もが持 っている権 利」であ る。 自然の属性 はほ と

ん ど考 え られず、む しろ人 身の保護 を考 え る。 人間の環境 に対 す る結 びつ きを非常 に重視

す る、 と。 また、木村実 は、行政法 の立場 か ら、公共信 託論 と伝統 的な裁量権 の乱用 の理

論 とを比較検討 した。これ は、公共信託論 とわが 国実定法 との関係 を明 らか に しようと試

み るもの である(23)。わが国 との法的構造 の違 いはあるが、基本理 念 を実現 させ ようとす る

アメ リカ法 におけ る具体的思考方法 は参考 に され るべ きであ る。

わが国の地方公共団体の条例 のなか には、環境権 を意識 した ものが現れて いる。 川崎市

環境基本条例(1991年12月25日)は 、市 の環境政策 の理念 として、「市民が安全 で健康かつ

快適 な環境 を享受 す る権利の実現 を図 るとともに、 良好な環境 を将来 の世代 に引 き継 ぐこ

とを 目的 として展開す る」と規定 してい る(2条1項)。 また、東 京都環境 基本 条例(1994

年7月20日)は 、環境基本法 を踏 まえ、前文 で、 「すべて都 民は、良好 な環境の下に、健康

で安全 かつ快適な生 活 を営む権利 を有す るとともに、恵み豊 かな環境 を将来の世代 に引 き

継 ぐこ とが できるよう環境 を保 全す る責務 を担 って いる」 と述べ てい る。

訴訟手続上は、原告適格 の問題 が克服 され なければな らない。行政事件 訴訟法9条 の「法

ト

律上 の利益 」の有無は、原告適格の有無 の判断基準 とな る。 この要件 は、従 来は厳格 に解

され、原告は 門前払いされ る例 が 多か った。かか る考 え方の もとでは、 自然、文化財、貴

重 な生 物等 を求め る訴 えは こ とご とく却下 され るこ とになろ う。解釈 論 としては、「法律上
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の利益」 を 「法律上保護 されている利益」 あるいは 「訴訟上保護 に値す る利益」 と広義 に

解 し、 よ り柔軟に処理 してい くこ とが必要で ある とす る説が有 力である。近時、志賀 原発

訴訟金沢地判平6・8・25(判 例時報1515号3頁)は 、原子力発電所か ら約790キ ロメー ト

ル離 れた住 民 を含 む原告 らにつ いて、人格権 に基づ く差止請求 は適法で ある として原告適

格 を認め た。 これは、 原告適格の壁 をと りのぞ き、 裁判所 に実体的判断 をさせ よう とす る

ものであ り、注 目され る。

V.ま とめ と展 望

「特定の 自然資源、野生生物、文化財 その もの を受益者 とす ることが で きるか」とい う問

題は、地球 の存続、人類の生存 とどの よ うにかか わっているか。この問題 は、特定 の 自然

資源、野生生物 又は文化財 を保全、管理 等の対象 として認め、かつ、市民 を受益者 として

認め ることがで きれば、問題 のか な りの部分 が解 決す るか もしれない。 そもそ も自然資源

等 を受益 者 として考 え ることが できるか とい う問題 を設定す る必要はないのであ る。従 来

の環境権 の議論 も、市 民が実定法上受益者 になれ るか どうか が主 たる論 点 とされて いた。

しか し、近時 の環境倫理学においては、 もっ と先 の議論が行 われてい るようであ る。そ

こでは、市民 を受益者 として位 置づ け るこ とを人間中心 の思考 であるとして反省 し、 自然

その もの、生物 その ものを受益 者あるいは権利主体 として考 えるべ きではないか とい うの

である。かか る主張 に対 して、法 的視点が ない として批判す ることは簡単 であ るが、 はた

してそれで いいの であろ うか。

この よ うな、人間 中心か ら自然 中心への考 え方 に対 して、法学 も耳 を傾 け、従来 の発想

の転換が求め られてい ないか どうか を明 らか にす る必要があ る(24)。す なわ ち、第1に 、自

然資源、野生 生物、文化財 を保全す るこ とが 自然資源、野生生物、文化財 その ものの利益

に なると考 え られ ること(そ のためには生 態系や文化財 に対 す る深 い理解 が求め られ る)、

第2に 、自然 資源、野生生物、文化財 の保全 を目的 とす る実践的試み(25)を支持 し、かつ実

定法上 の仕組 を見 直 してい くこ とが示 唆 されてい るのであ る。 もっ とも、かか る要 請が実

定法 におけ る権利 の体系 に直 ちに変更 を求 め るものであ ると考 えることは短絡 的であ り、

それは権利万能 の過 ち を侵 す ものであろ う(か つ ての環境権論が その例 であ る)。 かか る権

利論 よ りはむ しろ、他 益信託 と りわけ公共信託が問題解決 の重要な鍵 を握 っている。 また
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自然資源、野生生物又は文化財 と人間 とのかかわり方も問われている・ さらに地球環境問

題の解決 という人類共通の課題が控えている・これらの点 を考慮 しつつ、実定法上の議論

を深化させてい くことが法学上の課題 であろう(26)。

(1)中 央公 害対策 審議会、 自然 環境 保全 審 議会 「環 境 基本 法制 の あ り方 につ いて(答 申)」(1992年10

月20日)。

(2)邦 文 に よ る基 本文献 として 、 ク リス トファー ・ス トー ン 「樹 木 の当事 者適 格 」(岡 ・山 田訳、 畠 山

解 説)現 代思 想18巻11号58頁(1990年)、 磯 田尚子 「樹 木 の当事 者適 格 …… ア メ リカ におけ る環境倫

理論 争 」 明治大 学大学 院紀 要29集19頁(法 学 篇)(1992年)。 ほか に、藤 原保 信 『自然観 の構 造 と環

境倫 理 学』167頁(御 茶 の水 書房 、1991年)。

(3)信 託 法 の解 釈論 につ い ては実 定信 託 法研 究会(主 査 米倉 明。(財)トラ ス ト60)に お い て、 また 自然 ・

財産 の保 全 手法 につ いて はナ シ ョナ ル トラス ト法制 研 究会(主 査 野村 好 弘。 働 日本 ナ シ ョナル トラ

ス ト)に お いて、 それ ぞ れ ご教 示 を賜 った。

(4)四 宮 ・前掲 書122頁 。

(5)海 原文雄 「文献 紹介 ・大 阪谷公雄 『信 託 法セ ミナ ー ……講義 録』」信 託法 研 究16号132頁(1992年)。

海原 説 の基礎 を理解 す るため には、 海 原文雄 『英米 信託 法の諸 問題(上 巻 基礎 編)』357頁(「 確 定的

受 益 者 に欠け る非 公益 目的 の信 託」)(信 山社 、1993年)。

(6)イ ギ リス では次 の よ うな解 釈論 が 見 られ る。 新井 誠 「イギ リス信 託 法 の現代 的展 開」慶 応義 塾大

学 法 学会編 『法 学研 究』65巻12号318頁(1992年)は 、私 益 目的信 託(privatepurposetrust)の 例

と して、変 則的 遺言信 託 な ど を挙 げ、「公益 信託 を除 き、一 般 に信託 が有 効 に成 立 す る ため に は信 託

の 実行 を訴 に よ って請求 す る資格 と権 利 とを有 して い る受益 者 が存 在 しなけ れば な らない とい う、

いわ ゆ る 「受益 者存 在の 原則 」が 満 た され ねば な らな いが、控 訴裁 判所 は、 国民 感情 に対 す る妥 協

の産 物 と して、 拡大解 釈 をして はな らない との制 限付 なが ら、 受益 者 存在 の原 則 が満 た されて いな

い場 合 で も、例外 的 に遺 言 に よる信託 の成立 を認め なけ れば な らない場合 の あ るこ とを認 め た。」と

指摘 して い る。

(7)四 宮 ・前掲 書122頁 。

(8)例 えば、行 政指 導 がわが 国 で なぜ 遵 守 され て きた のか を総合 的に考 察 す るこ とは、 意義深 い であ

ろ う。

(9)下 山祐 樹 「信託 管理 人の 現状 とその財 産 管理 制度 へ の応用 」信 託法 研究16号3頁(1992年)。

(10)田 中実 『公益 法 人 と公 益信 託 』60頁(勤 草書房 、1980年)は 、 「公益 とは、 何 で あ るか 、解 って い

る よ うで、つ きつ め てい くと、 よ く解 らない のが公 益概 念 であ る。例 えば、 青少 年 の教 育 とか身障

者 の福 祉 とか … …一般 的 な形 であ げて い く と、 それ らが公益 目的 の一 態様 をなす こ とは、 おそ ら く

誰 も反 対 しない であ ろ う。 しか し、 学生 に奨学 資金 を供 与す る場合 で も、 特 定 の大学 の 学生 に限定

した り、 学部 を指定 した り、 また特 定 の都 市や 町村 の 出身者 に限 る とい うふ うに狭 くして い くと、

不 特定 多数 の 人、 つ ま り公 衆 に 利益 を与 え る とい う公 益 の趣 旨に 必ず し も合 致 レない場合 も出て く
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る。 あ るいは、 貧 しい家庭 の学生 に奨学 資金 を与 え る といえ ば明 らか に公 益的 で あ るが、 成績 の よ

い学 生 に与 え る と改 め る と、豊 か な家庭 の学 生 に与 え られ る可 能性 もあ るわ けで、 そ れが 果 た して

公益 的 といえ るか ど うか 、やや 疑 問 とみ な けれ ば な らない で あろ う。 わが国の公 益 法 人の在 り方 に

っ いて、公 益概 念が しば しば 問題 とされ るよ うに、 イ ギ リス公益 信託 に とって も、 これは大 問題 で

あ る。」 と述べ て い る。

(11)た だ し、 新井 説(新 井誠 「公益 信託 の法 的構 成 」 田 中実 綿 『公 益信託 の理 論 と実務 』27頁(有 斐

閣 、1991年)は 、公 益信 託 にお い ては特定 され た財 産 的 利益 享受 者が受 益者 で あ る とす る。 新 井説

をめ ぐる議 論 につ いて は、 太 田達 男 ・信託 法研 究16号 、新 井 誠 ・NBL510号 、太 田達 男 ・NBL530号

41頁 な ど参 照。本 稿 で は深 入 りしない。

(12)新 井誠 「公 益信 託 の法 的構 成」 田中實編 『公益 信 託 の理 論 と実務 』48頁(有 斐 閣、1991年)は 、

自主 的公益 信 託 と称 して いる。

(13)野 村 好 弘 『環 境 問題』15頁 一16頁(筑 摩 書房 、1978年)、 木宮 高彦 「環境権 論 批判 」土地 問題 双 書

18(不 動産 取 引法 ・環 境権 の再 検 討)137頁 一138頁(有 斐 閣、1983年)。 公共信 託論 につ いて は、J.

Lサ クス(熊 本信 夫 訳)「 市 民の手 に よ る環境 の保 護 」北 海学 園大 学 法学研究11巻3号577頁(1976

年)、 山川 洋一 郎 ・高橋 一 修訳 『環境 の保 護』185-186頁 、193-194頁(岩 波書 店 、1974年)、 畠山

武 道 『ア メ リカ の環境保 護 法』71頁 以下(北 海道 大 学 図書刊 行会 、1992年)参 照 。

(14)田 中実 ・前掲 書 『公益 法 人 と公 益信 託』、 同 『公益 信 託 の現代 的展開』(勤 草書房 、1985年)、 同 「ナ

シ ョナ ル ・トラス トの組織 と活動 …… 自然保護 運 動 と信託 の利用 」信 託法研 究8号57頁(1984年)、

富沢輝 男 『英 国公益 信 託法 の研 究』(湘 南 堂書 店、1986年)、 田島裕 「イギ リス法 の 公益信 託 」信 託

法研 究13号67頁(1989年)、 新井 誠 「イ ギ リス公益 団体 法 の改 正」信託174号17頁(1993年)、 青 山信

託法 研 究会 「1960年 イギ リス ・公 益信 託法 」札 幌 法学5巻1号107頁(1993年)、 瀬 々敦 子 「イギ リ

スにお け る公 益 信託 の成 立 に関す る判例 理論 」信 託178号62頁(1994年)な ど。 イ ギ リスの実例 につ

いては、 山下 茂 『地 域づ くり トラ ス トのす すめ 』(良 書 普 及会 、1993年)が 詳 しい。

(15)雨 宮孝 子 「公 益信 託 の税制 度」 田中実編 『公 益信 託 の理 論 と実務 』119頁(有 斐 閣、1991年)、 同

「公益 信 託 の引 受許 可 ・指導 監督 をめ ぐる諸 問題 」信 託 法研 究17号59頁(1993年)。 公益 信 託 と公益

法人 との比較 検 討 も有益 で あ る(田 中 ・前掲 書 『公益 法 人 と公益 信 託』、 森泉 章 『法人 法 入 門』151

頁(有 斐 閣、1986年))。 国際 的 には、 国際信 託 統治 地域(国 連 憲章12章 、13章)に おけ る信託 統 治

理 事会(WATCHDOG.国 連憲 章87条 、88条)に よる定 期 視察 、 審査 が あ り、 また、 国 家領域 内の 資

源に つ いて は、締 約 国会 議 な どが 同様 の機 能 を果 たす こ とが期待 され る(研 究会 にお け る岩 間徹報

告 参照)。

(16)雨 宮孝子 「公 益 信託 の事 例」 田中実綿 『公益 信 託 の理 論 と実務 』147頁(有 斐 閣、1991年)。 さ ら

に、環 境保 全 に奉仕 す る金 融商 品 も見 られ る よ うに な った(本 報 告書 の遠藤 報告 参照)。

(17)安 原正 『地 球 環境 と企 業 活動 につ いて』64頁(年 金研 究 所 、1991年)。 非取 得 型の も う一つ の実 例

は、契約 的 手法 の 導入 で あ る。 これにつ いて は、(財)政 策 科 学研 究所 が ま とめ た 『昭和63年 度 国民

環 境基金 活 動推 進調 査 』(1989年3月)、 『平 成 元年 度 国民 環境 基金 活動 推進調 査』(1990年3月)が

とりあげて い る。 なお 、 田中実 「ナ ショナ ル ・トラス トの組 織 と活動 …・・自然保 護運 動 と信 託 の利
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用 」信 託 法研究8号57頁(1984年)は 、 ナ シ ョナ ル トラス トには公 益信 託 の特 質 が あ るこ とを指 摘

す る。

(18)木 宮 ・前 掲 「環境権 論批 判」136頁 ・ なお 、大 阪 空港 訴 訟原告 弁護 団 の一 人木 村保 男弁 護 士 は・環

境 権論 に よる戦 術 に成算 が あ った わけ では な い と回顧 され た(木 村 保 男 「民事 公 害訴 訟 におけ る環

境権 主張 の実 践的 意義」甲斐道 太 郎教 授還 暦 記 念論集 『現代 社会 と法 の役 割 』(日本 評論社 、1985年))。

(1g)野 村 ・前掲 書 『環境 問題』122頁 。 毎 日新 聞1994年5月1日 付 に、 「渓 谷 を 「原 告 」に、 自然 共有

権 主 張、徳 島で近 く提訴 」と題 す る次 の よ うな興 味 深 い記 事が 掲載 され た。 「徳 島県 那賀郡 那賀 町 の

渓 谷 「荒 谷」 を守 るため 、渓 谷 を"原 告"に した前例 のな い工 事差 し止 め請 求 を県 内の環 境保 護運

動 家 が近 く、徳 島地 裁 に起 こす。「法的 措 置の 取 れな い 自然形 態 の代理 人 と して 、直 接利害 関係 の な

い人 間が 訴訟 を起 こせ る」 とい う"自 然共 有権"が 定着 した米 国に倣 った もの で、 わが 国で は初め

ての 訴訟 形態 とな る。日本 で は原告 の適格 審査 が厳 しいが、環 境裁 判 の あ り方 に一石 を投 じそ うだ。

原 告代 理 人は、 土地所 有 者 とは無 関係 の 環境 保護 団体 「徳 島 の 自然林 を守 る会 」 会長 の 同県小松

島市 、猪 俣栄 一 さん(64)」 。 また、 朝 日新 聞1995年3月9日 付 、 読売 新 聞1995年3月12日 付 は、鹿

児 島県奄 美大 島の地元住 民 らが 同年2月 、 国 の特別 天然 記念 物 アマ ミノ クロ ウサ ギな ど4種 類 の動

物 を原告 に加 え、 ゴル フ場 の開 発許 司 の取 消請 求 訴訟 を鹿 児島地 裁 に提 起 した とこ ろ、4種 類の動

物 につ いて 「住 所、 氏名 を明 らか にす るよ うに」 との補 正命 令 を同地 裁 が 出 して いた こ とを報 じて

い る。

(20)木 宮 ・前掲 「環境権論 批 判」133頁 。

(21)翻 訳 は、公 害研 究1巻1号56頁(1971年)に 依 拠 した。

(22)野 村 ・前掲 書 『環境 問題』7頁 、15頁 一16頁 。 『環境 法研 究』 で は、 公 共信 託論 と環境 権論 との 異

同 につ い て検 討 が な され てい る。

(23)木 村実 「公共信 託論 につ い て(1)～(4)」拓 大論 集79号35頁 、 同80号101頁 、 同81号169頁 、 同82号131

頁(1971年 、1972年)。

(24)現 実 に提起 され る環 境訴 訟 は人 間 の利益 に関係 す る事 案 で あ り、例 えば タ ヌキ 自身の利益 に関係

す る事案 は見 られ ない。 日本 道路公 団な どが 進 めて い る 「生 き もの にや さ しい道づ く り」 は、高 速

道路 で負傷 ・死 亡 した タヌ キの ため の訴 訟(損 害 賠償 、差 止等)を 先 取 りした もの と見 るこ とが で

き、貴 重 な試 み と して評価 す るこ とが で きる。また、国際 的合意 を進 め るこ とも必 要 で あ り、「世 界

遺産 条 約」、 「ワ シン トン条 約 」(絶滅 のお そ れの あ る野生動植 物 の種 の 国際 取 引に 関す る条約)、 「ラ

ム サー ル条 約」(特に水 鳥の生 息地 と して 国際 的 に重要 な湿 地 に関す る条 約)、 「生 物 多様性 に関す る

条約 」、「ウ ィー ン条 約」(オ ゾ ン層の保 護 の ため の ウ ィー ン条約)、 「モ ン トリオー ル 議定書 」(オ ゾ

ン層 を破壊 す る物質 に 関す るモ ン ト リオー ル議定 書)、 「気候 変 動枠 組 み条 約」(気候 変 動 に関す る国

際 連合 枠組 み条 約)な ど、地球 環 境 の保全 にか か る条 約 には、 人 間中心 主義 を脱 す るため の一 歩進

んだ理 念 が感 じられ る(地 球 環境 法研 究会 編 『地球環 境条 約集 』(中 央 法規 出版 、1993年)参 照)。

(25)各 地 で 着実 に実績 を重 ねて きたナ シ ョナ ル トラス ト活動 の展 開 があ る。 身近 な実例 として、 山形

県 川西 町 の 「チ ョウセ ンア カ シジ ミ」(蝶)の 保護 活動(秋 田さ きがけ1994年8月21日 付)を 挙 げて

お く。
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(26)こ の こ とは基礎 法学 上 の議論 を軽視 す るもの では な い。参考 書 としてエ ーア リッ ヒ(川 島武 宜 ・

三 藤正課)『 権 利能 力論 』(岩 波 書店 、1975年)を 挙 げて お く。

●
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米 国スーパ ー フ ァン ド制度 の実 際

小 川 晃 範
ヰ+・～ 一 卓一 喝唱～ 一 骨 仲 卑一 ・円卓司鼻●一●一 ⇔●咋埠轡虫

は じめに

土地の汚染問題 は、欧米諸国において80年代初期か ら顕在化 しはじめ、現在、多くの国

において環境政策の最重要課題の一つ となっている。

,過去、有害物質の取扱いや排出対策に対する関心が薄 く規制制度 も整 っていなかった時
コ

期に、多くの土地が汚染 され、これが住宅開発や工業用地の再開発などの土地利用の転換

に伴って問題 となったり、飲料水の汚染 という形で顕在化 したものである。汚染された土

地の種類は、工場敷地、廃棄物の処分場、廃棄物の不法投棄、鉱山の周辺、河川の底泥な

ど多岐に渡っている。土地の汚染は、大気や表流水のようなフローに対する汚染 と異な り、

環境へ排出された時点にだけでな く、その後長期に渡 り問題 となるところが特徴である。

工業化の長い歴史を持つ先進国においては、いずれも多くの汚染 された土地が残されて

おり、汚染地域の把握や浄化の取 り組みが進め られているものの、汚染の全容を解明し、

その全体 を視野に入れた対策プ ログラムを立てている国はほとんどなく、状況の把握 と浄

化の作業を並行 して進めている段階にある。いずれにして も、対策には数十年の時間 と巨

額の経費 を要することが見通されている。

土地の汚染に対する浄化対策は、 これまでの環境対策にない問題 を提起 している。

技術的な面では、地中さらに地下水に及ぶ汚染の範囲 ・程度の把握方法、そして土壌 ・

地下水の汚染除去技術の開発が課題 となっている。

一方
、制度の面では対策のための費用負担のあ り方が重要である。汚染原因者、土地所

有者 ・使用者、さらに廃棄物による汚染の場合その発生 ・処分に関与 した者について、ど

の者に、 どのような優先順位で、 どれだけの責任 を課するかが一つの問題である。また、

責任の適用の過去の行為への遡及、無過失責任の適用、複数の者が関与す る場合の連帯責

任の取扱いという点 も問題になっている。これらの責任制度のあ り方によ り、土地所有者

や企業が全 く新たな費用負担に直面す ることとなるため、制度の制定、実施に当たり最 も
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議論の大 きい問題 となっている。

また、基礎的な調査 原因者不明の汚染への対処など公的資金により実施す る必要のあ

る事業があるが、その資金の調達方法 も議論の一つである・一般財源や・有害物質の製造

や有害廃棄物の廃棄に対する課徴金などの例が見 られる。

以下に紹介する米国のスーパーファン ド制度は、各国の中で最も早い時期か ら開始 され

たものであり、浄化基準、責任制度、公的基金の設置などに新たな仕組み を導入 している

ことか ら、米国内において、そのあり方、適切性についての訴訟などを通 じて議論が続け

られてきた。さらに国外においても、米国に進出し直接にその影響 を受ける企業や各国に

おけ る土地の浄化対策制度の検討に当たって大きな関心 を集めている。

なお、本稿は、主に1992年7月 段階までの資料 に基づいており、実績等の数字はこの時
■

点の ものであ る。

1.ス ー パ ー フ ァ ン ド制 度 の 仕 組 み

一般 にスーパー ファン ド法 といわれる法律は
、1980年 に 「包括的環境対応、補償、責任

法(CERCLA)」 として制定 され、1986年 に 「スーパー フ ァン ド改正及び延長法(SARA)」

によ り改正 された法律 である。 この法律 は、有害物質 に よる汚染(又 は汚染 のおそれ)が

あ る地域の中で特 に危険が大 きい地域 につ いて、連邦政府 の主導に よ り浄化事業 を行 い、

人の健康 と環境 の保 護 を図 ろうとす るもので ある。

1.事 業の対象 となる汚染

法の対象 となる有害物質は、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、大気保全法等の各法に指

定 されている物質に加 え、連邦環境保護庁(EPA)長 官が人の健康や環境に危険を与える

おそれのある物質 として指定するものが含まれる。石油が例外 となっており、上記の規定

により特に指定されている場合以外は除外されている。 しか し、その他の有害物質のどれ

かが発見されれば事業対象 となるため、ガソリンタンクか らの漏出のような場合 を除き、

極めて広範囲の汚染問題がカバーされる。

一方
、有害物質の放出の形態についても、事業場内での放出、1自動車等のエンジンから

の排気、通常の肥料の使用等が除かれるだけで、建物、機械、パイプライン、輸送機関、
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ストックヤー ド等広い形の放出が対象 としてカバーされている。 なお、実際に生 じている

汚染のみでな く・汚染のおそれがある場合 も対象 となる(放 棄 された事業場に有害物質が

貯留されてお り・流出する危険のある場合など)。

なお、スーパーファンド法は、過去の汚染に対 しても今後発生する汚染に対 しても適用

され る。法制定前の汚染に関 しては、当時の規制に適合 しているか どうかを問わず対象と

なる一方、法制定後については、各種規制に適合 した排出は対象とならない。EPAで は、

現在操業中の施設の汚染については、資源保全回収法(RCRA)そ の他の制度による対応

を優先させ る方針をとっている。

2.事 業の種類

スーパーファン ド法による事業の種類には以下の2つ がある。

(ア)除 去事業:切 迫した危険を取 り除 くための短期的な事業で、原則として事業費200万

ドル以内、事業期間12か 月以内に限られる。事業内容 は、汚染地域の回 りのフェンスの設

置、有害物質の入ったタンクや ドラム缶の除去、汚染土壌の覆い、代替飲料水の確保等で

ある。除去事業は、後述す る全国優先地域一覧に記載された地域に限らず、また、どのよ

うな時点においても行 うことができる。具体的には、汚染地域が発見された際の当面の危

険の除去や、自動車事故や火災など事故により緊急に対応が必要な場合などである。

(イ)修 復事業:有 害物質が存在する地域の恒久的な回復 を目的 とした事業で、通常、除

去事業 に比べて長期に渡る。これがスーパーファン ド制度の中心である。全国優先地域一

覧に記載された地域のみが対象 となる。事業内容は、汚染の封 じ込め、汚染土壌や廃棄物

の除去及び処理、汚染地下水の浄化等である。

3.浄 化の基準、手法

法は、独 自の浄化基準を定めていないが、事業の満たすべき以下の条件 を指定している。

(ア)人 の健康及び環境の保護を保証す るものであること

(イ)法 的に適用可能な要件や適切かつ適当な要件を適用す ること

(ア)の条件 を満たすために、EPAは リスクアセスメン トにより浄化のレベルを設定 して

いる。(イ)は 、浄化の基準 として他の連邦諸法の基準を援用 しようとするものである。法

では、例 として毒性物質規制法、安全飲料水法、水質汚濁防止法、連邦法より厳しい州の
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基準等を挙げている。 これら基準のうち、最 もクリティカルであるのが地下水の基準であ

る。州の規定等により飲料水の水質基準が地下水に適用されることが多い。

浄化の手法については、法によりいくつかの満たすべ き要件が置かれている。まず、長

期的にも短期的にも費用効果に優れていることが求められる。また、有害物質を単に他へ

移動させたりやその場で封 じこめることよりも、有害物質の量、毒性を減少させ る手法が

強 く要請される。さらに、革新的な技術 をできるだけ利用することが求め られる。

4.修 復事業のプロセス

制度の中心 をなす修復事業のプロセスは以下のように複雑であ り、実施には長期 間を要

する。

図1ス ーパーファン ド事業のフロー

潜在的危険CERCLIS

地域の発 見 への登録

対象地域の選定プロセス

予備的調査 現地調査
危険度評価

システム

全国優先

地域一覧

対策が必要ないとの判断
(作業終了)

修復事業のプロセス

全国優先 修復調査/詳 細設計/
計画決定書

地域一覧 実施案調査 修復事業

*除 去事業は以上のフローのどの段階でも必要に応じて実施

維持管理
全国優先地域

一覧からの削除

① 事業対 象地域 の選 定

EPAは 、CERCLISと い うデー タベー スに、危険の疑 いのある地域 の情報 を登録 してい

る。この地域 の洗 い出 し作業 は主 として州 において行 われて いるが、EPAも24時 間体制 の

ホ ッ トラインを設け、住 民か らの連絡 を受 け付 けてい る。CERCLISに は、実際 の危 険性 の

有無 に関わ らず、一応、その懸念が持 たれ調査 が必要 と考 え られ る地域 は全 て登録 され る。

CERCLISに 登録 された地域 につ いて、「予備 的評価/現 地調査 」が実施 され、地域 及び
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周辺の自然 ・社会状況や・存在する有害物質についての情報が収集されるとともに・汚染

状況を把握するため簡単なサンプ リング調査が行われる。

調査資料 をもとに、危険度評価 システムにより危険性の評価が行われる。このシステム

は、各地域の危険性を相対評価するものであ り、地下水、表流水・土壌及び大気の4つ の

汚染経路を通 じた危険性が評価される。結果が一定の点数を超えた地域が・事業の対象地

として全国優先地域一覧(NPL)に 登録される。

② 事業計画の決定

対象地域について、汚染の状況や範囲を把握するための大規模 な現地調査 を含む 「修復

調査」が行われ、次に、この調査資料 を基に 「実施案調査」が行われる。 これは、事業手

法のい くつかの代替案を設定 し、これ らの評価、相互比較 を行 うものである。検討結果を

基に、EPAに より事業計画案が作成され、一般住民や関係機関(州 等)の 意見が求められ

る。提出された意見を踏まえて、EPAは 最終的な事業計画の決定 を行 う。

③ 事業の実施 と維持管理

計画に沿って 「詳細設計」が行われ、実際の修復事業が実施される。事業の期間は、計

画の内容 によ り大きく異なり、有害物質 の封 じ込めや無害化で終了するもの もあれば、

10～30年 に及ぶ地下水の浄化作業 を含む もの もある。土木的な事業が終了し、 日常管理的

なものになった段階で維持管理の段階に移 る。最終的に定められた基準、目標 を満たすよ

うになった段階で、その地域は全 国優先地域一覧か ら削除される。

II.事 業 費 の 負 担 につ い て

1.責 任者 と費用負担

スーパーファン ド法は、できる限 り責任者が計画や事業の実施又は費用負担を行 うこと

を求めてお り、その責任者及び責任の範囲は極めて広 く定められている。

浄化事業の責任 を負 うのは次の者であり、これ らの者の間での責任の優先順位は特にな

い 。

(ア)対 象地域の現在の所有者及び操業者(所 有者については、土地、施設の取得の隅
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に適切な情報収集努力 を払ったにもかかわらず汚染があることを知 りえなかった場

合には、責任 を免れることができるが、その要件は非常に厳しい)。

(イ)有 害物質が対象地域に廃棄された当時の所有者及び操業者

(ウ)有 害物質の排出者(廃 棄物について、廃棄を目的 として引き渡した者)

(エ)輸 送者(自 ら処分地 を決定 した場合に限る)

次に、これらの者に対 して以下の責任が適用 される。

(ア)遡 求責任(法 制定以前の行為にも責任が問われる)

(イ)厳 格責任(無 過失責任)

(ウ)連 帯責任(複 数責任者がある場合、どの者に対 しても全額の負担を要求できる。

また、責任者が判明しない部分についても負担 を求めることができる)

(エ)因 果関係の証明の不必要(あ る者が廃棄 した有害物質が、その地域に汚染(ま た

はおそれ)を 与えているとの証明は必要ではな く、単に、その有害物質が地域で発

見されるだけで責任が問われる。)

一般の環境規制法が汚染 を直接発生させた者 を責任者 としていることに比べ
、スーパー

ファン ド法の責任は極めて広い。このため、対象地域で自らが関与 した有害物質が多少な

りとも確認されれば、責任 を免れることはほとんど困難である。

このような広範な責任が設定 された理由 として以下の二点が指摘されている。

第1は 、有害物質の使用、処分に関与した者は、結果 として過去不十分で安価な処分 を

行ったことによって利益 をうけていたはずであること、 また、有害物質の使用者は、その

物質の危険性について完全にではなくとも知っていたはずであ り、その点で不注意があっ

たと言わざるを得ないとの考え方である。このため、浄化の責任 を一般社会に負わせ るか、

有害物質の使用、廃棄に関与 した者に負わせ るか という選択 をす るならば、後者に負わせ

る方がより適切であるという考え方である。

第2は 、巨額の費用がかかる浄化事業に対 して、後述の基金の額では全 く不十分であ り、

事業を進めるためには責任者に負担を求めるより方法はないこと、さらに、 この際、既に

操業が終了している地域の浄化 を図るためには遡求責任や連帯責任を置かな くては機能 し

ないという実際的な理由付けである。
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2.ス ーパ ー ファン ド基金

既に閉鎖 された廃棄物処分場 で責任 者不明の場合や、倒産 に よ り責任 者に負担能力がな

い場合 の よ うに責任 者に対策 を行わせ るこ とが 困難 な場合 、EPAが 自ら浄化事 業 を実施 す

るこ とがで きるよう基金が設け られ ている。

基金の額 と財 源は、1980年CERCLAと1986年SARAで 大 き く変化 してい る。

1980年 のCERCLAで は、基金 の額 は1980年 か ら1985年 までの5年 間につ いて16億 ドル

とされていた。その財源 は、次 の とお りであ る。

・石油 に対す る課税(0.79セ ン ト/バ レル)

・42種類の化学 品に対す る課説(0 .22ド ル～4.87ド ル/ト ン)

・一般財源か らの支 出(毎 年4 ,400万 ドル を上 限、基金総額の1/8に 相 当)

・基金の運用利子、責任者か らの費用 回収、罰金

石油や化学 品に対す る課税 を財源 の中心 とした理 由につ いては 「主 に産業 に対す る徴収

か らの基金 を用 いた支出は、過去、現在及 び未来 に渡 る有害物質の放 出に よる コス トを、

それ らの物質か ら利益 を得 る産業部 門及 び消 費者 に広範 に配分 す る上で最 も公平かつ理 屈

にあった方法 である」 と説明 されてい る。なお、一般財源の導入 は、議会審議 にお いて修

正、追加 され た ものである。

その後、1986年SARAに よ り、基金 の額 は、法改正後 の5年 間 で85億 ドル と大幅に引 き

上 げ られた。財源 につ いては、石油 に対 す る税率 が大 き く引 き上げ られ、一般財源か らの

支 出が25,000万 ドル/年 まで認め られたほか、以下 の新税が導入 されて い る。

・化学 品誘導体税(輸 入 された化学誘 導品に対す る課税)

・環境法 人所得税(200万 ドル を超 えず法人課税所得 の0 .12%)

法改正審議 に当た り、表に示す財源 の見積 りが提出 されている。 当初法 との違 いは、総

額が大幅 に増額 され るとともに、石油 が化 学品 という汚染 原因物質か らの収 入の比率が減

少 し、法人所得 税や 一般財源 か らの収入 比率が増大 したこ とであ る。基金総額 につ いては、

政府案 では53億 ドル とされ、これが実際 に施行 で きる限度 であ ると主張 され たが、結果 は、

上院提案 の75億 ドル と下院提案 の100億 ドルの 中間の額 となった。

なお、 スーパー ファン ド法及び基 金に関す る法は1991年 に単純延長 され てお り、事業 に

つ いては1992年 か ら1994年 までの3年 間で51億 ドルの予算化が認め られてお り、基金 につ

いては1995年 まで徴収 で きることとな って いる。
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スーパー ファン ド基金 は、財務 省が管理、運用 を行 ってお り、EPAは 、毎年 必要 な資金

を通常 の予算 と同様 に要求 し、議会 の承 認 を受 けて使用 す る。 この基金に よ り、浄化事業

のみな らず、EPAの 事業施行経 費が全て まかなわれてお り、いわば特別会 計の よ うな性格

となっている。

表 スーパー ファン ド基金の財源構成

(SARA改 正による)単 位:十 徳 ドル

財源

石油税

化学品税

環境法人所得税

輸入化学誘導品税

一般歳入

責任者からの払い戻し

運用利子

合計

金額

2.759

1.365

2.522

0.057

1.250

0.300

0.300

8.553

(備考)議 会 での審議に際 し提出された,5年

間の基金総額の財源内訳の見積 り。

3.責 任負担のプロセス

責任者に自ら浄化事業の実施や費用の負担を行わせることが、EPAの 施行方針である。

このための手続 きとして、法によりEPAに 、和解、命令、事後的な費用回収の3つ の権限

が与えられている。

責任者に負担を求める場合や範囲、手続 きの進め方は、EPAの 広い裁量に任されており、

通常、図2に 示す流れで進められる。

EPAは 、原則 として、ある地域が全国優先地域一覧に記載された時点から、その地域に

関わる潜在的責任者の調査 を開始する。十分 な資料が集まった段階で、潜在的責任者 と、

各責任者の排出した廃棄物や有害物質の量、種類の一覧表が作成される。

訴訟に要する時間、費用を回避して、事業の迅速な実施を図るため、和解による合意が

最優先されている。和解は、通常、修復調査/実 施案調査の前 と、詳細設計/修 復事業の

前の段階に試みられる。EPAは 、潜在的責任者に事業実施 を求める通知を送付 し、潜在的
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責任者相互の協議EPAと の協議により・実施責任・費用負担について合意ができた場合

には、合意書(修 復事業の実施については法廷における合意書)が 結ばれる。

責任者が和解に応 じない場合には、EPAは 事業実施の行政命令 を発することができる。

責任者が行政命令に従わない場合には、 さらに訴訟により司法命令を得ることができる。

また、EPAは 、基金により自ら事業を行 い、事後的に責任者か ら費用回収を行 うことがで

きる。行政命令後に基金により事業を行った場合には、EPAは 支出 した経費の3倍 額 を責

任者に請求することができる。

図2責 任者負担の手続きのフロー

潜在的責任者の

調査開始

一般通知(責 任者となる

可能性がある旨の通知)
の送付

潜在的責任者

との情報交換

特別通知(対 策実施
を求める通知)の
送付

和解のための

協議

・修復調査/実 施案調査の

際の協議機関は6d日～90日

・詳細設計/修 復事業の際

の協議機関は60～120日

協議の結果
意成立 責任者による

事業実施

不成立

事業実施命令

発行
責任者の対応

受容 責任者による

事業実施

拒否

その他の責任

追求手段

・法廷命令の請求
・3倍額の賠償金の請求

III.実 施 状 況

1.進 捗状況

CERCLISに 登録 された地域数 は、既に35,000カ 所に達 してお り、なお年 間に1,200カ 所

程度が追加 され ている。EPAで は、 さ らに58,000カ 所が登録 され ると見積 もって いる。

全 国優先地域一覧 に登録 された地域 は、1,200カ 所以上にな ってい る。最終的 な事業対象
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地域数 につ いて は、様々 な見積 があ るが、EPAで は、当面毎年100カ 所程度 が追加 され、西

暦2000年 には2,100カ 所 にな るとして いる。 また、最大 限 を4,800カ 所 と見積 もって いる。

事業対 象地域の種 類 は多岐 に渡 るが、製造業等の事業所 におけ る汚染、廃棄 物処分 場 にお

け る汚染 な どが代 表 的である。修復事業が開始 され た地域 は420カ 所であ り、事 業が終 了 し

たのは、 うち70カ 所 であ る。 これまでの実績では、全 国優先地域一覧 に記載 されてか ら修

復事業 の終 了まで7～10年 を要 して いる。最終的 に全 国優 先地域一覧か ら削除 され た地域

は40カ 所 である。

一方、除去事業 は、 これ まで2,781カ 所 で実施 された。

2.対 策経費

連邦政府 の支 出につ いては、まず、EPAに よ るスーパー フ ァン ド基金か らの支 出があ る。

近年は、支 出の上 限であ る17億 ドル/年 に近 い額が予算化 されている。次に、政 府が責任

者 とな る地域の浄化事業 に対 しては、基金 は使用 で きず、別途予算措置が行 われて いる。

特に大 きな ものがエ ネルギー省 と国防相 の予算 であ り、1991年 度 にエ ネル ギー省 が36億 ド

ル、国防相が19億 ドル と、EPA予 算 を超 える額 が計上 されて いる。このほか、基金 を使 用

す る事業 の場合、州政府 に も事業額の10%(州 の廃棄物処分場 につ いては50%)を 負担す

ることが求め られ てい る。

責任者 の負担す る事業経 費につ いては適切 な統計 が得 られていないが、法施行 以来、1990

年 までに、責任者が実施 に合 意 した事業費の総額 が375,500万 ドルに達 している。また、現

在実施 されている事業 の60%は 責任者が実施 して い る。

個 々の修復事業の費用は、 その規模 ・内容 に よ り大 き く異な るが、EPAが 将来予 測のた

めに用 いた ものでは、1カ 所 当た り2,800万 ドル とされてい る。

IV.制 度 を巡 る議 論

1.責 任について

スーパーファン ド法に関 して最 も議論 を呼んでいるのはその責任の考え方である。初期

には、法の意味する連帯責任や遡求責任の考え方の具体的内容や合憲性が争われた。現在

の議論の焦点 となっているのは連帯責任の取扱い、融資者の責任及び地方自治体の責任で
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ある。

連帯責任 につ いては、責任者不在 の部分 につ いて も・判明 して いる他 の責 任者に負担が

負わされてい る場合が あることにつ いて強い不満が寄せ られてい る・

融資者の責任 につ いては、融資者が抵当物件 を所有 した り経営 に関与 した場合 には・所

有者や操業者 として責任 を負 う場合 があ るが・ その範 囲 を非常 に広 く認め た判決が出 され

たこ とか ら重要 な問題 となった。EPAは1992年 に融資者の責任範 囲 を限定的 に解釈す る規

則 を制定 した。 これに対 して・連 邦控 訴裁 判所 が・1994年2月 に・EPAに スーパー ファン

ド法 の責任範 囲 を画定す る権 限はな い として、 この規 則 を無効 とす る判決 を示 した ため

(1)、 この問題については法 レベル での対応 が必要 との見方が強 まってい る。

地方 自治体 の責任については、廃棄物処分場 につ いて、事業者が有 害廃棄物 を搬入 した

ことが原 因 となって浄化対 象 となったに もかか わ らず、有害性の極めて低 い家庭廃棄 物 を

搬入 した地方 自治体 に大 きな責任 が 負わ され る場合 のあ るこ とにつ いての不 満 であ る・

EPAは 、1992年 に家庭廃棄物 を搬入 した地方 自治体(自 らの処分場 を除 く)の 負担責 任 を

総額 の4%ま でに限定す る規則案 を作成 したが、産業側 の反対 によ り制定 されるに至 って

いない。その後、EPAは 、1994年10月 に地 方 自治体 の責任 を最大4%か ら10%と す る案 を

示 してい る。

このほか、法制定 以前 に結ばれ た保 険契約が スーパー ファン ド法 の浄化責任 を対象 とし

ているか どうかについて、保険会社 と被保 険者、 さ らに保 険会社 と再保 険会社 の間での訴

訟が多数 起 こされてい る。保 険に関す る問題 は州法の管轄 であ り、各州 ご とに訴訟が争 わ

れ る構造に なって いるため、訴訟 が増加 し、かつ終 息の見通 しがつかない状況 となってい

る。 この問題 は、 スーパーフ ァン ド法 の規定 に関す るものではないが、事業実施 に与 える

影響や社会的影響が大 きいこ とか ら、何 らかの制度 的な対応が必要 である とい う点 では関

係者の意見 の一致がみ られ る。

2,事 業 実施 について

第1に 、事業 が完了 し一覧か ら削除 され た地域 は40に 留 まってお り、 これ まで多額 の事

業費 を投入 してい るに しては事業の進捗が あ まりに遅 い という批判がな されてい る.EPA

は、 これ に対 して、除去事業 の成果や修復事業 に着手 し危険の低 下 に成功 した地域は多数

あるこ とを強調 してい る。
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第2に 、実際の浄化事業に要 した経費以外に、訴訟経費等の間接的な費用が多額にのぼ

り事業の非効率化 を招いているとの批判がなされている。

第3に 浄化の技術的基準について、EPAの リスクアセスメン トに対 して、各対象地域間

での整合性に欠けている等の批判がなされている。 また、個々の基準についても、特に地

下水の浄化基準として飲料水の水質基準が適用されることが適切かどうかが議論 となって

いる。

3.土 地再開発の問題

なお、汚染 された土地の購入者が浄化責任を問われることや、浄化基準が将来の土地利

用目的を勘案せずに、いわばあらゆる利用が可能なレベルに設定されることが、工場跡地

等の再利用、再開発の推進の妨げになっているという問題が最近になって強調 されるよう

になってきている。EPAは 、法律あるいは規則のレベ ルで、再開発のために土地 を取得 し

た者に対する責任の特例措置 と、将来にわたり住宅地 として利用されないことが土地利用

計画上担保されている場合の浄化基準の特例等の対応が必要 との考えである。

V.法 改 正 の 動 き

1986年 に改正 され た現行法 は、施行期 間が1994年 まで とな っているため、1992年 夏 ごろ

か ら、議会、EPA、 その他 の関係 者に より法改正の ための動 きが始 ま り、1994年 議会 に政

府提案の法案が提 出された。以下 では、 この政府案 の内容 と、 その後の議会 での審議 につ

いて紹介す る。

1.政 府案の内容

政府案では、1993年 夏 より関係省庁による作業班が設置され、改正法案の準備が進めち

れた。一方、合意形成のための仲介を行 う機関であるキース トーン ・センターにより環境

保護団体、産業界、地方 自治体や市民団体からの参加者を集めた全国検討委員会が組織さ

れ、各関係者の主張のとりまとめが行われてきた。同委員会の報告が1993年12月 に発表さ

れたが、これは、責任者の責任の大 きさに比例 した拘束的な責任配分方式の導入、浄化 目

標設定のための全国基準の作成、住民参加の拡大、人の健康への一層の配慮等を内容 とし
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ている。この案は、各界か らの参加者の意見を集約 したものであ り、全ての関係者 を網羅

してはいないものの・広範な社会的合意のある案 としてEPAや 議会から高 く評価 された。

ゴア副大統領により、政府案はこの委員会の案をできる限 り踏まえることが指示 され、1994

年2月 始めに政府案が取 りまとめ られた。主な項 目は次の とお りである(2)。

(ア)浄 化手法及び浄化基準

浄化基準についてEPAに 一定の化学物質についての全国基準を作成す るように求めて

いる。ただし、個々の浄化対象地域において特別の条件が認められる場合等については引

き続 き個別の リスクアセスメン トにより基準を設定できるとしている。次に、浄化手法に

関しては、現行法が強 く求めている有害物質の除去 と破壊 という条件 を緩和し、コス トを

勘案 し、また将来より有効な処理技術開発の可能性がある場合等について、その敷地内で

の有害物質の封 じ込めの方法 を選択できることとしている。ただ し、特に危険度の大 きい

"h
otspot"に ついては有害物質の除去・硬壊を求めている。また、除去事業の限度額、期

間を引き上げている。

(イ)浄 化責任及びその配分

まず、責任者に関して、汚染地域に関す る被信託者や管理者(custodian)は 、法律上の

所有者又は操業者には当たらないことを明確にしている。また、極めて汚染への寄与の小

さい者(demicromis)は 責任 を問われないこと、家庭廃棄物の排出者及び輸送者の責任 を

全体の事業費の10%ま でとす るとしている。

次に、責任の配分について、中立的な調停者により拘束力のない責任配分割合 を示す仕

組みを設けている。また、責任者不在の部分(orphanshare)に ついては連邦政府が年間

の限度総額の中で支払うこととしている。この責任配分については、前期の検討委員会や

一部産業界はEPAに よる拘束的な配分 システムを求めていたが
、EPA側 が十分な人員 ・

経費がないとして反対していたものである。

(ウ)住 民参加

住民への情報提供の強化、事業プロセスへの住民参加の拡大を定めている。また、各州

ごとに住民情報オフィス(CIAO)を 設置することとしている。

(エ)自 主的浄化及び経済目的の再開発

主に、州による事業者の自主的浄化対策の枠組みを作 るための連邦補助金についての規

定が置かれている。
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(オ)保 険に関する基金の設置

保険会社に対する課税により基金 を設け、浄化責任者が保険会社に費用請求 しないとい

う約束 と引換えに一定の支払いを行い、保険者一 被保険者間の訴訟を抑制 しようという

ものである。

課税額は今後3年 間については年間5億 ドル(財 務省の判断により6～7億 ドルとでき

る)と されている(3)。責任者への支払額は、各州を州法が保険者に有利であるか被保険者

に有利であるかによって3ク ラスに分け、それぞれ被保険者の保険請求額の一定率(20%、

40%、60%)を 支払 うとされている。なお支払の対象 となるのは1985年 以前の汚染行為に

関する責任である。

2.1994年 議会 におけ る審議

政府案 が示 された後、 これをたたき台 として、上下院 の関係委員会、小委員会 で審議 が

進め られた。政府案 は、産業側 と環境側 を含 む検討委員会 の議論 を踏 まえたものであ るこ

とか ら、議会審議 も基本的 に政府案 を踏 まえ、少数 の修正 を加 え る形 で進め られた。浄化

基準の基礎 とな るリス クレベ ルの解釈、地下水 の浄化 に関す る規定等 につ いての修正 が な

されている。

重要 な修正 として、下 院の公共事業及 び輸送委 員会 において加 え られた最低賃金に関す

る規定があ る。 これ は連邦資金が支出 され る事業 の全 てにつ いて、労働局(LaborDepa吐

ment)の 定 め る最低賃金 を保証す る規定(Davis-Bacon法)を 適用 す るとい うものである。

これが実施 されれば浄化事業 費が20～30%上 昇す ると産業 界では予測 している(4)。

また、税に関す る発議権 を持つ下院 の財政委員会(WaysandMeans)で は、保 険会社

へ の課税方法の審議が行 われ8月 に可決 され た。 ここで基金名 は、EnvironmentalInsur-

anceReSolutionFund(EIRF)と された。徴 収額 は年 間8.1億 ドルで総額 は81億 ドル とさ

れた。 当初4年 間につ いては7割 を1968年 ～1985年 の保 険契約に関す る課税、3割 を現在

の関係の保 険契約 に関す る課税 に よるこ ととし、次の5年 間については、65%を 過去の保

険契約への課税 、25%を 過去 の保 険契約への課税 の運用 、10%を 現在 の保 険契約 でス一一パ

ー ファン ド法の責任 を対象 としてい るものへの課税 に よるこ ととしてい る。

しか しなが ら、結果 として1994年 議会 では法改正 に至 らなか った。10月 始め に下院 の中

心委員会 である輸 送及 び有 害物質小委員会委員 長 とEPA長 官 によ り、十分 な審議 時間が
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残されていないため今議会での改正作業を中止するとのコメン トが発表 された。特に障害

となっているとされたのは、ひとつは先に修正 ・追加 された最低賃金の規定に対す る産業

界や共和党側の反対が強 く決着の見通 しがつかないことであ り、もう一つは共和党側か ら・

浄化手法の選択に当たり費用一 便益評価を義務づけるとの提案が示 されているが、この

取扱いがまとまらないことである。後者は、以前から議論されていたが、その評価の範囲

が経済的価値に限られており環境の便益が含まれていないことから、浄化基準 を極めて緩

くするおそれがあるとして環境側か ら強い批判を受けていたものである。

3.今 後の動 き

スーパーフ ァン ド法 自体 の施行期 限は1994年 までで あるが、スー パー フ ァン ド基金 の徴

収が1995年 まで認め られ ているこ とか ら、何 らかの措置に よ り1995年 までは事業実施 で き

るというのが大方 の見方 である。 また、一部 には予算措置がで きれば1996年 まで実施可能

との見方 もあ る。 しか し、 いずれ に して も来年の議会 で再 度法改正 が審議 され るのは間違

いないところであろ う。一方、1994年11月 の議会選挙 に よ り、上 下院 ともこれ までの民主

党優位が共和 党優位 とな る歴 史的 な変化が生 じたが、 これがスーパーフ ァン ド法 をは じめ

として環境 法の改正 内容 に大 きな影響 を及ぼす と予想 されて いる。 このため来年 の改正審

議が今年の法案 をベー ス として行 われ るのか全 く違 った形 とな るのは現在 の ところ全 く見

通 しが立ってい ない。

VI.行 政 レベルでの制度改革の動 き

EPAは 、1991年 秋にスーパーフ ァン ド再 活1生化課 を設置 して、非効率 であ る と批判の強

か ったEPAの 委託事 業の適正化 と、 「スーパー ファン ド事業迅速化 モデル(1992年3月)」

による、調査 ・計画 の効率化、計画 と浄化事業 の並行実施等 の導入 を図るこ ととした。EPA

は、1994年 秋 の段 階で、 これ らの見 直 しによ リスーパー ファン ド事 業が改善 された と評価

している。

また、1993年6月 に、EPA長 官 は行政ベー スでのスーパー ファン ド制 度の改革のための

プ ログラム を発表 した。この実施 のため の検討作業 はほぼ完了 してい るとの ことであ るが、

これ までは法改正作業 の成 り行 きを見守 っていたため公表 されて いない。1994年 議会 で法
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が改正されなかったことを受けて・EPAは ・対応が必要な措置を行政ベースで実施で きる

もの と法的対応が必要なものに分け・可能なものから実施に移す考えである。

vn.お わ り に

スーパーファン ド法は、間接的にも事業活動のあ り方に大 きな影響 を与えた。第1に 、

企業は、廃棄物の処理、処分に大きな注意を傾けるようにな り、 さらに製造工程で、なる

べ く有害物質 を使用、排出させない方向への取 り組みが進められるようになったと言われ

ている。第2に 、土地取引や企業買収、融資等に当たって、環境汚染がないか どうかを調

査する環境監査や、汚染が発見された場合には自主的に対策を行 うことが一般的 となって

きている。

ところで、米国における環境汚染の回復事業の制度 として、他に資源回収保全法に基づ

く是正措置や、燃料の地下貯留タンクについての浄化事業の制度 もあ り、いずれも大規模

である。また、スーパーファンド法の対象 とならない汚染地域に対処す るため、ほとんど

の州でスーパーファンド法類似の制度が設け られている。これらも責任者による対策実施

が中心 となっている制度が多いが、基金その他の公的資金を同時に準備 しているものもあ

り、その財源には一般財源、地方債、有害廃棄物の取扱いに対する課税等が用いちれてい

る。これらの制度が議論 を呼びつつ も着実に実施されていることから、米国民のこの問題

に関する関心の強さとともに、汚染問題の深刻さが伺 われる。

1992年 にEPAが 議会に報告 した「環境保護のコス ト」によれば、西暦2000年 にかけて環

境媒体別の対策費で最 も伸びの大 きいものは廃棄物対策を含む土壌汚染防止コス トとされ

ている。今後、アメリカにおける環境汚染の修復事業がどのように展開してい くのかが注

目される。

(1)Kelly対EPA事 件 、DC連 邦 控 訴 裁 判 所 判 決 、1994年2月4日

(2)InsideEPAsp㏄ialreport,1994.2.2

(3)InsideEPAspecialreport,1994.4.3

(4)InsideEPAVol.15,No.31,1994.8.5
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ス ー パ ー フ ァ ン ド法 に お け る

金融機関の環境汚染 に関す る責任

信澤久美子

1.問 題 の所 在

一っの判決がア メ リカの金融機関 を震憾 させ た。1990年5月 、連邦控訴裁判所 は、United

Statesv.FleetFactorsCorp.事 件(1)に おいて、 「〔融資先〕会社 の有害廃棄物 の処 理 に影

響 を及ぼす能力 を示す程 、施設の財政上 の経営 に参加」した担保権 者す なわち金融機関 は、

破産 した融資先 によって放 置された有害廃棄物 の浄化費用 を負担す るとい う判断 を示 した

のである。この判決は、汚染物質の除去 ・環境 浄化 について定 め たスーパー ファン ド法の

規定 に基づ くもので あったが、判決が出 され るや否や、判決の基準があい まいである等 と

す る各界の反応が起 こ り、EPA(ア メ リカ環境保 護庁)も 即座 に反応 し、1990年9月 に は、

本 問題 に関す る解釈基準 を定め る規則の草案 を・そ して1992年4月 には最 終規 則(2)を 発表

した。このEPA最 終規則は、CERCLA§113(a)、42U.S.C.A.§9613(a)に 基づ く審査(3)に よ

って1994年2月4日 無効 とされた。

本稿 では、金融機関が融資 を行 なった融資先 の工場等が破産 し、 その敷地 内に有 害物質

が蓄積 または浸透 して残 された場合の、金 融機関の土地浄化責任 につ いて論 じたい。

II.ス ーパ ー フ ァ ン ド法 と金 融 機 関

1.ス ーパ ー ファン ド法に よる環境浄化

スーパーフ ァン ド法 とは、アメ リカ連 邦政府 が国内の有害物質 による汚染地域 を特定 し

これ を浄化す る目的の ために作 られ た法であ る。CERCLA及 び これを修正 す るSARAを

総称 してスーパー ファン ド法 と呼ぶ(4)。 スーパー ファン ドと呼 ばれ るのは、政府が巨額 の

(1990年 末か ら4年 間の予算が51億 ドルであ る)基 金 をもって浄化 を行 な うか らであ る。

政府(EPA)は 、有害物質に汚染 された または汚染 され るおそれのある土地の立入調査 を
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行 ない、 危険度 を評価 し・優先順位 を決め て、有害物質の除去 または浄化 を行 な う。政府

は自ら浄化 を行 ない、 その費用 を汚染 の責任主体 に求償 す ることもで きるし、汚染 の責任

主体にEPAの 監督下 において 自ら浄化 を行 なわせ るこ ともで きる。 この連邦 レベ ル での

スーパー ファン ド法のほか に、州 のレベル にお いて も、大半の州 にお いてスーパ ーフ ァン

ド法が制定 されてい る。一方、 日本 において も、土壌 汚染や 地下水 汚染 は問題 となってお

り、神奈川県川崎市や秦野市では、指導要 綱が作 られた り、条例 が起 草 された りしてい る。

スーパ ーフ ァン ド法 にお いて、浄化 の費用 を負担 しな くてはな らない責任 主体 は大体以

下の通 りであ る。(1)汚染施設(建 物 または敷地)の 現在 の所有 者 または運 営者(owneror

operator)、(2)有 害物質が処分 され た施設の その処分 当時の所有者 または運営者、(3)他の者

が所有す る施 設にあ る有害物質の処分 または処理 について取 り決 め、 または運送業者 に処

分 または処理 を手 配 した者(arranger)、(4)自 ら選 んだ処分 ・処理施 設や焼却場へ運ぶ もの

として有 害物質 を受 け取 った者(transporter)。 但 し、その処理施設 等か らの漏出または漏

出の危険に よって対 応費がかか った場合 に限 られ る。(CERCLA§107(a),42U.SC.A.§9607

(a))(5)。

また、責任 の性質 は厳格責任 であ り、連帯責任であ る とされ る。

2.ス ーパ ー ファン ド法 と金融機関(6)一 担保権者除外規定

CERCLA§101は 、CERCLA中 で使用 される用語 を定義 してお り、問題 とな る 「担保権

者除外規定 」はdERCLA§101⑳(A)(42U.S,C.A.§9601⑳(A))に ある。§101⑳㈹ は 「所有者

または運 営者」 を定義 してい るが、以下 の者 は 「所 有者 または運営 者」 に含 まれない とす

るので ある。すなわち 「陸海上施設 の経営 に参加 す るこ と無 しに、 主 として施 設におけ る

自らの担保 利益 を守 るため に所有権 の徴退(indiciaofownership)を 持つ者」がそれであ

る。 この いわゆ る 「担保権者 除外規定」 の融 資先施 設の経営へ の不参加 とい う要件 を満 た

す金融機 関は施 設の 「所有者 または運営者」に当た らないので、前述CERCLA§107(a)(1×2)

の適用 を受けないため責任 を逃れ るこ とが で きるのではな いか とい う観 点か ら、「経営へ の

不参加 」 とい う要件 が裁判上争点 となっている。

しか しなが ら、 この 「担保権者 除外規定」が設け られた 目的は、 少 し離 れた ところにあ

る とされ る(7)。 立法過程 におけ る議論 において、この規 定 はア メ リカのモーゲ ッジ法 にお

け る各州 間の不統 一 を解決す るため に置か れた ものだか らであ る。 ア メ リカではモー ゲ ッ
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ジを行 な う際 に権原の債権 者へ の移転 を必要 とす るタイ トル ・セ オ リーの州 と権 原の移転

を要 しない リーエ ン ・セオ リーの州 が存在 し、 タイ トル ・セオ リーの州の担保権 者は まさ

に所有権 の徴退 を持つ ことにな るのであ る。 この ようなタイ トル ・セオ リーの州 の担保権

者 を 「所有者」の責任か ら切 り離す ために 「担保権者 除外規定」は規 定 された。 とはいえ、

リーエ ン ・セ オ リーの州 において も 「担保権者除外規定」 の 「経営参加 」 を争 点 とす る判

例 もあ り、両 セオ リー の州が別異 に取 り扱われ る必要は全 く無 い。「担保権 者除外規 定」は、

立法時 においては担保権 者一般 を責任 か ら除外す るため に規定 され たのでは無か った とい

うことがここでは指摘 できるにす ぎな い。

金 融機 関 を担保不動 産 の浄化へ と結 びつけ る制 定法 上 の根 拠 は、前述 の よ うにCER-

CLA§107(a)(ま た は州 の スーパ ー フ ァン ド法)で あ るが、 この 問題 は融 資 者 責任(8)

(LenderLiability)の 一分 野 として論 じられてい る。融資者責任 とは、金融機 関が様 々な

場合 において如何 なる義務や責任 を負 うか、す なわち、金融機関の社会 的役 割 とは何か と

い うこ とを、諸法律根拠に渡 って横 断的に考察す るものである。例 を挙げ ると、低 い利率

を提示 してお きなが ら、融資 を行 な う際 に高い利率 での貸 し出 ししか認め なかった場合(9)

や、融資先 を破産 させ たこ とに責任 が有 るとされ、他債権者 の債権 に対 して、 自己の債権

が劣後化す るとされるよ うな場合 等が ある。本稿 の問題意識 は、如何 なる場合 に金融会社

は融資先企業 の環境汚染費用 を負担 しな くてはな らないか とい うこ とにな り、後者の例 に

近 い。

では、次 に、判例 を通 して融資者の環 境汚染 に対す る責任 につ いて考察 したい。以下 に

挙 げ る判例 はCERCLA§107(a)に 拠 って、融資者の責任 が問われた事案 である。州の スーパ

ー ファン ド法やニ ューサ ンス法等の他 の責任根拠 に基づ く判例 は含 まれて いない。 また、

訴訟への被告 に よる第三者引込みのために、訴訟当事者(汚 染施設の操業者、複数の金融

機 関、土地の貸主、株主等)が 多 くな り、 これが融 資者 の責任 に影響 を及ぼ して いるので

はないか とみ られ る判決、summaryJudgmentで あ る等 の理 由によって事 実関係が明確 で

はない判 決等が含 まれているこ とをあわせ述べ てお く。

III.判 例 分 析

1.InreT.P.LongChemicalInc.(10)

一86一



ゴムの リサ イクル を行 なっていた化学会社が破産 法7章 の破 産 をした。会社 の株 は役員

であるLong氏 が持 ってお り、 敷地 は一族 が所有 していた。EPAは 敷地 に埋め てあ った

(Long氏 が埋 めた と思われ る)有 害物質入 りドラム缶約90個 と周辺 の土壌 を除去 し、その

除去費用 は約24,000ド ルであった・BancOhioは す でに40,000ド ル を管財人か ら受 け とっ

てお り、破産財団には29,000ド ル しか残 ってお らず、しか もその半額近 くにBancOhioは

担保権 を有 していた。EPAはBancOhioが 担保権 を有す る財 団財産か らの費用支払 を求

めて訴え をお こした。

これに対 して裁判所 は、BancOhioはEPAの ドラム缶除去 か ら利得 してお らず、また、

化学工場 の経営に参加 していない ことは争 いが無 いので、EPAの 請求 には理 由が無い とし

た。

本判決 では、土地の所有 者はLong－ 族であ り、EPAの 浄化 によって土地の価値 の上昇

という利益 を受け るのはLong－ 族 で あった と考 え られ、 これが判決 の原因である と思わ

れる。

2.UnitedStatesv.Mirabile(11)

本件 において破産 した塗料 製造会社 に融資 していた被告金融機関 は3社 あ り、破産会社

への関わ りか たは異 なる。その うちの1社 がABT社 であ り、破産会社 の前身 である会社 に

破産の7年 前か ら融資 をし、その融資の一部分 は工場敷地 に よって担保 されていた。ABT

社は競売 で敷地 を落札 し、最 終的 にMirabile夫 妻 に土地 を譲渡す る まで4ケ 月の間、工場

の窓 を板張 りし鍵 を替 え、敷地 内に散 らば った有害物質入 り ドラム缶の処理費用 を見積 り、

購入 しそ うな客 に敷地 を案 内 した りしてい た。所有権 を取得 したMirabile氏 は散 らば っ

た約550個 の ドラム缶 を倉庫 の 中へ整 理 した。しか し、EPAの 調査 の結果、ドラム缶 は腐食

してお り、倉庫への侵 入者の形跡 もあったの でEPAは 即座 に敷地 を浄化 した。費用 は約

250,000ド ルであった。

裁判所 はABTに 責任が ある とす るためには、「運営、生産、または廃棄物処理活動への

参加」が重要 であ り、 「廃棄物処理行動へ の単 なる財政上の コン トロー ル可能性」では十分

でな く、「少 な くとも、施設の 日々の運営上の局面 に参加」 してい る必要が あ るとした。

本 判決 では、3金 融機関が貸付け た金額 については明 らかでない。裁判所 が金融機 関の

経営へ の積極的介入 を帰責根拠 に しているか らであ る。(現 にMellonBankに 関 しては積
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極的介入 について事実問題 に関す る真正 な争 点が あ るとしてsummaryjudgmentは 認 め

られていない。)また、ABTの 落札価額、Mirabileへ の転 売価額 も明 らか でない。しか し、

事実関係か らすればMirabileが ドラム缶の状態 を承知 の上 で敷地 を買 った、すなわち、ド

ラム缶 の除去費用 は売買価額 に折 り込 み済みであった可能性 は否定で きない。Mirabileの

浄化責任 につ いて(12)裁判所 は結果 が第三者 の介入行為 のみに基づ く場合 は免 責 される と

してい る。(CERCLA§107(bX3),42U.S.C.A.§9607(b)(3))裏 返せば、 それ以外免責 されない

とい うことである。 しか し、 この浄化責任 が価額 に折 り込み済みで、価額 がその分 引 き下

げ られていればMirabileは 損 も得 もしない。この場・合、浄化費用 を実 質的に負担 してい る

のは、担保施設 が汚染 によ り高 く売れず、 融資が回収 で きなか った金融機 関であ るとい う

ことにな る。

3.UnitedStatesv.]MarylamdBank&TrustCo.(13)

・事実 の概要

MarylandBank&Trust(以 下MB&T)と その融資先 であ るMcLeod氏 が経営す る

ゴ ミ処理、下水施設会社 との関係 については争 いが あ り、詳細は明 らかでない。 ゴ ミ処理

会社 は1944年 か ら操業 してお り、MB&Tは これ と商業上 の関係 を有 してお り、1970年 代 に

融資 をしていたこ とは争 いがない。MB&Tは 融 資先が ゴ ミ処理会社 だ と知 っていた。

1972～73年 の 間 に経 営 者McLeod氏 は有 害物 質 を敷 地 に捨 て るの を許 した。1980年 に

McLeod氏 の息子 は親か ら施設 を買 うためにMB&Tか ら335,000ド ル の融 資 を受け た

が、す ぐに支払不履行 し、MB&Tは 担保権 を実行 して381,500ド ルで落札 、所有権 を取

得 した。1983年 にMcLeod氏 の息子の通報 によって有害物質 の投棄が判明、EPAが これ を

浄化、237の有害物質 入 り ドラム缶 と1180ト ンの汚染土壌 を除去、費用約551,000ド ル をMB

&Tに 訴求 した。

・判 旨

連邦の主張はMB&Tは 施設の所有者 であるか らCERCLA§107(a)(1)の 責 任者 にあた

る とい うものであ り、これに対 してMB&Tは 二通 りの抗弁 をして いる。一つ は§101⑳(A)

担保権 者除外規定 であ り、一つ は§107(bX3)「第三者の抗弁 」で ある。 まず、 担保権者 除外

規定につ いて裁判所 は以下 の ように述べて、連邦 の請求 を認容 した。§101⑳㈹ にい う担保

権 は浄化の時点で存在 していなければ な らないがMB&Tの 担保権 は担保権 が実行 され
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競売 された時に消滅 し完全 な所有権 となった。MB&Tが 浄1ヒ責任 を負わない とす るなら

ば、競売において他 の競争者 たちは浄化責任 を嫌 うためMB&Tは 物件 を安 く手 に入れ、

納税者の負担において連邦が浄化 を した後 はこれ を高い値 で売 ることがで きる。金融機関

は浄化責任 を保 険の 問題へ転化 す るこ とが できるし、 担保不動 産の潜在 的問題 を調査 ・発

見 し慎重な融資 をす るこ とで 自らを守 るこ ともできるのであ る。次 に 「第三者 の抗弁」 に

っいては裁 判所 は、事実 問題に関す る真正 な争点があ る として、連邦 のsummaryjudg-

mentの 申立てを棄却 した。§107(bX3)は以下の ように規定す る。被告 の被用者 または代 理人

ではない、 または直接 間接 の被告 との契約関係に関連 してその行為 がな されたのではない

第三者の行為 のみに よって有害物質 の排 出 とそれに よる損害 が生 じた こ とを証拠 の優越 に

ょって示 した者 は§107(a)の責任 を負 わない。す なわち、有害物質 に関 して相 当の注意(due

care)を 尽 したこ と及 び第三者 の予見 される行為 とその行為 か ら生 じると予想 される結果

に対 して予防措 置 を講 じたこ とを証拠 の優越 によって示 した場合 がそ うであ る… と。本件

においては、MB&TとMcLeodと の契約 関係 の性質及 びMB&Tの 行動 の合理性 につ

いて事実問題 に関す る真正 な争点が存在す る。証拠は有 害物質 が捨て られた1972年 か1973

年 の未払 いロー ンの存在、MB&TとMcLeodと の契約 ・ビジネス上 の関係 を明 らか に

していな い。 また、MB&Tの 行動の合理性につ いては、MB&Tが 有害物質 の存在 に

っいて知 っていたか どうか には争 いがあ り、投棄 物へ のア クセス可能 性、投棄物が可視か

そ うでな くとも識別 で きるものか どうか も明 らかでない。よってMB&Tが 相 当の注意 を

尽 したか どうか を決定す るこ とはで きない。

・検討

本件では§107(a)の責任 を妨 げ る抗弁 として§101⑳(A)の担保権 者除外規定のほかに§107(b)

(3)の第三者の抗弁が主張 され た。担保権 者除外規定 につ いて裁判所 はMarylandが モー ゲ

ッジにつ いて タイ トル ・セオ リー を採 る州 であるこ とと、担保権 者除外規定 の沿革 につ い

て敷桁 しつつ、競売の後はMB&Tの タイ トルは完全 な所有権 とな ったとして担保権者 除

外規定の適用 を否定 した。判 旨で はMB&Tが 競落後4年 間所有権 を保 持 し続けていたこ

とがMirabile判 決の ように即座 に所有権 を移転 したケー ス とは異 な る結論 を導 いた原 因

であるかの ように述べ ている ところが ある。しか し、前述 のよ うにMirabile判 決 では浄化

費用 を実 質的に負担 したのは金融機関 ではなか ったか とい う疑 いがあ り、 また、競落後 は

完全な所有権 であ るとい う判 旨の論理構造か らして も、4年 間の所 有権保 持 を要件 と考 え
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る必要 はない。

本 判決の特徴 は§107(bX3)の第三者の抗弁の解釈 にあ る。 §107(b)は§107(a)で規定 され た責

任 の免 責要 件 を定 めてお り、 その要件は責任 原因が不可抗力(actofGod)、 戦争行為(act

ofwar)、 または第三者の行為 のみに基づ く場合 とな っている。一般 にこの条文 の適用が認

め ちれ るのは大変 に厳 しいの ではないか と思 われ るが、本判決 はこれを実質的 に判断す る。

すなわ ち、融資先 は銀行 に とって第三者 とい えるか否 か、融 資先 と銀行の契約上 ビジネス

上の関係 は どの ような性質 の ものか、銀行 は相 当の注意 を払 い、予 防措 置 をとったか ど う

かで あ り、結局、 どの ような銀行 が どの よ うな融資先に対 して、環境汚染 とい う結果 を防

ぐために どの ように行動す る義務 を負 うか を問題 にす るのであ る。本件 におけ る判断 の結

果 については、残念 なこ とに、 その後の事実 審理 の結果が判例集 には見 あた らないために

不明であ る。

4.「 善意の土地所有者の抗弁」-innocentlandownerdefense

ところで、1986年SARAに よるCERCLA修 正 でCERCLA§107(b)(3)は 実質的 に修正 を

受け た。§107(bX3)の 「契約 上の関係 」とい う語の定義規定 を§101㈲(42US.C.A.§9601倒)

に置 くこ とに よって 「善 意の土地所有 者の抗弁」といわれ るもの を創設 したのであ る。「契

約上の関係 」には様 々な土地譲渡契約が含 まれ、 この契約 関係が 土地譲受 人であ る被告に

とって汚染 された土地 の譲渡人 を第三者 とす るこ とを阻み、被告 土地譲受 人が第三者 の抗

弁 を主張す ることを不 可能 に しているの であるが、一定の場合 に被告 土地譲受人 にこの抗

弁 をす ることを認 めたのである。す なわち、(i)汚染 された施 設 を取得 した時に被告が有害

物質が施設に廃棄 されてい ることを知 らず知 る由が無か ったか、(ii)被告が 国庫帰属 な公用

収用にお いて施 設 を取得 した政府機関 であるか、㈹被告が相 続に よって施 設を取得 した場

合 で、§107(b)(3Xa)及び(b)の相 当の注意 を払 い予防措置 を講 じた ときがそれ であ る。(CER-

CLA§101倒(A))(i)の 被告 が有害物質の廃棄 を知 る由が無か った ことを立証 す るためには、

被告は取得 時に善 き商業上 または慣習上の慣行 に従 って以前の土地 の所有権や使用法 につ

いてあ らゆ る適切 な調査 を行 な う必要が ある。 これ につ き、裁判所 は以下 の ことを考慮に

入れ るこ ととす る。被告 の側 のあらゆる専 門的知識 ・経験、購 入価格 と汚染 されていなか

った場合の土地の価値 との関連、一般 に知 られ または合理 的に確 認 され得 る土地 に関す る

情報、適切 な調査 に よって汚染 を発見す る能力。(§101岡(B))ま た、被告 が土地 を所有 中に
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有害物質の漏出 または漏 出のおそれにつ いて現実に知 っていなが らその後その知識 を開示

す るこ と無 く他 の者 に土地 の所有権 を移転 した場合は・その よ うな被告は§107(a)(1)に基づ

き有責 とされ§107(b)(3)の抗弁 は主張 で きない。(§10105)(C))

この善意の土地所有者 の抗弁 の融資者 である金融機 関への適用可能 性は二通 り考 え られ

る。第一 に、担保不動産 を競落 し不動産 の所有者 となった場合 に§10105)㈹(i)の有害物質の

存在の不知 または§101㈲(B)を立証 して知 る由が無か った こ とを主張 し、かつ 、相 当の注意

と予防措置 をとった ことを立証す ること、第二に、競落 した不動産 を売 った場合 に§101陶

⑥の開示義務 を負 うこと、 である。第一のケー スはMaryland事 件 にあてはま り、第二 の

ケースはMirabile事 件にあ ては まる。第一一のケー スであ る銀行が 自ら担保 不動産 を取得

した場合、 この善 意の土地所有者 の抗弁 を適用す るこ とに は疑問が ある。条文の体裁 を見

て もわか るよ うに この条文 は事前 の関係 が無い者 どうしの一 回 きりの売買契約 を前提 とし

ているのであ り、 た とえ適用 があ るにせ よ、土地取得 当時廃棄 を知 らず知 る由が無か った

こ との立証 は事 前の関係 があ ることか ら難 しいのではないか。Maryland判 決の述べ るよ

うな、 融資先 と銀行 の契約上取 引上 の関係、銀行 の側の相 当の注意 ・予防措置 を考慮 す る

という判 断枠組みのほ うが問題 を正面か らとらえている と思 う。 また、 この善意の土地所

有者の抗弁 は土地 を取得 した者が主張す るものであ り、浄化 費用 が土地の価値 よ り高 くな

りそうな場合 果た して銀行 が競 売において土地 を取得す るだろ うか とい う問題が あ る(14)。

銀行 が土地 を取得 しない場合 、 この条文 で黒 白をつ けるこ とは不可能 である。銀行 が競 売

を故意に遅 らせ 、政府に土 地 を浄化 させ 土地の価値 を高め てか ら競売す る とい う問題 も存

在す る(15)。もっ とも、銀行 が融資 を行 なう前か ら担保不動産 が もともと汚染 されてお り、

融資先企業が新 たに有 害物質 を廃棄 す るようなこ とも無か った場合 には、融資の時に銀行

は善意であった として善 意の土地所有者の抗弁 を主張す るこ とは、 法文 を取得時か ら融資

時 と読 み替 える という無理 はあ るが、可能であろ う。

次に、銀行 が土地 を取得 しこれ を売 った場合 であるが、 これはMirabile事 件 と重 なる。

この場 合、 §10105)(C)によって銀行 が有 害物質 の漏 出 または漏 出のおそれを知 りなが らこの

こ とを開示せず売れば浄化 費用 につ き責任 を負 うとされ る。また、買主で あるMirabile側

は善 意の土地所有者の抗弁 を主張す るだ ろ う。(現実 には修正 前の§107(b)(3)を主張 したので

あるが。)買主 は有害物質の廃棄 を知 らず知 る由が無 いこ とを主張 し、適切 な調査 を行 な っ

たことを主張 し、裁判所 は買主の専 門知識 ・経験、購入価格 、一般 に知 られた土地の情報、
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買主の調査能力を考慮することになる。土地の正当な評価額より著 しく購入価格が安 い場

合には、銀行は有害物質を買主に売ることによって処理 しようとしたこと及び買主が浄化

責任 を引受けたことが推定されるだろう(16)。

スーパーファン ド法上の責任は厳格責任であ り連帯責任であるとされているが、第三者

引込訴訟やこのような善意の土地所有者の抗弁によって、責任者を具体的に絞 りこもうと

いう傾向がみられる。複数の責任者が存在する場合にどのような順にどのような割合で責

任が認められるのかが融資者の責任にも影響 を及ぼすのである。

5.UnitedStatesv.FlleetFactorsCorp(17)(FleetFactorI)

・事実 の概要

FleetFactor事 件 の第一審 である。染物会社SPWは1963年 か ら1981年 まで操業 した。

1976年 にフ ァクタ リング会社Fleetは 売掛債権 の譲渡 を受 け、SPWに 融資 を行 なった。担

保 として この他 にFleetは 全てのSPWの 設備 、在庫、備 品及び工場施設 に担保権 を有す る

ことになった。1982年 にFleetは 設備 と在庫 につ いて担保権 を実行 したが、不動産 につ いて

は結局 担保権 を実行 しなかった。施 設は現在税金の滞納 に よって州 当局 の所有 となってい

る。

1979年 にSPWは 破産法11章 の会社 更生の 申請 をし、1981年 に操業停 止、Fleetは 債権 の

回収 を続けていたが、1981年12月SPWは 第7章 の破産 を宣告 され破産管財 人が選任 され

た。Fleetは 設備 と在庫 の一部分 につ いて担保権 を実行 し、Baldwin清 算会社 に競 売 を依

頼、Baldwin社 は担保 物 をその場現状渡 しで売 り、移動 は購入者 の責任だ った。1982年8

月、Fleet社 代表 はNix氏 に売れ残 りまたは移 動 され なか った設備 を移動す るこ とを許 し、

敷地 をほ うきで掃 いた状 態にす るこ とを命 じた。1983年12月 までにNixは 施 設 を去 った。

以上 の事実 について争いは無 い。連邦の主張 に拠 ると、Baldwinは 競売前 に施 設にあった

ドラム缶 を競売が行 なわれ るエ リアか ら動か し、設備 の購 入者 またはNixは 設備や機械 を

つ ないでい たパ イプのアスベ ス トをま き散 らした。1984年1月EPAは 施設 を調査 し700本

の有害物質入 り ドラム缶 を発見 しこれ を除去、 トラ ック44台 分 のアスベ ス ト含有物 を除去

し埋立て した。この費用は約400,000ド ルだった。連邦 はSPWの 総株式 を半分 ずつ所有す

るHorowitz及 びNewton氏 と、Fleet社 に この費用 を請求 して訴 えを提起 した。

・判 旨
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42U.S.C.§9601⑳(A)旬 の所有者 または運営者 の定義 に よ り税金滞納 によって政府 に施設

の所有権が移 った場合 には直前 に施 設 を所有 または運営 して いた者が所有者 または運営者

とみな されるが、Fleetは 直前 に施 設 を所 有 または運営 して いなか ったので§9607(aX1)の現

在の所有者 または運営者 にあた らな い・§9607(aX2)の有害物質処 分 当時 の施設の所有者 また

は運営者 にあた るか どうか、§9601⑳ω の担保権者除外規定の適用 を受 けるか どうかにつ い

ては、Baldwinが 施設 で競売 の準備 を始 めてか らNixが 施設 を離れ るまでの間の事実 に争

いがあ り、連邦及びFleetのsummaryjudgmentの 申立ては認め られ ない。SPWの 株主

であ るHorowitzとNewtonは §9607(aX2)に よ り ドラム缶 の除去 費 用 につ いて責任 が あ

る。アスベス トに関 しては事 実 に争 いが あ り、連邦 のsummaryjudgmentの 申立ては認め

られない。本件 は中間上訴 を認 め る。

・検討

判 旨はFleetを §9607(a)(1)の現在 の所有者 または運営者に あた らない とした。 §9607(aX1)

にあた らない理 由 としては、Fleetが 担保権 を実行 しなか った こ と、Nixが 施設 を離れ た

1983年12月 以降Fleetも いか な るFleetの 推定的代理 人 も施 設 に近づ いた りコン トロー ル

した り活動 に従事 した りしていない こ とが挙 げ られて いる。§9607(a)(2)につ いては、担保権

者が責任があ る とされ るために は、Mirabile判 決の示す 日々 の経 営参加 が必要 であ る と

し、FleetがSPWに 融資 を始 めてか らBaldwinが 競 売の準備 を始 め るまではその よ うな

レベ ルでの経営参加 は認め られ ないが、Baldwinが1982年6月 の競 売の準備 をす るため

に施 設に立入 り、Nixが1983年12月 に最終的 に施設 を去 るまでの間のFleetの 施設 におけ

る行動 につ いてはsummaryjudgmentを 妨げ る事実 に関す る真正 の争点があ るとした。こ

の事実 とは具体 的にはBaldwinが ドラム缶 を移動 したこ と、機械 の購入者やNixが アス

ベ ス トをまき散 らか したこ と等 を指 している。

6、UnitedStatesv.FlleetFactorsCo叩.(18)(FleetFactorII)

FleetFactor事 件の控訴審 である。

・判 旨

Fleet及 びFleetの 推定 的代理 人は1983年12月 以降施設 とは無関係 で あ りFleetは §9607

(a)(1)の現在の所有者 または運営者 にあた らない。§9607(a)(2)の有 害物質処分 時の 「運営者」

と§9601⑳㈹ の 「経営への参加」 は同一 の意味 ではない。 「担保権 者は運営者であ るこ と無
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しに、会社 の有害廃棄物 の処理 に影響 を及ぼす能力 を示す程施設 の財政上 の経営 に参加 す

るこ とに よって§9607(aX2)条 の責任 を負 い得 る。」 日々の運営 に関与 した り、有害廃棄物に

関す る経営上 の決定に参加す るこ とまで必要で は無 く、「施設の経 営へ のその関与が、担保

権 者が そうしようと思 うな らば有 害廃棄 物の処分 決定に影響 を及ぼ し得 る と推定 され る程

十分 に広い もの であ る場合 には、担保権 者 は責任 を負 うだろ う。」

1976年 か らSPWが 活動停止 した1981年2月 まではFleetの 関与 は担保 権 者除外規定 の

範囲 内で あった。それ以降、Fleetの 関与 は増 え、商品の顧客へ の輸送 につ きFleetに 許可

を得 るようにSPWに 命 じ、過剰在庫の価 格 を決定 し、いつ誰 に商 品を送 るか命 じ、いつ従

業員 をやめ させ るか決定 し、管財 人の敷地での行動 を監督 し、SPWの 雇用や税 に関す る書

類 を受け取 り、また発行 し、施設へ の接近 をコン トロール し、SPWの 機械類 を処分 す るた

めにBaIdwinを 雇 った。この よ うな事 実が立証 されれば、Fleetは 担保権者 除外規定の適

用 を受け ない。FleetがBaldwinと 契約 した1982年5月 か らNixが 施設 を去 る1983年12月

までにつ いてのFleetの 行動 は、担保権者除外 規定の範囲外 である上 に、§9607(a)(2)の運営

者の責任の範囲 内で さえある。 よって破 棄差戻。

・検討

このFleetFactorII、 控訴審判決 は担保 権者除外規 定の 「経営参加」 とい う概念 は、§

9607(a)(1)の 「運営者」 とい う概念 よ り広 い とす る。判決が言 う 「廃棄物 の処理 に影響 を及

ぼす能力 を示す程 の施 設の財政上の経営へ の参加」 という概念 は、文字通 りに読め ば、 多

額の融資の こ とを指す ように思 われ る。「そ うしよ うと思 うな らば有害廃棄物 の処分決定に

影響 を及ぼ し得 る」 とい う表現か らもその こ とが明 らかな ように思われ る。 しか し、判決

のその他の論述、本件事実へ のあてはめの部分 を合 わせ読む と、 「経営参加 」の概念 は漠然

とし始め るの である。すなわち、判決 はこの ような経営参加概念 をとることに よって、担

保 権者が責任 を負 うこ と無 く債務者の ビジネスを監視 し、担保 利益 の保護 に関す る臨 時の

別個 の財政上の決定に関与す るこ とが で きるとす る。また、判決 はロー ン契約時 にはCER-

CLA上 の責任 を不適切 な処理施 設 を持つ債務 者 に負 わせ ることをロー ンの条項 に入 れ る

こ とが で きる とし、債権者はCERCLAの 潜在的責 任者であ るこ とによって処 理施 設 を監

督す る動機 にな るとし、担保権 者の施設へ の関 与が除外規定の適用 を受 けない程広 くなれ

ばこれは廃棄物 問題へ取 り組 む強い誘 因にな るとす るのである。 しか し、判決 の言 う債権

者 の関与 で きる財政上の決定の範囲 は明 らか でない し、CERCLAの 責任 を他の者 に負 わ
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せ るという約定 は無効 であ る可能1生が あ り、た とえ当事者 間では有効 であるにせ よ融資先

が破産すれば問題に ならないだ ろ う(19)・また、判決 の事実へ のあてはめ は もっ と奇妙で あ

る。判決 は担保権者 除外規定 の適用 を受 けないFleetの 関与 として、SPWが 活動 を停 止 し

た1981年2月 か ら1982年5月 に至 るFleetの 行動 を詳細 に挙 げてい る。しか し、判決の定義

す る 「財 政上 の経営への参加 」 とい う概念は この ような具体 的な作為行為 では無 いはずで

あ り、このあてはめにおけ るFleetの 行動 はむ しろMirabile判 決 の 日々の経営関与 とい う

要件 になじむかの よ うで ある。この よ うなFleetFactorIIの 判 旨のあい まい さが以降の論

議に影響 を与 える。EPA最 終規則 では融資者一般 が融資先一般 に対 して どの ような時点に

おいてどの ように行 動す るこ とが経営参加に あた りまたあた らないか とい う融資者の行為

基準が明示 された。結局、Fleetの 上訴は棄却 され、EPA最 終規 則施行後 に差戻審判決が

出され た。

7.Guidicev.BFGEIectmplatingandMFG.Co.,1皿c(20).,InreGergsoeMetal

Corp(21).

EPA最 終規 則前の判 決 として は この他 にGuidice判 決及 びBergsoeMetal判 決 が あ

る。Guidice判 決 では、最終的 に融 資先が破産 しその担保不動産 を銀行 が競 売で取得す る以

前11年 間に渡って融資 を続け て きた銀行 の責任 が問われた。判 旨は担保不動産取得前の銀

行 の行為は担保権者除外規定 の範 囲内である とし、取得 後は所得 者 となるため担保権 者除

外規定の適用 を受け ない とした上 で、銀行が§9607(a)(2)の有 害物質処 分当時の所有者 であっ

た時漏 出があったか ど うか事実 を判 断す る。すなわ ち、銀行 は施 設所有 中に施 設内に有害

物質 の入 った ドラム缶が あったこ とを知 ってお り、 ドラム缶のブ タは無 くさびてお り、天

井か ら雨漏 りが し床 は割れ、床 にた まった液体 は敷地 を囲む横 溝に掃 き込 まれていたこ と

か ら、漏 出の事実 があった とす るのであ る。このGuidice判 決 はMaryland判 決 に似 た論

理構成 を とるが、所有者 であ り漏 出があれば即 責任 があ るとして い るところがMaryland

判決 と異 なる。Maryland判 決 は融 資先 と銀行の関係や銀行 の相 当の注意 ・予防措置 を判断

すべ きであ るとす るか らである。 これは、両判決において銀行 と融資先の もともとの関係

が異 なるこ とに起 因す るの ではないだろ うか。BergsoeMeta1判 決では破産 した鉛 リサ イ

クル会社 の敷地が有害物質 で汚染 されていた。 この浄化 費用 を請求 され訴 えられた破産会

社 の親会社 が破産会社 に融 資を した地方 自治体 設立の港 湾公社 を第三者引込みで被告 とし
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て訴えた。裁判所は港湾公社は担保利益 を守 るために所有権の徴退を持 ったのであ り、経

営参加 というには何 らかの現実の参加が必要であるが港湾公社は破産 した会社の経営に何

らの参加 もしなかったので責任は無いとした。本件では親会社は破産会社から債権 を回収

したことについて管財人等か ら訴えられ、原告管財人 らは申立てを親会社の浄化責任の確

認判決へ と変更 している。本件では、このような事実が判決の結論に影響 したのではない

だろうか。

8.EPA最 終規則(22)

1992年4月EPAは 担保権者除外規定 の解釈 の基準 を示す規 則 を発表 した。 その中心 は

経営参 加の基準に ある。規則 は経営参加 にあたる行為 を一般的に定義 した後 で、融 資開始

以降の各時点 で担保権 者に許 され経営参加 にあた らない とされ る行為 を例示 す る。 前者 の

一般 的基準に拠 る と、経営参加 とは施設 の経営や運営業務へ の現実 の参加 を意 味 し、単 な

る影響 を与 え得 る能力や施 設運営 を コン トロー ルす る権利の不行使 は含 まれない。債務者

の環境上の遵守事項に意思決定的支配 を及ぼ した場合、債務 を負 った会社 の支 配人(man-

ager)に 匹敵す るレベ ルの支 配力(control)を 行使 し、例 えば環境上 の遵守事 項 または会

社 の(財 政上 ・管理上 とは対照的 な)運 営上 のあ らゆ る局面に関 して全面 的な経営責任 を

引 き受け たよ うな場合 は経営参加が あ るとされ る。経営参加に含 まれない財政上 ・管理上

の局面 におけ る職務 としては、信用調査(creditmanager)、 債権 回収(accountspayable

manager)、 人事(personnelmanager)、 会計検査(controller)、 財務 主任(chief丘nancial

ofHcer)が 挙 げ られて いる。後者の各時点 で担保権者 に許 され経営参加 にあた らない とされ

る行為 を時間の順 に追 って説明す ると大体以下 の とお りである。融 資開始 時融資者が施設

の環境調査 を 自らしまた債務者 に要求 し、債務者 に施設 の浄化 または適用 され得 る法律 の

遵守 を要求す るこ と。債権 を管理 している間 は債務 者 に施設の浄化 ・法律 の遵 守 を要求 し、

施設 を監督 ・調査 し債務者 のビジネスや財政状況 を監督 ・調査す る権 限 を確保 し行使 し、

債権 または担保 利益 を管理 す るため適切 なその他 の行為 を とるこ と(例 えば債務 者 自身に

よる契約条項 中の約束 を守 るように要求す るこ と)。担保権 実行 以前 に債務者 の債務不履行

を防 ぎ担保価 値の減少 を防 ごうとす る債権 者の行為 はworkoutと 呼 ばれ るが、 これは先

に述べ た一般基準の経営参加 にあた らない限 り許 され る。workoutに 含 まれ る行為 の例 と

しては担保 条項の再協定、割増利 息の要求、支払 いを猶 予す るこ と、債務者 の債権 の回収、
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財政上のまたはその他の助言をす ること・法律によって付与されたか債務者の約束に基づ

くあらゆる権利 ・救済方法の行使、が挙げられる。また、EPAの 現場責任の監督下で行為

したような場合はCERCLA§107(d)(1)(23)に 基づ き、経営参加にあたらない。最後に担保権

実行以降については債権者は担保物件 を取得することは許 されるが、これを売ったり再 リ

ースしようとしていることが必要である。債権者は担保権実行後12ケ 月以内に施設をその

ような不動産 を扱う業者の りス トに載せ るかまたはそのような施設の売買に適 した月刊誌

や施設のある地域の一般的発行部数の新聞に売 り出しの広告 を載せ ることによって自らが

投資目的ではな く担保利益を守 るために所有権の徴糠 を持ったことを立証する必要があ

る。また債権者は公正な対価での買入れの申し込みを拒絶 してはならない。公正な対価 と

は諸経費を含む未払い債権の総額以上の価額のことである。債権者は担保権実行後6ヶ 月

を過 ぎた後の公正な対価での買入れ申し込みを受けてから90日以内に承諾の返事 をしなく

てはなちない。

以上がEPA最 終規則の概要である。本規則には詳細な前文が付 されてお り各判決や各

界か らの疑問に関 してEPAが 詳 しく説明をしている。本規則はFleetFactor控 訴審判決

の経営参加概念を拒否 し、運営面での現実の関与が無ければ経営参加にはあたらないとし、

また、財政上での参加は経営参加はあたらないとした。担保権実行施設取得後はMirabile

判決(4ヶ 月の保有)の ように迅速に施設を売 らなければ、Maryland判 決(4年 間の保有)

のように投資目的で所有 していた とみなされ責任 を負うとす る。 このようなMirabile判

決Maryland判 決の解釈 は多 くのLawReviewの 論者が とるところでもあるが、Mar・

yland判 決では最後まで銀行が施設 を所有 していたのでEPAの 浄化によって利得す るの

は銀行 であったことと関連があるだろう。EPAは 銀行が土地 を所有する期間をのばすこと

によってその間に浄化 をうけようと目論むことを警戒 したのではないか。 しかし、この規

則は債権者が担保権を実行 しなければ適用が無いだろう。ただ、EPAはEPAの 浄化によ

って不当に利得 した債権者か ら適用可能な法理によってこれを取 り戻す意志を示 している

(24)ことに注意する必要があろう。

9.UnitedStatesv.FleetFlactorsCo叩.(25)(FleetFactorIII),UnitedStatesv.

FleetFactorsCorp.(26)(FleetFactorIV)

FleetFactorIII,IVは 控 訴 審 判 決 及 びEPA最 終 規 則 後 の 差 戻 審 に お け るsummary
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judgmentと 陪審 に よらない正式事実審理 であ る。FleetFactorIIIで は・連邦 もFleetも

summaryjudgmentの 訴 えを認め られなか った。判決は控訴審判決 とEPAの 最 終規 則 を

整合 的に解釈 しようとす る姿勢 を示 しつつ実 際は最終規則 に基づ いて判 断 を下 してい る。

すなわち、規則 におけ る経営参加 の一般基準や 、各 時点 で担保権 者が許 され る行為 だけ を

していたか どうか を判 断す るので ある。 このIII判決 での議論は事実 審理 を行 なったIV判 決

の議論 と多少 ニュアンス を異 にしなが らも重な るのでIV判 決 をその認 定事実 とともに検討

しよう。IV判 決 はFleetの 経営参加 につ いて、Fleetの 代理 人であ るBaldwin及 びNixが

施 設に立入 る前 と後 にわけて考察す る。 まず、Baldwin,Nix前 につ いて、裁判所 はFleet

がSPWの 操業停 止以後施設 において半製品や完 成品 として存在 した2500万 ヤー ドの在庫

品 をSPWの 従 業員 を使 って注文主等へ 出荷 し換金 していた等 の行為 は、Fleet自 らの損

失 を軽減 す るため に行 なったので あ り、EPA最 終規則にい う支配人 と同様 の支配力 を行使

したこ とには な らず、経 営参加に あたらない とした。次 に、BaldwinのSPWの 敷地への

立入 りは広 い意味 で担保権 の実行 にあたる とした上 で、 これ以降は担保権 実行以 降に関す

るEPA最 終規則 の規定が適用 され る とす る。規則 では担保権実行後 は保 存行為 をす るこ

とは許 されて いるが、Baldwinが 有害物質の ラベルの ある腐食 し漏 れてい る数百 の ドラム

缶 を移動 した行為 は環境上の脅威が明 白かつ深刻 であったため担保権実行後 におけ る許 さ

れ ない経営参 加に あたる。Nixが 敷地 内ででた らめ に ドラム缶 を トラ クター で押 し動か し

押 し潰 した行 為、 アスベ ス ト含有 の絶縁体 を機械か らこす り落 とし床 に積 みあげた行為、

18ヶ 月以上 も敷地 内に とどまっていたこ とも、 同様 に許 されず経営参加 にあた る。 よって

Fleetは 担保権 者除外規定 にあた らず、Fleetの 代理人Baldwin及 びNixはSPWの 敷地

で有害物 質 を処分 したの でFleetは §9607(a)(2)の責任 を負 う。§9607(a)(3)につ いて はFleet

は施設 の所有者 なので責任 を負わない。

以上がIV判 決 の判 旨の概要 である。判 旨はFleetの 代理 人であ るBaldwin及 びNixが

施 設で有 害物質 を とり扱 ったや り方が、Fleetを 担保権 者 除外規定 にあた らな くさせ、 §

9607(aX2)の 所有者 または運営者の責任 を負 わせ るとしている。本判決 において疑問 な点は

多々 あるが、最 も疑 問であるのは判 旨の よ うにFleetの 責任 を構成 した場・合に融資者 の経

営参加 とい う要件 を問題にす る必要が あるだろ うか とい う点 であ る。代理人Baldwin及 び

Nixの 行為 につ い てFleetは 融資者や 担保 権 者で な くて も§9607(aX3)ま たは一般 の代理理

論 によって有責 とされ得 るだろう。ではFleetFactor事 件 はその ように解 決 され るべ きだ
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ったの だろつか。

FleetFactor判 決 ではア スベ ス トと有害物質入 リドラム缶 とい う二種類 の廃棄物 が問

題 になってい る。 この うち ドラム缶 はSPWが 操業中か ら少 しずつ貯 め られていた と考 え

るべ きで あ り、本来 はSPWの 資金 に よって除去 され るべ き もの であ る。控訴 審判決 が

SPWが 操業停止 した以降のFleetの 関与(在 庫品 を処分 し換金 していたこ と)に こだ わる

の もこのためではないだ ろ うか。 とい うの もFleetは これに よって債権 を回収 していたか

らである。ただ、 ドラム缶の除去費用 につ いては一一審 でSPW社 の社長、副社 長、50%ず つ

の株主 であるHorowitz及 びNewtonに 責任が あるともされてお り、 ドラム缶の中の有害

物質が 原料であったのか廃液 であったのか、 ドラム缶はいつか ら漏れ 出 していたのか、浄

化 費用 にはNixが 押 し潰 した ドラム缶か ら浸 み出た有 害物質 に よる土壌汚染 の浄化 費用

も入 っているのか等事実関係 に不 明確 な点 もあ るため、結論 はつけ られない。差戻審 は控

訴審 のよ うな広い経営参加概念 をとらず、BaldwinやNixの よ うなFleetの 代理 人の ドラ

ム缶や アスベ ス トの処分行為 を問題 に してい るが、 これに よって控訴審の判断が傍論 であ

るとす るのは短絡的ではないだろ うか。差戻審 は上記の よ うな株主 とFleet間 の責任 分配

の困難 さ等か ら、Fleetへ の責任 が よ り簡単 に認 め られ る方 向へ論 を進め、またこの事案 自

体が た またまそれに適 していたのだ どはいえないか。

10.AshlandOilv.SonfordPmductsCorp.(27)

・事 実 の 概 要

本 件 に お い て 土 壌 汚 染 を し た の は 木 材 防 腐 剤 を製 造 し て い たSonfordProductsCorp.

で あ る 。 原 告AshlandOi1は こ のSonfordに 約23年 間 に 渡 っ て 土 地 を 賃 貸 し て い た 。

IndustryFinancialCorporation(以 下IFC)はSonfordに 融 資 を行 な いSonfordの 資 産

に 担 保 権 を有 して い た 。1982年 にSonfordは 破 産 の 申 立 て を し た 。IFCはParkPentaと

い う会 社 へSonfordの 資 産 を 売 り渡 す た め に 担 保 権 を 実 行 し1983年3月 末 ま た は4月 初

に 短 期 間(約3～4週 間)所 有 権 を取 得 し た 。IFCはParkPentaに 融 資 を 行 な い 、Park

Pentaは 資 産 を購 入 、IFCは 資 産 上 に 担 保 権 を取 得 し た 。 しか し、 一 年 後ParkPentaは

破 産 を 申請 、 そ の 資 産 を 買 う 者 は 無 く、IFCは1984年8月 担 保 権 を放 棄 し た 。

1991年11月AshlandはCERCLA,MinnesotaEnvironmentalResponseandLiability

Act(MERLA)及 び 州 の 様 々 な コ モ ン ・ロ ー一上 の 法 理 に 基 づ い て 、IFC及 び い くつ か の そ の
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他 の被告 に対 して、不動産 の浄化 費用 を求めて訴 を提起 した。

・判決 の要 旨

所有 者 または運営者 としての責任(42U.S.C.A.§9607(a)(2))に つ いて。IFCは 自らの担保

利益 を守 るため とParkPentaへ の資産 の譲 渡 を促す ために短期間所有権 を取得 したので

あ る。

だか ら、IFCの 短期 間の所有権取得 は制定法(42U.S.C.A.§9601⑳(A))に 規定 され、EPA

規 則に よって明確 に された 「担保 利益 を守 るための所有権 の徴 退」 とい う安全 は港 内にあ

る。IFCはParkPentaま たはSonfordの 経営 に参加 していない し、環境上 の遵守事項 に

意思決定 的支 配力 を何 ら行使 していない、IFCの 行動 は全 てEPAに よって定義 され た安

全 な港 内にあ り、所有者 または運営者 としての責任 は無 い。

arrangerと しての責任(42U.S.C.A.§9607(a)(3))に つ いて。本件 ではIFCは 有害物質の

処分 に関 して何 ら重要 な決定 をな していな い し処 分 に関 して何 ら積極的行動 をとっていな

い。IFCは 担保価値 を維持 す るため にParkPentaに 資産 を売却 しただけ である。IFCは

arrangerと しての責任 は負 わない。

原告Ashlandのsummaryjudgmentの 申立ては認め られない。 ミネ ソタ州制定法及 び

コモ ン ・ロー に基づ く請求 は管轄 を欠 くため却下。

・検討

本判決 では金 融機 関の責任 は否定 された。 この金融機関 と破産 した融資先 との関係 は判

決では詳 し く述べ られていない。いつか ら融資 を行 なっていたのか。融資総額 は どの くら

いか等が明 らかではない。 また、環境 汚染 がいつか らどの ように生 じたのか も明 らか では

ない。この よ うに事実関係がはっ きりしていない以上、確 定的に論 じるこ とはで きないが、

本件 において被告 金融機 関の責任が否定 され たのは原告が破産 した会社 に23年 間に渡 って

土地 を貸 していた土地貸主であったこ とと関係が あるだろう。確か に金融機関 は破産 した

木 材防腐剤製造会社 に融資 を行 な うこ とに よって破産 した会社 を通 して環境汚染 とい う結

果 を引 き起 こしたか もしれない。 しか し、木材防腐剤製造会社 に23年 間に渡 って土地 を貸

して きた原告 も同 じく破産 した会 社の運 営に関与 して きた といえ るだろ う。 また、 原告 の

土地貸主は汚染 に よる土地価値 の低 下(ま たは浄化 費用の負担)と い う損失 を受 けてい る

一方
、金 融機 関は融資の貸 し倒れ とい う損失 を受け ている。判決 はこのよ うな事実 を前提

として原告 土地 貸主の金融機関 に浄化費用の負担 を求め る訴 を退 けたのだろ う。 しか し、
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ここで問題であるのは、何が責任要件であるのかが明らかにされず、従 って土地貸主 と融

資者の責任割合が明らかにされていないことである。融資者が融資先にいつからどのくら

い融資を行なっていたのかが判決において論 じられるべ きであった と考 える。

11.Kellyexrel.Mich.Nat.Res.Com,nv.Tiscornia(26)

・事 実の概要

本判決 では環境汚染 を行 な った融資先 に融資 した銀行 の責任 の有 無が議論 の中心 となっ

てお り、銀行 の融資先へ の経営参加 中心 に事実認定 が行 なわれてい る。その結果 として、

有害物質 の漏 出の仕方等の他 の重要 な事実関係 について不 明瞭 な ところがあ る。融資先会

社 の役 員株主(3人 のTiscornia氏)の 責任 について判断す る別判決(29)の事実 も合 わせて

紹介 す る。

ManufacturesNationalBankofDetroit(MNB)はAutoSpecialtiesManufacturing

Company(AUSCO)に1964年 か ら商業上 の関係 を有 していた。MNBの 頭 取(president)

は1964年 か ら1978年 まで副頭 取 はその後1986年 までAUSCOの 取締役 会 の メンバー だ っ

た。取 締役 会 は年1～2回 開か れ て い た。銀行 は会 計 係2名 をAUSCOへ 送 り込 み、

AUSCOの 状況 を報告 させ ていた。1985年9月 、新 しい財 政問題 が持 ち上が り、AUSCOは

整理統合計画(consolidationplan)を 銀行 に提示 した。銀行 は融 資 を続行す るこ とに決め、

ロー ン協定(loanagreement)を 作 成 した。協定 中にはAUSCOの 財政 を銀行が監視 で き

るようにする様々 な規定 が含 まれて いた。毎 日の報告、他か ち融 資 を受 け ることの禁 止、

配当禁 止、全 ての機器へ の包括 的 リーエ ンの設定等 である。1986年 銀行 の役員 は毎月 ごと

にAUSCOと 会議 を行 な うように な り、人員 削減や諸費用の低減 の進行状況 に懸念 を表明

し、 融資 を続行 す るには一定 の変革 が必要であ る とい う立場 を示 した。す なわ ちLester

Tiscorniaを 給料支払名 簿か ら外 しJamesTiscorniaに 代 わ って変革 の専 門家 を雇 うべ

きで あ る とした。銀行 は専 門家 を紹 介 しそ の 中 か ら1986年9月AUSCOはBenjamin

Sachsを 雇 った。Sachsは 他 の会社 の社長 であ った時か らこの銀行 と関係 を持 っていた。

Sachsは 個人的に銀行 に債務 を保証 し全 ての債務が返 済 された後 その会社 は破産 した。本

件 ではSachsは 債務 削減 につ いての報奨金 として銀行か ら融資 された金 か ら配 当金(当 初

は500,000ド ル とされていた)を 得 るこ ととなった。さらに銀行 はAUSCOへ の リボル ビン

グ方式信用前払 いの満 了期 日をSachsの 契約 の満 了期 日と同 じに した。AUSCOの 社長 と
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してSachsはAUSCOの 日々 の運営 に責任 を持 っていた。1986～7年 の冬、Sachsは 経営

上の問題 に直面 し、銀行へ相談 した。Tiscorniaら の証 言に拠 る と銀行 はSachsに 協力 し

ないなら取 り扱 いを変 えると脅 した との こ とであった。Sachsは1988年6月LesterTis-

corniaに 解雇 され るまで100回 以上銀行 と会合 を行 なっていた。

EdwardTiscornia,LesterTiscornia,JamesTiscorniaの 責任 につ いて判断す る別判

決におけ る事 実は以下の ようである。Tiscornia氏 らは三人でAUSCOの 議決権株式全て

をわけあ って いた。Lesterが83%、 残 りを二人がわけあっていた。三人はみ な取締役会の

メンバーで役 員だ った。1977年 来三 人はAUSCOの 役員会 の メンバー であ り、役員会 は取

締役会へ支 配力 を行使 、役員会が決議 を行 ないその議事録 を取締役会が承 認 していた。1979

年EPA及 びMichiganDepartmentofResourcesか らAUSCOへAUSCOの 埋立て

(landml)操 業 が州の規則 に従 ってい ない との書面が送付 された。Tiscornia氏 らによれ

ば役員会 は政策決定 をす るだけで廃棄物処分 業務 におけ る決定 はその ため に雇 った従業貝

によってな されて いた とのこ とであ る。^LesterTiscorniaは1951年 に取締役 にな り、製造

副社 長、社長及 び取締役会議長にな り、1975年 に半分 引退 した。その後1986年 までJames

Tiscorniaが 事 業長 とな り、訴 えの対象 となってい る二つ を含 む四つ の施 設 を監督 してい

た。各々の施設 には環境問題 を扱 う従業 員 として施設支配人(plantmanager)が 配置 さ

れ、組織 図に よれば三段階 の管理がJamesTiscorniaを この施 設支 配人か らへだ ててい

た。EdwardTiscorniaは1970年 代 に二つの施設の支配人であ り、施設支配人 と直接接 し

てい た。1979年 か ら1986年 までEdwardは セールス ・マネー ジャーで あった。1970年 代末

か ら1980年 代 初頭、バ ッグハ ウス(baghouse… 炉 の燃焼ガスのほこ りを回収す る袋 を取 り

付けてあ る大 きな室)の ほ こりが埋立て地へ処分 された。1981年 の ろ過 テ ス トの結果、二

つの埋立て地の このほ こ りのサ ンプルか ら飲料水基準 を越え るカ ドミウム と鉛が検 出され

た。

連邦はCERCLA等 に基づ いて二つ の敷地 の浄化 費用 の賠償 を求めて銀行(MNB)へ 訴

えを提起 した。

・判決の要 旨

本件の争点は銀行 が有責 か どうかであ る。CERCLA§107(aX2)(42U.S.C.A.§9607(a)(2))は

有害物質 が処分 された施 設のその処分 当時の所有 者 または運営者 を有責 で あ る としてい

る。また、CERCLAは §101㈱㈹(42U.S.C.A.§9601⑳(A))で 担保権者除外規定 を定めて いる。
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これに拠 れば会社 の経営 に銀行 が現実 に果た した役割が問題 となる。 この経営参加にっい

てEPAの レンダー ライア ビ リテ ィに関す る規 則が考 慮 されなけれ ばな らない。本件 の事

実には40C・FR§300'1101(O(1)(ii)(B)の テ ス トが適 用される。す なわち 「ビジネスの財政上 ま

たは管理上 の局面 とは対照 的な環境 上の遵守事項 以外 の会社 の運営上 のあ らゆ るまたはほ

とん どあ らゆる局面に関 して 日々の意思決定 をもた らす全面的 なその会社 の経営 につ いて

の責任 を引 き受けた場合 は融 資者は経営参加 して いる と考 え.られ る。」 とい うテス トであ

る。

二つ の期 間が問題 とな る。 第一 の期 間は1964年 か ら1986年8月6日 までで、銀行の代表

がAUSCOの 取締役 だ った期 間で ある。第二の期 間は1986年8月 か ら1988年6月30日 まで

で、銀行 が推薦 したworkoutの 専 門家がAUSCOを 実際 は経営 していた期 間である。両

期 間 を通 じて銀行 は財産上 に第一 抵当 を有 していた。

まず第一 の期間について、銀行 の代 表二人が取締役 として取締役会へ 出席 して いたが、

運営上 の問題や環境上 の遵守事 項 を取 り扱 っていたのは役員会だ った。 このよ うな限 られ

た参加 につ いて責任 は認 め られ ない。また、銀行のAUSCOに 関す る記録 には、銀行 が他

の銀行 と財政上の リス クをわけ るか退かせ るか しようとしたこ とや労働争議 に関 しての議

論がみ られ るが、それはAUSCOの 利益 のため である。EPA規 則 が明 らか に したよ うに責

任 を銀行 が負 うには影響 力だけでは十分 でな く現実 の支配が 必要 であ る。責任 を認め るた

めに必要 な銀行 による現実 の意思決定 は認め られない。

次にworkoutの 専 門家Sachsが かか わる第二の期 間につ いて。銀行 が貸付金の返済要

求 とい う脅 しの もとに外部 か らの操作 を強要 した こ とは容 認 で きない支 配 にはあた らな

い。AUSCOはSachsを 雇 うように との銀行 のア ドバ イス を無視 す るこ どもで きたの であ

って、銀行 はAUSCOの 意 思 決 定 を支 配 した わけ で は な い。Sachsに 報 奨 金 を与 え

AUSCOの 債務 をSachsに 即金 で払 わせ た ことに よって銀行 はSachsに 重 大 な影響 を与

えて い るが 影響 に とど ま り支 配 に は あ た らな い。銀 行 とSachsは 一 週 間 に一 回以 上

AUSCOに つ いて議論 していたが、 その ような監視 は財政上 の関心か らで運営上の関心か

らで はない。

銀行 がAUSCOの 運営 上の決定 に影響 を及ぼす能 力か ら現実 に運 営上 の決定 を行 な う

こ とへ のあいまいな境界線 を越 えた とい う証拠は無い。連邦のsummaryjudgmentの 申立

ては認め られない。銀行 のsummaryjudgmentの 申立 ては認容 され る。
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・検討

以上の ように銀行 の責任 は否定 され た・有 害物質 を漏出 したAUSCOの 役員Tiscornia

らの責任 を問題 とす る別判決 につ いて も本判決 と同 じ裁判官が判 断を してい る。別判 決で

は、事実 関係 につ いて証拠上明 らかでない争 点があ るとされ、両 当事者のsummaryjudg

mentを 求め る申 し立てば棄却 された。別 判決 では、直接 の支配 または関与 のテス トとい う

責 任の基準が とちれ た。これに よってTiscorniaら がAUSCOで 廃棄物処理 活動 に積極 的

に参加 したか どうかが問 われ ることになった。 これについてこの別判決 はTiscorniaら か

それ とも各 々の施設の環境問題 を扱 う従 業員 である施設支配人(plantmanager)ら かの

どちらか が、積極 的 に廃棄物処理活動にお いて支配 または関与 を行 なったか、具体 的に事

実 を判断す る上 で、証拠上 明らかでない事実 があ るのでsummaryjudgmentに な・じまない

としたのであ る。

このTiscorniaら の責任 を問 う別判決 と本判決 には法律構成 の上 で共通点が あ る。それ

は、責任 主体 の積 極的参加 を責任認定の 中心 に据 えてい るということであ る。 この ような

構成 を とる場合 、 その責任主体 が何で あるか とい うこ と、 その責任 主体が 当初 か らどの よ

うに融資先 等に関 わ り(融 資金額 、期間等)、 その結果 として環境への損害 を防止 す るため

にどの ような義務 を負 っていたか とい う視 点が欠落す るこ とに なる。 その結果、 管理 ・監

督責任 の ような不 作為 に基づ く責任 は限 りな く認め られに くくな り、個々 の従業員 が有害

物質漏出について責任 を負 うこ とになる。果 た して個々 の従業員のみが会社 の業務 の遂行

上生ぜ しめ た損害につ いて、特 に環境責任の よ うに金額 の巨大 な損害 につ いて、責任 を負

うとす る構成 が正 しいのか疑問が残 るところである。

IV.ま とめ と今 後 の展 望

FleetFactor控 訴 審判決、EPA蜆 貝1』、Tiscornia判 決 、とめ ま ぐるし く事 態は展開 して

きたが、さ らにEPA規 則 は1994年2月4日 無効 とされ たため、ます ます見通 しはた ちづ ら

くなってい る とい うのが現状であ る。 また、 スーパー ・ファン ド法改正案 は1994年 度 の議

会 を通過 しなか ったため、EPAの 予算配分 法案 によって11.8億 ドルの年 間予算 がついた も

のの、改正案 で予定 されて いた条文 の改正 はなされなか った。

この ように事 態が進展 しつつあ る以上、結論め いたこ とを述べ ることはで きないが、問
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題点を指摘することで結びに代 えたい・Maryland事 件で融資者は担保権 を実行 し自ら競

落することによって所有者の責任 を問われることが明らかになった。FleetFactor事 件で

は敷地については融資者は担保権 を実行 しなかった。 しか し、控訴審は担保権者の財政上

の経営参加責任 とでも呼ぶべ き法理を編み出しこれを有責 とした。差戻審は敷地上の機械

類への担保権実行は敷地への担保権実行 と同 じ意義を持つ とした上で＼ より容易なFleet

の代理人の責任 を認めた。この傾向を押 し進めれば、次には融資者は全 く担保権 を実行せ

ず資金を回収するか、ついには汚染可能性のある業種の施設を担保 とすることを止めるだ

ろう。このような場合、裁判所はどのように対応するだろうか。 また、債務超過に陥った

企業の敷地をEPAが 浄化 し、その後 これが換価 された場合、複数の融資者がその融資割合

に応 じて利得する可能性があるが、EPAは どのような法理に基づいてこれを求償するだろ

うか。この場合において浄化費用が著 しく高 く融資金額 を越えていたらどうか。それでも

これを利得 として融資者に求償できるのか。

破産 した企業の役員 ・株主、融資金額や破産 した企業への関わ り方が異なる複数の融資

者等が存在する場合、当初か らのその企業 との関係において環境汚染についてその責任主

体がどのような責任を負 うのか という観点が必要なのではないか。担保権者や所有者 ・運

営者の責任という構成では視野が狭 くなるだろう。

問題は1経 営参加 を中心に判決が書かれることによって事実関係(有 害物質の漏出の仕

方、融資金額、浄化費用、譲渡価格、他責任主体について等)へ の論及が少な くなり、判

決の真の理由が見えにくくなることにある鍋 。現実の運営上の経営参加が無ければ責任は

無い と規則で明言 しておきなが ら融資者の責任がそういった場合に裁判で認められること

になればこれはかえって融資者にとって不意打 となろう。

本問題はEPAの 浄化費用の責任者への求償 という形 をとっているが、本質は破産 した

企業を通 じて誰が一般公衆への有害物質の排出といった危害または危害の可能性 をつ くり

だ したかが問われている(31)。これを環境汚染発生後に国民全体の税金で費用負担するか、

損害抑止可能な者に保険金 として賦課す るかは社会政策上の問題である。現在、議論は融

資者の立入 ・調査権、環境監査の問題に移っているということを指摘 しておきたい。

枚数の関係上、WatervilleIndustriesInc.v.FinanceAuthorityofMaine事 件(32)につ

いて論 じられな くなってしまったことが残念であるが、Waterville事 件 では開示 を問題 と

した別訴が起 きていることもあり、今後の動向を含めた検討 をまたの機会に行ないたい。
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また、スーパー ファン ド法につ いての記述 も必要最小 限に限 ったこ とをご注意頂 きたい。

州のスーパー ファン ド法について も言及 していない。州 によっては浄化 費用について州 に

優先的 に先取 を認め るスーパー リーエ ン法 を制定 している ところ もあ り、本稿 テーマ と関

連 して興 味深 い(33)。'

(1)901F.2d1550(11thCir:1990).

(2)NationalOilandHazardousSubstancesPollutionContingencyPlan,LenderLiabilityunder

CERCLA,Rule,57Fe辻Reg.18,344(1992)(40C.FR§300.1100).

(3)Kellyv.EPA,ChemicalManufacturersAssociationv.EPA,15F.3d1100.

(4)ComprehensiveEnvironmentalResponse,Compensation,andLiabilityActof1980;CERCLA

SuperfundAmendmentsandReauthorizationAct;SARA[42U.S.C.A.§9601etseq.]

ス ー パ ー フ ァ ン ド法 に つ い て の 日本 の 文 献 と し て は 、 吉 田 文 和 「米 国 の 有 害 廃 棄 物 政 策 の 現 状 と問

題 点 」(公 害 研 究21巻4号41頁)、 小 川 晃 範 「米 国 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 の 現 状 」(環 境 研 究88号154頁)、

山 口光 恒 「米 国 に お け る環 境 リス ク対 策 」(金 法1262号50頁)、 東 京 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 編 『環 境

リス ク と環 境 法 』(有 斐 閣 、1992年 、154頁)、 由 喜 門 眞 治 「土 壌 汚 染 に お け る浄 化 責 任 シ ス テ ム 」(神

戸 法 学 雑 誌 第43巻 第1号251頁)、 大 塚 直 「米 国 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 の 現 状 と わ が 国 へ の 示 唆(1)」

(NBL562号26頁)、 が あ る。

(5)な お 、 §107(a)(1)の"theownerandoperator"はCERCLAが 急 い で 起 草 さ れ た 際 の 誤 りで あ り、

"owneroroperator"の 意 で あ る と され て い る
。

(6)本 問 題 に 関 す る 日本 の 文 献 と し て は 、 小 杉 丈 夫 「銀 行 は 環 境 リス ク を 回 避 で き るか 」(民 事 法 情 報

73号4頁)、 後 藤 敏 彦 「金 融 機 関 の 環 境 浄 化 責 任 」(金 法1279号10頁)、 吉 田通 之 「米 国 に お け る土 壌

汚染 と金 融 機 関 の 責 任 」(金 融552号13頁)、 東 京 海 上 火 災保 険 株 式 会 社 前 掲 書186頁 以 下 、 拙 稿 「環

境 汚 染 に 関 す る融 資 者 の責 任 一 米 国 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 を 中心 に 」(中 央 大 学 大 学 院 研 究 年 報

第23号53頁)、 拙 稿 「環 境 汚 染 に 関 す る融 資 者 の 責 任 一 ■ 米 国 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 を 中 心 に 」(比

較 法 研 究56号115頁)、 木 村 俊 郎 「金 融 機 関 の 環 境 浄 化 責 任 一 ア メ リカ のCERCLA法 の 適 用 と そ の

限 界 一 」(関 西 大 学 法 学 論 集 第43巻 第4号182頁)、 が あ る 。

(7)以 下 の 議 論 に つ い て は 、Note,αeα 痂 ηg妙 仇εD藺 冗sφ ¢γFZeば.花c鋤s∴Lα%鹿 γLiα6磁 力

伽4CERCLAもSe6御 惟y1勿 彪γεsオEκθ碑 板oη,104HARv.L.REv,1249.1258-1263;57Fed.Reg .18,

344,18,350-18,351参 照 。

(8)ア メ リ カ に お け る融 資 者 責 任 に 関 す る論 稿 は 数 多 い 。 例 え ば 、BLOoM,A.,LENDERLIABILITY:

PRAcTlcEANDPREvENTIoN,(WileyLawPublicationsJohnWiley&Sons,1989).を 挙 げ て お く。

日本 の 文 献 と して は 、 ナ ン シー ・ヤ ン グ、 ヴ ィ ク タ ー ・C.ブ ッ シ ェ ル 、 〈訳 〉 柏 木 昇 「レ ン ダ ー ・ラ

イ ア ビ リテ ィ(融 資 者 責 任)と は 何 か 」(NBL479号12頁 、480号46頁 、481号44頁)、 松 岡宏 明 「米 国

に お け る貸 付 者 責 任 」(手 形 研 究454号1頁)、 松 岡宏 明 、 ブ ル ー ス ・A.オ ー トワ イ ン 「米 国 の 貸 付 者
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責 任 に 関 す る判 例 動 向 」(金 法1314号4頁)、 ロバ 〒 ト ・M.バ ー ジ ャ ー ∫融 資 申 込 み と融 資 約 定 に 関

連 す る銀 行 等 の 金 融 機 関 側 の 責 任 」(国 際 商 事 法 務18巻2号139頁)、 尾 澤 宏 和,「 環 境 法 と金 融 機 関 」

(国 際 商 事 法 務19巻11号1402頁)等 が あ る 。

(9)Jacquesv.FirstNat'1Bank,515A2d756(Md.1986).

(10)45BR.278(Bkrtc}た1985).

(11)15Envtl.LRep.20994(1985),ま た 、 以 下 、Maryland,FleetFactor,BergsoeMeta1事 件 に つ い

て 、 東 京 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 前 掲 書188頁 以 下 参 照 。

(12)15Envtl.L.Rep.20992(1985).

(13)632F,SupP.573{DMd.1986).

(14)Rashby,C.,σ ヵ舵4S雄es臥 」吻 η 必閻 」助 κ丘&丁 抱s,Cα ごLε2吻 γL級b砺 砂 μ編 〃(E冗CL∠4,

14EcOlogyLawQuarterly569,589-590.

(15)Note,α8α 働㎎ 抑 沈¢D¢b冗s〆 ¢γE吻 彦飽6;o隅supranote7,p.1265rL119.

(16)こ の 点 に つ い て 、§101㈲(A)の 適 用 ケ ー ス で は 無 い が 、SanfordStreetLocalDev.v.Textron,Inc.,

768ESupp.1218(W.DMich.1991)で は 、 評 価 額200,000ド ル の 工 場 を25,000ド ル で 売 っ た こ と

が 、工 場 内 のPCBを 使 用 した 変 圧 器 の 処 分 を 買 主 に 任 せ た こ と を示 して い る と さ れ た 。(判 決 は 買

主 の 処 分 に つ い て の 合 意 も積 極 的 に 認 定 し て い る。)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

724F.Supp.995(SJ).Ga.1988).

注(1)参 照 。

CERCLA§107(e)(42§9607(e))の 解 釈 の 問 題 と な ろ う。

732F.Supp.556(W.D.Pa.1989).

910F.2d668(9thCir.1990).

注(2)参 照 。 本 規 則 の 紹 介 と し て は 、 ナ ン シ ー ・ヤ ン グ 、 ウ ィ リア ム ・テ ニ ス 、 〈訳 〉 柏 木 昇 「米

国 におけ るレンダー ・ラ イア ビ リテ ィ法理 の その後 の発展 」(NBL507号4頁)が あ る。

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

42U.S.C.A.§9607(dX1).

57Fed.Reg.18,344,at18,368.

8ユ9RSupp1079(SD.Ga.1993).

821]F.Supp.707(1993).

810F.Supp.1057(D.Minn.1993)

810F.Supp.901(W.D.MiclL1993).

Kellyexre1.MichNat.Re&Com'n肌Tiscornia,827F.Supp.1315,23Envtl.L.Rep.21,461

(WD.Mich.1993).

(30)前 記Tiscornia判 決 に その傾 向 が見 られ る。

(31)拙 稿 「資金 を融 資 した者 の責 任 につ い ての一 考察 一 欠 陥の あ る宅 地 造成 の事 件 を中心 に 」

(中央 大 学大学 院研 究年 報21号37頁)は 欠陥 宅 地造成 に関 して これ を考察 す る もの で ある。

(32)984F2d549(lstCir1993).

(33)MosKowlTz,Jo肌S.,ENvlRoNMENTALLIABILITYANDREALPRoPERTYTRANsAcTloNs:LAw
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金融業務1

一

こ

米 国 の例 を 中心 と して 、

おける環境責任対応

松 岡 宏 明

1.は じめ に

近時、環境問題に対する関心が世界的に強まっていることは周知の事実であり、我国に

おいてもその重要性に鑑み、環境基本法が平成5年11月12日 に制定された ところである。

企業活動においても環境問題は、最 も重要な経営課題の一つ とされてお り、"地球にや さし

い企業"で なければ生 き残れなくなってきたとす ら言われている(1)。 このような考 え方を

背景に、メーカーを中心に、環境の番人たる環境監査人や、環境監査制度の導入が盛んで

ある(2)。 また、「優れた会社」ランキングでも、財務 ・収益力、活力・開発力 と並んで、環

境 ・公正 を評価の要素 としている例が見られる(3)。

金融業務に目を転 じても、大蔵省が財政金融研究所に 「環境保全型の経済発展の在 り方

に関する研究会」を設置、今後、地球環境問題の政策論議に参加 していく意向であること

が報ぜ られている(4)。

このような認識に基づき、本稿では、米国の金融業務運営に関 して、極めて関心の深い

金融機関の環境責任の内容 とその対応について検討す るものである。 レンダーライアビリ

ティ(LenderLiability,(融 資者責任))法 理の一態様 として抽出される分野であるこの法

理は、1970年以降多くの環境法制定や多 くの環境事故(LoveCanal事 件や、ExxonValdez

事件)発 生 を契機に急浮上したものであるが、判例法、制定法(連 邦、各州 等)が 複雑で

あ り、かつ 日々動いているので把握 しづ らく、現状、将来 を見通すことは相当の困難 を伴

う。しかし、邦銀の米国業務に関 して言えば、この法理の理解 とそれに裏付けられた予防

法務の実行は今や必須であり、かつ、我国の業務運営においても、融資者責任法理の浸透

が予想されるところか ら、米国における動向を検討す る意味は大 きいと考 えられる。

問題点把握にとどまらず、将来への示唆 をもと欲張っては見た ものの、結果的には、満

足できるような内容 となったか どうか、はなはだ心 もとない。また情報収集が十分でなく、
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理解不足や考え違いなど気懸 りな点もある・各位にご教示賜われば＼誠に幸いである・

II.金 融取 引 と環 境 リス ク

金融業務における環境責任対応を検討す るために、まず環境 リスクの内容を把握 してお

くこととしたい。環境 リスクは、経済的リスクと法的 リスクに大別 されると考えられるの

で、順次検討する。

1.経 済的 リスク

(1)取 引先の問題

借手が、環境問題に直面 しその結果、責任を問われることになり、環境浄化に要す る費

用や賠償金の支払い等 を命 じられることか ら、財務諸表が悪化 し、著 しい支出が発生する

場合には、債務履行に支障が生 じた り、信用悪化をきたすことも考えられる。従って貸手

としては借手が どのような環境遵守義務 を負っているかに止まちず、将来の動向も視野に

入れておく必要があることは言うに及ばず、借手が、その事業に潜在する環境 リスグに気

づいていない時や理解が不充分である場合には、然 るべ く注意喚起 を行なうことも必要で

あろう。

(2)銀 行 自身の問題

(a)元 利金支払遅延

(1)の 通 り借手が環境責任を負った結果、財務が悪化 し支払能力に支障を来たし元利金

支払が遅延す るリスクがまず考えられる。

(b)担 保価値の劣化

次いで、環境汚染の結果担保に取った物件の価値の下落や担保権の順位が劣後させ られ

るリスクがある。特に後者については、浄化 コス ト次第では、担保 としての価値が事実上

無 くなってしまう恐れもある。複数の州ではスーパー リーエン立法と言われる州制定法が

あ り、浄化 コス トの回収権たる州等の リーエンが対抗力を備えた担保権に優先するとの定

めを置いている。特に、ニュージャー ジー、ニューハンプシャー、コネチカット、マサチ

ューセッツ、 メー ンの各州には留意が必要 とされている(5)。

(c)環 境責任の主体
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以上のように・貸手の債権の回収に支障 を来たす場合 はまだしも・担保取得方法や与信

管理過程での対応が不充分であった り・誤った りした場合には・貸手 自身が環境責任の主

体 とされ るリスクが あるのであ る。

以下 では、貸手が この ような環境責任 の主体 とされ るリスクにつ いて検 討す ることとす

るが、責任追求法理 は大別 して、制定法 と判例法 に分かれ る。

なお制定法に よる環境規制 の主体 は、連邦、州、地方 自治体 であ り、監督官庁 は、Environ・

mentsProtectionAgency(環 境保 護庁)、U.S.Fish&WildlifeService(魚 類 ・野生生

物局)、OccupatiOnalSafety&HealthAdministration(職 業安全 ・健康 監督局)、Army

CorpsofEngineers(陸 軍技術 者部 隊)、U.S.CoastGuard(沿 岸警備隊)で あ り、規制

領域 は、排気、水質汚染、下水処理 、固形危 険廃棄物取扱 い及び処理、汚染 した水 及び土

壌 の浄化、公共資源保護(魚 、野生生物、 荒野、沼沢地)に またが る とされて いる。

2.法 的 リス ク

(1)制 定法

(a)RCRA(TheResourceConservationandRecoveryAct1976(1984改 正))

有害廃棄物(hazardouswastes)の 管理 、取扱、運搬 、処分 を監視す る。EPAが 有 害廃

棄物 の認定基準 を定 め規制 す る。貸 手に とっては、地下貯蔵 タン クの取扱 いに留意す る必

要 があ る。

(b)CERCLA(TheComprehensiveEnvironmentalResponse,Compensationand

LiabilityAct1980)

有害廃棄物処理区域や化 学物質 の浄化 を推進す る。

(c)SARA(TheSuperfundAmendmentsandReauthorizationAct1986)

(b)(c)は あわせて、スーパー フ ァン ド法 と呼ばれ、次の判例 法 の争点 となるきわめて

実務 に影響力 の大 きい法律 であ る。 この法律 に よ り汚染地浄化の ための連邦基金が設立 さ

れ、 汚染地 に直接 ・間接 に関与 した個 人及 び企業 に対 し、連邦政府 が浄化 に要 した資金 の

負担 を求め る途が開かれ た。

(d)CAA(CleanAirAct)

この法律 は大気汚染対策費用 の増加 を通 して、 関連す る企業や公共企業 の クレジッ トリ

ス クを悪化 させ る。
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(e)CWA(CleanWaterAct)

汚水、産業用排水、処理済下水 をは じめ あ らゆ る排水 につ いて規制 す る。

(f)そ の他

EndangeredSpeciesAct,WildandScenicRiversAct,OilPollutionAct1990等

以上 を含め合計22の 連邦制定法があ ると言われ、 それ ら以外 に も各州に州制 定法があ

る(6)。

(9)EPA新 規則

下記(2)(c)のFleetFactors事 件 の結果 、貸 手が借 手の経営 に どこまで関与 で きるか

が不明確 にな り、連邦議会 では貸手の不安 を和 らげ るため、 担保権者 の免責 を明確 にす る

法律改正 が試 み られ たが、 いずれ も日の 目を見ず、最終 的に、免責規定制定の必要性 を痛

感 したEPAが1992年4月 に、民間 と政府機 関か らの様々 な意見 をとりまとめて、新 規則

(thenewRegulations、 最終規則FinalRuleと も云 われ る)を 提案 し、公布 された。

新 しい規則 は極 めて効 果的に、Fleet事 件の もた らした不安 を取 り除 き、貸手が浄化 費用

の責任 を負 う可能1生を軽減 している。新 規則に よれば、貸手が施 設運営 を支配す る権利 を

有す るだけでは担保権 者免責の利益 を失 な うこ とは無 くなった。 しか し次 の場合 には、担

保権者 は借手が施 設の 占有者で ある間に経営 に参画 した とみ なされ、 そのために同免責 の

利益 を失 なう。即 ち、

(i)借 手の環境法遵守につ いて担保権者が決定 を し、借手 の危険廃棄物取扱 いや処理

方針 につ いて決定 している場合。

(ii)借 手の事業 につ いて、(イ)環 境法遵守 に関す る意志決定 を した り、(ロ)同 遵 守以

外の こ とで、実質的 に事 業の経営全体 に関す る意志決定 をす るこ とを含 め 日常的経

営支配 を して い る場合で ある。

なお新規則 は、次 の様 な行為 は参 画関与 とは見 な されない としている。

(i)貸 付前 の環境 アセスメン ト、 または事前調査。

(ii)貸 付期 間中に担保権 を保護す るため、担保権 または貸付債権 につ いて行 う調査 。

(iii)担 保 権実行前 の債務問題 解決活動(ワ ー クアウ ト)(但 しそのよ うな活動 が上に定

義 され た"参 画関与"の 域 にまで達 しない ことを前提 とす る)。 ワー クア ウ トとは、

ロー ンの条件変更、権利行使の差控 え、財務上 の助 言 ・相談 を行 うこ と等 である。

(iv)ス ーパー ファン ドに基づ く浄化作業 を引受 け るこ と。
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(2)判 例 法

こ こ で は ・上 記(b)のCERCLA上 の 責 任 を 中 心 に 、時 系 列 的 に 判 例 の 動 向 を追 っ て み る

こ と とす る 。

(a)UnitedStatesv.Mirabile[15Envt.L.Rep.20994(ED.Pa.1985)]

本 件 は 金 融 機 関 の 賠 償 責 任 が 判 断 さ れ た 最 初 の 判 例 と言 わ れ て い る。 判 決 は 抵 当 権 実 行

後 の 責 任 に つ い て 、 未 収 勘 定 の チ ェ ッ ク の た め 貸 手 の 磯 貝 を 派 遣 し て 財 務 状 況 の 判 断 を行

う こ と は 貸 手 が 責 任 を負 う根 拠 と は さ れ な か っ た 。(こ れ に 対 し販 売 、生 産 、人 事 な どの 日々

の 業 務 に 関 与 す る こ と は 有 責 と され う る(7)。)

(b)UnitedStatesv.MarylandBankandTrustCo.[632F.SupP.573(D.Md.

1986)]

本 件 で は 抵 当権 実 行 後4年 間 保 有 し た 物 件 の 所 有 者 た る 銀 行 に 浄 化 責 任 が 課 さ れ 、 担 保

権 者 の 免 責 は 認 め ら れ な か っ た 。

(c)UnitedStatesv・FleetFactors[901F・2d1550(11thCir・1990),cer仁denied,

111S.C仁752(1991)]

本 件 は 、 あ ま りに も有 名 な 判 決 で あ る。CERCLA§107(a)は 、responsiblepartiesin.

cludingownersandoperatorsthatareliableforthecostsofcleaningupと 規 定 し、 同

§101(20)(A)は 、de丘nitionofownersoroperatorsdoesnotincludeanypersonwho,

withoutparticipatinginthemanagementofafacilityorvesse1,holdsindiciaof

ownershipPrimarilytoprotecthissecurityinterestinthevesselorfacility(secured

creditorexemption)と 規 定 す る が 、 控 訴 審 判 決 で は 、 有 害 廃 棄 物 処 理 に つ い て 、 担 保 権

者 が 影 響 を及 ぼ す こ とが で き る と の 推 定 が 働 くに 充 分 な 当 該 物 件 の 管 理 運 営 に 関 す る 参 画

関 与 が あ れ ば 、 担 保 権 者 に は 責 任 が あ る と さ れ 、 上 記(a)の 判 決 が 否 定 さ れ る こ と に な っ

た 。 上 告 審 へ の サ ー シ オ レ イ ラ イ は 却 下 さ れ 、 第 一 審 へ 差 戻 さ れ た(8)。(後 記(f)参 照)

(d)Inre:BergsoeMetalCorp.[910F.2d668(9thCir.1990)]

本 件 判 決 は(c)のFleetFactorsと 著 し い 対 比 を な す も の で 、 担 保 権 者 は 、(i)主 と し

て 債 権 保 全 目 的 以 外 の 目的 で 当 該 物 件 の 所 有 者 と な り、 か つ(ii)同 物 件 に つ い て 、 実 際 に

経 営 権 限 を行 使 す る 場 合 を 除 い て 責 任 を 負 う こ と は 無 い と し た(9)。

(e)WatervilleIndustries,Inc.v.FinanceAuthorityofMaine[984F.2d549(1s仁

、Cir.1993]

一113一



AshlandOil,Inc.v.SonfordProductsCorp.[810.F.Supp.1057(D.Minn.,1993)]

Michiganv.Tiscornia[810.FSupp.910(W.D.Mich,1993)]

こ れ ち3つ の 判 決 は 、 前 記EPAル ー ル(新 規 則)そ の も の を支 持 し又 は そ の 主 旨 を 判 決

で 引 用 し て お り、 貸 手 の 責 任 に つ き消 極 的 で あ る(10)。

(f)UnitedStatesv.FleetFactors(CV687-070S.D.Ga.1993)

本 件 は 、(c)の 差 戻 審 で あ り、法 廷 は 担 保 権 実 行 前 で は 前 記EPAル ー ル を承 認 し て い る

が 、 担 保 権 実 行 後Fleetが 選 任 した 代 理 人 の 行 為 は 物 件 の 所 有 者 と して のCERCLA法 上

の 責 任 を負 わ しめ る に 充 分 で あ る と し た 。

(9)Ohiov.PruittandGraceDevelopmentCorp.(No.89CV102519,Ct.of

Co頂nonPleas,LorainCounty,OhioFeb.,1993)

本 件 で は オ ハ イ オ 州 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 上 の 責 任 を 貸 手 に 課 し、 担 保 権 者 の 免 責 は 認 め

られ な か っ た 。

(h)ChemicalManufacturersAssociationv.EPA[June3,1993,CourtofAppeals

D.C.Cir.] ハ
Kellyv.EPA[June2,1993,CourtofApPealsD.C.Cir.]

これ ら2つ の裁判 では、 、

(i)EPAは 、連邦議会の権 限委譲が なければ ルー ルを公布す ることはで きず、法廷が

立法過程 に照 らして事案毎 に判断すべ きで ある。

(ii)抵 当権実行後物件 の所有者 をCERCLAのowner,operatorか ら除外 しているの

は妥当ではない。 なぜ な ら担保 権者が担保 権 を実行 し権 原 を取得す る段階 です でに

担保権 を失 な ってい るか らである。

(iii)EPAの 参画関与(participationinmanagement)の 解釈 は誤 ってお り、担保 権

を失なわ しめ るこ とな く経営 に介入す る担保権 者の 自由裁量 を認め過 ぎる。結果 と

して本 来金 融機 関が負担 すべ き責任 を軽減 す るこ とにな り社会 的に不公正 である。

等 を争 ってい る。(な おKellyと は ミシガン州法務長 官である。)

1994年2月4日 付 の判決に よれば、コロンビア特別 区連邦控訴審 は、EPAル ール を実体

法 的に も解釈 法的に も効 力は認め得 ない との結論 を下 した とされてい る(11)。その理由 は連

邦議会がEPAに ルール制定の授権 を行 う意思の あるこ とが立証 され得 なか ったか ちであ

るとしている。よって、EPAル ールは2年 弱 でその生命 を終 るこ とに なる。EPAと して は、
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同控訴審判事全員 による再 審(rehearingenbanc)、certiorari申 立、 法廷が解 釈ルール

であると認定 す るよ うなルールの再制定、等 の途が残 されて いるとされてい るが、EPAル

_ル に依拠 しつつ採 られて来た実務 の対 応 を考 え るとき、今 回の判決 の意味 は極 めて大 き

く、今後 の動 向には、 目を離せ ないであ ろう。

以上 、概観 して きたが、判例 の動 きか らは、法理 の不透 明さが払拭 され ている とは言い

難い と思われ る。

皿.金 融機関の環境 リスクへの対応状況

以上 の ように、米国 の銀行 が環境責任 を負 うべ き主体 た る リスクに晒 され ている現状に

鑑み、主要 な銀行等 は、 どの ような対応 を講 じてい るのか見 てみ よ う(12)。

1.主 要米銀の取組体制

・BankofAmerica… …すべての新規 取引 と商業不動産取 引につ いて環境問題 を検討す

る専 門チーム を設置。

・ChemicalBank… …借手に質問票 を発 し環境問題 を調査、必要 に応 じ環境 コンサル タ

ン トや専 門技師 を活用。

・WellsFargo… …専 門家 を養 成 し、有 害物 質の有無 の検査や その除去 を確認 させ る。

・ChaseManhattan… …環境 リス クの高 い特定案件に対 し環境 監査 を実 施。

・J .P.Morgan… …営業担 当者全 員に対 し環境 リスク対応研修 を実施。特 に リスクの高

い産業 を担当す る営業 グルー プは、別途弁護士 ・コンサ ルタン トか ら

特別研修 を受け る。

・BankofMontrea1… …与信 申請書 に環境遵守欄 を設け、担 当者 に遵守法規、潜在 リス

クを念頭 にお いた借入人の遵 守状況 をチェ ックせ しめ る。

・FleetFinancial… …商業不動産に係 る取引につ いて環境保 険加入 を要求。 また環境問

題への取組みが不芳 な取引先 とは取引 を抑制。

主要 な米銀 の組織対応例 は以上 の とお りであ るが、次 に一部重複す る点 もあ るが、与信

への取組 に際 しての個々の具体策 を若干紹介 しよ う(13)。
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2.取 組時の具体策

(1)環 境 リス クが高い とされ る業種へ の与信抑制

小規模 の地方銀行等 では、環境浄化責任 を恐 れて、環境汚染問題 を抱 える企業へ の融資

取引を行 わない もの もあ ると云 われ る。Moody'sInvestorsService社 で リス クが高い産

業 として分類 されてい るのは、化学、 ゴム ・プラステ ィック、石油、薬品、紙 パルプ、重

機械、電気設備、鉄鋼、鉱 山、電力等 と広汎 な ものであ る。勿論大企業や優 良企業 では与

信抑制の影響 をほ とん ど受 けまいが、危険物質 を取扱 うガ ソ リンスタン ド、 ドライク リー

ニング、 自動 車修理、 ゴ ミ処理、化 学会社 、ス クラップヤー ド等 の中小企業や 殺虫剤 を用

いる農産 物の処理会社 では影響 を受けてい る。

(2)ロ ー ン ・オ フィサー の教育

環境問題に関す る責 任 を認識 し、 これ を回避す る方策 をロー ン ・オフィサー に教育す る

ことは重要 であ る。環境問題 が借手の財務に及ぼす リス 久 企業 設備 の過去の利用形態 ・

将来 の操業状況についての情報 を把握 してお くこ とは勿 論、借 手の経営への参画 に伴 うリ

ス クや環境アセス メン トの必要性 をロー ン ・オ フィサーに教 育す るこ とは基本的 な事項 で

あ る。

(3)環 境 ポ リシーの制定

環境 問題 を銀行 が取扱 う際の明確 で実践的 なポ リシー を持つ ことは、営業や審査担 当者

に とってのガ イ ドラインを示すに とどまらず、何 よ りもそれは経営者の環境 問題含 みの融

資に対す る基本的 な考 え方 を明示 し、 また ドキュメンテー シ ョン上の注意事項や与信手順

のチェ ックポイン ト等 にまで敷桁 され ることにな ることか ら極めて重要 な もの と言われて

いる。 さらに、借手 に対す る質問票(弁 護士や環境 コンサ ルタン トの査 閲 を受 け ることも

含め)記 入手続が定 め られ ていることもあ る。 この ようなポ リシーの制 定は、銀行 が責任

追求 を受 け た時 に法律上 有効 な抗弁(例 えばCERCLAの 善 意 の土地所 有 者(innocent

landowner)抗 弁)を 主張で きるこ とも可能 と言われて いる。

(4)ロ ー ン契約書への規定

環境 問題 につ いて銀行 と借手 の間で、事実 の陳述 ・保証、 誓約事項、損失補償 な どを合

意す るものである。 詳細 は後記IV.2.参 照。

(5)環 境保険 の利用

これは まだ緒 につ いたばか りの方法であ り、最 近FleetFinancialが 借 手に この保 険に
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加 入す るよ う要請 した とされ る。 これは、抵 当権 の実行後物件の浄化 費用の一 部 を肩代 り

す るもの で、コス トはロー ン金額 の0.3%～0.4%、 一件 当 り2百 万 ドル までカバー され る。

また大手保険会社 ア メ リカン ・インターナ ショナル ・グループ(AIG)は 銀行 に対 して環境

対策費用 を保証 す る 「貸手環境保護保険」 の販売 を始め た と報 じられてい る(14)。

(6)専 門家の活用

① デ ユーデ ィ リジェンス(duediligence)の 履行

貸手が取 るべ きデュー デ ィリジェンスの範 囲は契約書のチ ェックだけで良い場合 か ら専

門家 に依 頼す る本格 的な環境監査 を行 う必要が ある事態に至 るまで幅広 く、 その実施 に当

っては、弁護士 と協議 しつつ行 われ るべ きであ る。 どの程 度の ことを行 えば良いかは借 手

の業種、 ロー ンの大 きさ ・目的、担保 の有無、対象物件の種 類に よって異な る。 ドキュメ

ン トのチ ェ ックに よ り更 に大掛 りな調査 ・監査の必要が生 じるか も知 れない。 この ような

場合に は、 コス ト額 を併考、 費用対効果 を慎重 に見極め なければな らない。

② 環境監査(environmentalaudit)

通常金融機 関には環境 問題 につ いての専 門知識 はないため、環境 監査 を行 うには専 門の

コンサル タン トに依頼す るこ とに な る。CERCLA法 改正 までは専 門家 を起 用 して監査 さ

せ るこ と自体 が責任 主体 とされる原 因になる との認識か ら、銀行 は借 手側 で専 門家 を雇 う

よ う要求 して きたが、現在 では貸手側が専 門家 を雇 うことで環境汚染 の浄化責任 を負わせ

られ る ものではない。 コンサ ルタン トが選定 され た後の手順 は以下 の通 りであ り、銀行 と

しては事 前に作業範 囲の見積 りを受け取 ってお くべ きであ る(15)。

[フ ェーズ1]

1.用 地の利用 方法 と改善方法 につ いての過去の記録 の検討。

2.用 地 とその近 隣の建物、ゾーニ ング、下水処理、火災、その他 環境全般 に関す る関

係 当局の記録 の検討。

3.用 地に関す る保健局、固形廃棄物管理委員会、地域 水質管理委員会、大気管理委員

会 の記録 の閲覧。

4.用 地が環境保護局 の環境保護優先 リス トやCERCLA法 上 の情報 システム に載 っ

てい ないかの確認。

5.用 地が州環境 当局 の問題物件 リス トに載 っていないかの確認。

6.土 地、建物 、設備 に危険物質が使 われて いないかの検査。

一117一



7.テ ナン トで危険物質の製造、危 険物質や廃棄物 の貯蔵 ・投棄 ・処 理 を行 ってい る者

がいないか の確認 およびそれ らの製造か ら処理 に至 る手続 のモニ タ リング。

8.航 空写真 に よる過去 の建物の建築 ・解体状況 お よび貯水池や廃棄 物処理 場の有無 の

確 認。

9.用 地利用 に関す る近隣の住民 との面談(但 し、取 引先 の同意 ある場 合に限 る)。

.10.建 築 記録や 目視検査 に よるアスベ ス トの有 無の確認。

11.土 壌 の ラ ドン残留 の確認。

12.レ ポー ト作成。

この よ うに、 この段 階の調査 は、予備 的環境 アセス メン トであ り、質問票 を用 いて設備

の管理 者や技術者 か ら回答 を受け、併せ て外部 の公 的資料 も検討 され る。 この段 階で、 リ

スクの方が ロー ン を行 うメリッ トを上廻 るこ とが判明す るケー ス もあるが、 そ うでなけれ

ば、次のフェーズIIへ 進 む。 この段階 では、実 地検査 が中心 で、貸手 の代表が コンサル タ

ン トに付 添 う必要 があ る。'

[フ ェー ズII]

1.地 下貯蔵庫 の検査。

2.土 壌 ガス を検査 して産業 溶剤や ドライ ク リーニ ング用薬 品な どの石 油化学 系合 成

化合 物の有 無 をチェ ック。

3.土 壌 その もののサンプル調査。

4.地 下水 のサンプル調査(用 地利用 に問題が発 見 された場合)。

5.地 表水のサンプル調査(貯 水池や川が用地 内にあ る場合)。

6.地 形 を調査 して化学物質が洩れ た り漏出 した経路の決定。

7.漏 出に よ り影響 を受 け る地表水面下物質 の リス トア ップ。

8.建 材 も含 めたアスベ ス トの有無 の総合的調査(環 境保護庁(EPA)公 認の検査技師

に よることが望 しい)。

9.検 査 技師に よる危険物質や廃棄物不存在証 明書 の発行 。

10.レ ポー ト作 成。

以上で潜在 リス クを見極 め ることが で きるが、問題 あ りとされた場合や重化学工業が対

象 となる場合 には、更に よ り高度 な技術調査が フェーズmと して実施 され る。 その調査結

果 は環境アセス メン ト報告 として まとめ られ、貸手側弁 護士に よ りレビュー され る。
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[フェー ズIII]

1.フ ェー ズ1、IIを 更 に詳細に実施。

2.土 壌、水質、大気 につ き総合的に分析 。

3.レ ポー ト作成。

4.環 境 問題調査会社 に結果 の鑑 定 と対策のア ドバ イスを依頼。

5.更 な るアセスメン ト、是正策、予防策の決定。

3.取 組後の環境 リスク管理

取組前の調査等については、前記の通 りであるが、既に実行 された取引についても環境

リスクのチェックは同様に重要である。 リスクを極小化するための留意点 としては次のと

おりである。まず、借手の業種、借手の財務状況についてタイム リーな調査分析 を行 うこ

とであるが、この点は格別なことはない。次いで、借手の環境関連法規違反の有無はよく

チェックしてお く必要がある。さらに、貸手が借手の経営に どのような係わ り方をするべ

きかは慎重に検討されねばならない。ローン・オフィサーの係わりが深 くなればなるほど、

前述したFleetFactors判 決に見 られる如 くリスクは高 くなる。銀行の係わ りは借手の信

用の検討に限定 されるべ きであ り、資本参加は回避すべきであろう。

最後に後述するローン契約書の合意に従った貸手 としての各種の権 限行使 を適切に行

い、必要に応じ、環境遵守状況の把握を行ってい くべ きである。

IV.与 信 実 務 に お け1る取 組 例

1.各 段階 における留意点

与信 取組前の対 応については、III.2.で 検討 したので、 ここでは、取組後 の具体 策につ

いて検討す ること とす る。II.で 概観 した よ うに、銀行等 に対す る環 境責任 を問 う法律の動

向は、制定法(連 邦法 ・州法)、 判例法 ともに動 いてい るため、決定的 な対策 を打出す こと

は、極 めて難 しい。

責任法理 を制定法 ・判例 法か ら読 み取 り、 この法理 の適用が なされ ないよ う取引の各段

階で、忠実 な運用 を してい く他 はない もの と思われ る。次 に示す のは、環境保護庁(EPA)

が1992年4月 、新規 則(FinalRuleと も言 われ る)を 発 して、担保権 者免責(secured
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creditorexemption)規 定の解釈基準を示 したことを受けて考 えられた対応策である(16)。

新規則によれば、参画関与 とは貸手が施設の管理運営に現実に参加 していることを意味

し、単にそれに影響 を及ぼすことができることや、施設の運営をコン トロールする権利 を

持っているだけで行使 しなかった場合 を含 まない。担保権者免責規定の解釈基準を融資期

間中と担保権実行後に分けて見てみよう。

(1)融 資期間中

次のいずれかの場合は、貸手は管理運営に参画関与 していたとされ、担保権者免責規定

の適用はない。

a.借 手の環境法規遵守についての意思決定 をコン トロールしていること。

b.借 手の環境法規遵守、または単に財務的 ・業務的な事項だけでなく、事実上全ての

経営事項についてマネージャーに相当す るレベ ルのコン トロールを行 っているこ

と。

逆に、次のような行為は担保権者免責規定の恩恵を失わない。

a.環 境法規遵守の有無の監視

b.借 手への浄化の要求

c .ス ーパーファン ド法に準拠 した浄化の実施.

d.現 場調査

e.定 期的に借手の施設や業務 ・財務状況をチェックす ること

f.ロ ー ン契約条件の改訂

9.金 利追徴 もしくは支払猶予

(2)担 保権実行後

一般的に、貸手は担保権実行により取得 した物件 を商業的なあらゆる手段を使 ってでき

るだけ早 く処分せねばなちない。そうしなければ、貸手はその物件 を投資目的のために保

有 していると見なされ、担保権者免責規定の恩恵を失 う。具体的には、

a.担 保権実行後1年 以内に、当該物件に類似した物件 を扱っているブローカー等にそ

の物件 を売却物件 として登録す るか、あるいは毎月、一定の新聞 ・雑誌等に売却の広

告を出すこと。かつ、

b.担 保権実行後6カ 月経過後は、文書による真正な買取申込みがあったら90日以内に

これを受け入れる行動 を起 こす こと。(真 正な申込みとは、公正な価値(被 担保債権額
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以上)で の現金買取申込みで・売手として満足できる相手からのもの)。

これらの条件を満たせば・貸手が担保権実行後・業務 を継続 したり・工場を閉鎖 したり
、

スーパーファン ド法等に準拠した浄化作業 を実施す ることは、差支えないし、売却に備え

た保存行為 も問題ないとされている。

新規則は、担保権者免責規定の解釈基準 を示すことにより、金融機関の行動指針を示 し

ているという点で、高 く評価できるものであり、実務界の歓迎す るところである。しか し、

IL2.(2)(h)で 示 した如 く、この新規則については、EPA'に よるその制定権限の存否 をめ

ぐって裁判で係争中であることから、未だ予断は禁物 と云 うべきであろう働 。また、新規

則が有効であったとして、この規則に則った行動指針 を守っていたとしても、スーパーフ

ァン ド法上なちびに他の法規にもとつ く責任は残 る。なぜなら、銀行 自ら有害物質 を貯蔵 ・

処分 したり、運搬する場合には浄化責任を問われうるし、他の法規については、担保権者

免責規定は働かないか らである。'

2.与 信契約書の約定例

ここでは、実務 で用 い られ る契約書の約定 を紹介 す ることとしたい(18)。

環境問題 に関す る以下 の約定 を定型フォームであ る貸付 契約、保証契約等 に追加す る。

期 限の利益喪失条項(eventofdefaultclause)の 発動 は、 この追加約定違反が あった場

合 に、通常 の約定違反 の場合 と同様に行 われ、債務者 が期 限の利益 を失 うこ とにな る。 ま

た、貸付等 に関連 して貸手が何 らかの環境 責任 を負い損 害が生 じた場合 には、 それ を借手

た る債務者が補償す るこ とを約諾 してい る。

(1)定 義(De6nition)'

① 環境法(EnvironmentalLaws)

現在効力 を有 しお よび将来発効す る人類 の健康、安全 又は環境 に関す るすべ ての外 国法、

連邦法、州法、州下部組織の法律、政省令、 レギュ レー ション、許認可、指令、命令及 び

それ らの修正 を含む。例示 として挙 げ られてい る法律名 は次 の通 り。

CERCLA,SARA,HazardousMaterialsTransportationControlAct,Resourse

ConservationandRecoveryAct,FederalWaterPollutionControlAct,CleanWater

Act,SafeDrinkingWaterAct,CleanAirAct,SolidWasteDisposalAct,Toxic

SubstanceControlAct,PublicHealthServiceAct,
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② 危 険物質(HazardousMaterials>

固体、液体、ガ ス体 又は混合体 、溶解体 で危険、有毒、汚染、汚濁物質。

例示 として挙げ られて いる物質 は次 あ通 り。

アスベ ス ト、尿素 ホルムアルデ ヒ ド、PCB、 ラ ドン、燃料 オイル、石 油及びその派生物、

その他 の爆発、腐食、引火、伝染 、放射、発癌性物質。

③ 危険行為(HazardousActivity)

地球上 のあ らゆる場面におけ る危険物質 の製造(generate,manufacture,produce)、 製

造工程、包装、取扱、貯蔵 、利用、管理、移転、分配、輸送、処分 、投棄、脱色、漏洩、

射 出、流 出な どの行 為。

(2)陳 述 および保 証(RepresentationsandWarranties)

借手 に対 しては、施設の環:境法遵守の状 態、汚染 の存在、連邦、州、及び地方の操業許

可の現状、施設 におけ る危険廃棄 物の保 管 と処理 の歴 史を説明す る事実の陳述 ・保証 を行

な うよう要求す る。貸手が貸付 契約 を締 結 し、同契約 に関連す る抵 当権設定契約 その他 の

契約 を締結 する際 にはこの陳述 ・保 証に依拠 す るこ とを承知 して、借手 は以下の陳述及 び

保 証 を行 な う。

(a)該 当物件 の立地、建 設、 占有 、維持 管理 、操業、利用 につ き借手の環境法遵 守は

尽 くされているこ と。

(b)該 当物件 の利用 に伴 う環境法上 の当局許 認可 は得 られ、効力 を有 していること。

(c)該 当物件の過去の所有者及び借手、その 占有者、利用者、操業者 はそれ らの行為

に関連 して、該 当物件及び該当物件か らの汚染 につ き、危険行為、危険物質、環境

法違 反に係 わる通知、照会、質 問、o警告 、召喚、命令 、差止、判決 その他 の連絡 を

受 けていないこ と。

(d)該 当物件 の過去の所有者、 占有 者、操業 者、利用者 は、過去及 び現在危険行為 を

許 した ことはな く、 また危険行為 の存在 につ き不知 であ り、 その他 の行為 が結果 と

して危険物質の投棄 となる様な操業の存在 を知 らない。

(e)該 当物件又 はその隣接す る物件の水 面、地下水 中、 土壌 中に危 険物質が存 しない

し、樽 な どの中に貯 蔵 されて いないし、埋蔵 され もしていない。

(f)該 当物件 にはCleanWaterAct上 の湿地帯や保護 され るべ き植物群や動物群 を

含んでいない。
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(9)該 当物件 に関連 して借手が行 った危険物 質や危険行為 に係 る調査 分脈 テス ト

の真正 な コピー を貸手 に交付 しているこ と。

(h)借 手は環境法 の責任 を問われたこ と、調査 され たこ とが無 く、その不動産、工場

建物 、オ フィスが当局 の連邦優先 リス ト、責任 情報 リス トに登 載 された ことがない

こ と。借 手、 当該物件 に とって、財務上、業務 運営上不利 な結果 とな るような係争

中の事件 は無 いこ と。

この陳述 ・保証 は当該物件 の売却、処分 その他 の行 為の後 も、 この契約 の終 了後 も効 力

を有す る。

(3)誓 約(Covenants)

借手に対 し次 の事項 を誓約 させ る。

(a)当 該物件 に危険物質 がないこ と。

貸手の承諾 があ る場合 を除いて、借手 は危険物質 を当該物件 及びそれに隣接 した

場所に置いてはな らない。

借 手の業務 運営上 それ らの物質が必要 である場合 にそれ らが環境法 を遵守 しつつ

管理 されてい るときは、借手 の貸手 に対す る承 諾要請 は不当 に拒絶 されては ならな

いが、貸 手は危険物質が 当該物件 に対す る リス クを増加 させ る と考 え る ときは、承

諾 を行 う義務 は無い。

(b)環 境法遵 守

環境法上 の重大 な要請 につ いては、借手 はこれを遵守す る。

(c)環 境法上の リーエ ンの不存在

当該 物件について、借手 はSARA§107(f)の リーエ ンは じめ その他 の リーエ ン、

担保権 その他 の負担 を生 じさせ ない。仮 りに リー エンが付着 した時は、借手は(i)

リーエ ン対象の クレー ム を支払 い リー エンを除去す るか、(ii)ボ ン ド(保 証)又 は

現金 もし くは担保 を貸 手に提供す るか、(iii)そ の他 の措置、 を講ず るもの とす る。

(d)許 認可

借手は、当該物件 につ き、環境法上 の許認可 を取得 してお り、将来の許認可の維

持 につ き必要 が生 じた都 度、適切 な措置 を講 ず る。

(e)僑 正行為(dutytoremediate)

危険物質が当該物件上 に投棄 された り、発見 された場合、借 手は、
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(i)24時 間以 内に貸手に通知 し、

(ii)救 済的、更正的、復 元的行為 を的確 に行 い、

(iii)貸 手の立入検査 を認め る。

上記 の措置 を借 手が怠 った時は、貸 手が借手 の負担 にお いて、借手の代理 人 とし

て(ii)の 行為 をなす こ ともで きる。

貸 手 は環境 法違反 の危 険物 質 の存在 を信 じた場 合、環境 監査(Environmental

Audit)を 借手の コス ト負担 において行 な うこ とが で きる。借 手 は環境監査 に協 力

し、貸手 に環境責任が生 じた場合 その責任 を補償す る。

(f)環 境文書 の提 出

借 手は環境 に関す る諸文書の コピー を貸 手に提 出す る。

(9)定 期 的環境監査

借 手は、 その費用負担 において、貸 手の選任 した環境 コンサ ルタン トに よる最低

年一 回の環境法遵守状況のチ ェックを行 うことを目的 とす る経営管理 システム を維

持 す る。監査終了後結果 は貸手 に報告 す るもの とす る。

(h)立 入検査(righttoinspect)

契約違反や環境遵守違反の存在 を貸 手が知 った ときは、貸手 は、 その裁量に よ り

当該物件 につ き立入検査 をす るこ とがで きる。貸手 は、 その裁量 によ りかつ借手 の

費用負担 において、独 立の環境 コンサル タン トを起用す るこ とが で きる 。

(4)補 償(lndemni6cation)

可能な限 り、貸手 は借 手か ら幅広い補償 を取得 し、環境法上 の責任が借手 の責 に帰すべ

きであ ろうとなか ろ うと、借手が施設 に関与す る前に起 きた ことであろ うとなか ろ うと、

また借 手が知 っていた と否 とを問 わず、借手に対 しては施設 にかか る環境法上 の責任 か ら

生 じた一切 の責任 か ち貸手 を保護 し貸手 に補償 す るよう約束 させ るべ きであ り、補償条 項

は、単 に迷惑 をかけ ない－holdharmless－ とい う一般 的な約 束 を越 えて、環境 責任、特に

危険物質の存在 に関係す る環境責任 をはっき りと規定す るべ きであ る。

具体 的 な約定例 は次 の通 りである。 〆

(a)借 手は、無条件 にかつ取消不能 で、貸手、その役員 ・オフ ィサー に対 し、次の も

の を補償す る。

(i)当 該物件 にかか る環境責任の結果、貸手に生 じた損害、 コス ト、 費用 で次の もの

一124一



(例示)

イ 当該物件か らの除去・カプセル化・その他の処理に要するコス ト、フィー、費

用

ロ リーエン負担による抵当権の優先性喪失による損失又は損害

ハ 弁護士費用、専門家費用

(ii)当 該物件の欠陥又は環境法に適合するためになされた行為又はそれらに関する訴

訟 ・行政調査などにより生 じた損失、責任、コス ト、費用、損害

(iii)当 該物件にかか るアスベス ト又は他の危険物質に関連して生 じた人的権利侵害又

はそれら危険物質の除去に関す るクレーム、要求、損害賠償から直接 ・間接に生ず

る損害、責任、コス ト、費用

(b)本 条にもとつ く補償は、担保解除 抵当権抹消後 も存続し借手の責任、債務、補

償義務 として永久に存続する。

(c)担 保契約等他の契約にこの補償契約の条項 と矛盾する条項がある場合には、本条

項が優先する。

(d)(i)本 契約上の義務 を果すために、借手は貸手に対 し環境法に関する通知、請求、

訴因で補償の対象 となる事項 を速やかに通知するもの とする。また借手は貸手の要

求する文書や記録 を直ちに提出し、その後の進展について も連絡するものとする。

(ii)貸 手は自身に対するクレームで、そのクレームが借手に転嫁される可能性あるも

のについては、その根拠や金額の見積 りについて、借手に書面で通知するものとす

る。

(iii)貸 手に対する訴訟が生 じた場合、貸手がその旨借手に連絡を取った後は、借手が

その訴訟を引き受けるものとし、訴訟費用は借手が負担するものとする。但 し、貸

手が 自己の弁護士 を雇うことは差支えない。

(iv)補 償金は直ちに支払われるべ き.ものとす る。請求書の到着後30日 以内に支払われ

ない場合、貸手は訴の提起ができる。

(e)借 手の本条による義務は、(i)貸 手の本条の規定による作為、不 作為、遅滞、欠

落や、(ii)当 該物件に係 る危険物質に関する又はこの補償に関する通知や要求や警

告の省略、を理由として、いかなる方法によって も縮減されたり、影響 を受けた り、

解除されることはない。
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5.追 加約定の意義

2.で 紹介 した矩 が通常の鮒 契約 こ追加 され るこ とは・先に述べ た ところであ るが

この追加約定の意義 はどの よ うな ものであ ろうか・

陳述 ・保証、誓約条項の違反はeventofdefaultと な り、一定の猶予期 間の徒過 に よ り

貸手に よるdefault宣 言が可能 とな る。

default宣 言がな される と借 手は期 限の利益 を失い、借 手には元利金 及び遅延損害金等

全 ての債務 につ き、支払 い義務 が生 じる。 また補償条項 によ り貸手は環境責任 金額(生 じ

た損害 、 コス ト、 費用)に つ き、借手か ら補償 を受 ける権利 を契約上与 えられてい る。 こ

れ らの金額 には クレームや 訴訟に巻込 れたケースで生 じた もの も含 まれ ている。 これ らの

元利金 、損害金、 コス トな どのすべ ての金額 を借手が支払 えば、貸手 は問題 な く債権や 費

用 の回収がで きる。借手が支払 わなければ、

(1)担 保権 の実行 を行 なう

この段 階では環境法規に よ り、貸手が責任 を負わないよ うな取組みが特 に必要 であ る。

CERCLA法 で言えば、InnocentLandownerDefenseやSecuredqreditorExemptionを

享受 で きるような対応が必須 である。 さらにEPAの 新規 則が前記 の とお り無効 との判決

が出てい ることか らして も、同ルールに依 拠す ることな く担保 権実行時 に法廷が担保権者

責任 を追求 していない事例 に則 した取扱 いを特 に慎重 に行 う必要が あろ う。担保権 の実行

に よって も、なお債権が残 る時は、一般債権 として行使す る他 はないか ら、担保 掛 目の管

理 が重要であ る。

(2)特 定履行(speci丘cperformance)を 求め る裁判所へ の訴の提起

担保権 実行 の過程 で危険物質が発見 された場合 な ど、借手 にその除去 をさせ るなど特定

の行 為の 履行 を求め るこ とが考 え られ るが、判例 で認め られ たケー スは無 い よ うであ る

(19)。また特定履行 は契約法上損害賠償 のみでは救済が不十分 な場合 に、例外的に認め られ

ている とされてい る(20)ことか らも、実際に は、損害賠 償を求め てい くこ とになる と思われ

る。

勿論 、追加約定 の合意 を怠れば、借手 と貸手の責任 負担 は曖昧 になるか ら、約定 を追加

す るこ との意義は、決 して軽視 され るべ きではないが、 多 くの契約 と同様 に、約定は十分

条件 では ない。約定 の実現が、 また、大 きな問題 で ある。
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V.お わ りに

以上にみてきたとお り、米国においては、金融業務 における環境責任への対応は容易で

はない。環境責任 を誰が、 どのような場面で、如何なる内容の責任を負 うのかについて・

現在 も力対力の間ぎ合いが行われている感がある。金融実務においては・このような不安

定な状況下にあって、現状 を踏まえ、将来を展望す る具体的な対応策 をもって、業務 に取

組み、社会に貢献することが求め られている。

米国においては、金融機関 としては、 とくに1肌 で検討したような具体策は早急に採用

すべきであろう。判例が動 き、新 しい立法が制定される状況に合わせて、それらの変化 を

具体策に反映させ、それを改善 してい くべ きであることは云 うまで もない・上のような変

化を念頭に置けば、III.IV.で検討 した具体的な対応策については、現在 も模索中との認識

は正 しいか も知れないが、銀行による環境対応への遅れに伴 うリスクの存在は決 して軽視

されるべ きではなかろう。負担させ られる金額 を考えれば、対応の遅れは許されまい。

一方金融機関の取引の相手方である企業についてみれば、III.で検討 したように、保険な

どの第三者への責任転嫁や第三者による補填に限度があ り、IV.3.でみたように特定履行が

一般的な貸手の救済た りえず、損害賠償中心の救済 となれば、担保権実行後の請求は、結

局一般債権 となってしまうことから、最後は、その企業の体力次第 ということになろう。

つまり、ある企業にとって、環境責任への対応の遅れは、製品、サービスの利用者である

消費者や資材等の提供者であるその企業の取引先や広 く社会の選択 リス トから外れること

を意味 し、金融面から見れば、与信枠の縮小 ということになろうか ら、金融機関にとって

みても、環境問題を正 しく認識 し、対応している企業が最 も取引先 として望 しいとい うこ

とになるのではなかろうか。環境に絶えず配慮 し、環境に関する社会的責任を果たしつつ、

社会に認められる企業が法的にも、経済的にも、社会的にも健全で安定 した銀行の取引先

であると考えられる。

翻 って我国の場合 を考えると、現状米国のような制定法による厳 しい法的規制はな く、

金融業務について云えば、米国の判例法のような不透明な状況が続いているわけでもない。

しか しながら、邦銀の米国での与信活動については、上述のような予防法務の重要性が指

摘されているところであり、大蔵省が地球環境問題の政策論議に加 わる意向であることが

報ぜ されたり、通産省も、環境保護の観点から企業活動をチェックす る環境監査の導入を
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柱 とした環境管理ルールを策定 し、国際機関で近 く始められる環境管理 システムを先取 り

し、JIS規 格に盛込む意向であることが報ぜられている(21)ことから、今後環境論議が深ま

るにつれ、我国金融業務についても、環境対応は決 して看過す ることのできない問題の一

つ となるもの と考 えられる。

(平成6年2月27日 脱稿)

(1)サ ンケ イ新 聞、1993年8月22日

(2)日 本経 済新 聞 、1993年8月22日(社 説)、 同1993年7月30日(東 芝 、環 境 監査制 を導入)、 同1993

年5月30日(松 下 電工 、 監査機 能 強化)

(3)同 、1994年2月21日

(4)同 、1993年10月8日

(5)「 米 国 におけ る貸付 者 の環境 リス ク」 ジェ ニフ ァー ・ア ッシュ、 「信 託研 究 」 第79号 、p.3

(6)「 米 国環境 法 セ ミナ ー」 資料(1993年5月)、 スー ザ ンM.キ ャ ンベ ル、MudgeRoseGuthrie

Alexander&Ferdon

「米 国 におけ る土壌 汚染 と金 融機 関 の責 任」 吉 田通之 、金 融'93・3、p.16

注(7)p」6～17

「金 融機 関 の環 境浄 化責 任 」後藤 敏 彦、 金融 法務事 情No.1279、p.12

AshlandOil事 件 につ き、注(7)p.18

3人 の判事 に よ る判 決 は2:1。 主 席判事 が 反対 意見 。

注(5)p.17

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

注(5)p,9～12

注(5)p.11,

「銀行 は環 境 リス クを回避 で き るか 」小 杉 丈夫 、民事 法情 報No.73、p.6

注(5)p.12、17～18

注(7)p.17～19

なお、 この規 則 の効 力 は、1994.2.4連 邦控 訴審 で無効 とされた。 注(11)参 照

注(11)、 注(16)参 照

契約 書例 は、注(6)資 料 を参考 に した。

MLR.0,Wienke,Ross&Hardies(シ カ ゴ)

「英 米 契約法 の理 論」(第2版)木 下毅 、p.396

日本経 済新 聞、1993年5月30日
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金融業務 における環境配慮
一 一〇PA90(米 国油濁法)の 諸問題 と金融

北 村 理 広
広一1宙一 噛一●一 ●一一 ●一 一← 噂恒一 一軸一 噛レー 邑、i-←～

は じめに

1989年3月24日 、原油をほぼ満載にしたエクソン社所有の20万DWT(重 量 トン)級 大

型タンカー、バルディス(EXXONVALDEZ)号 は、米国アラスカ沖を航行 中のところ、

プリンス・ウィ リアム湾内にて航路を外れ座礁、およそr,100万 ガロン(41,000k1)の 原油

を流出させ た。この事故は、過去のタンカーの原油流失事故のなかでは中規模程度の もの

であったが、折 りからの環境論議の高まりの中で世界的な注 目を浴び、タンカー輸送によ

る環境破壊 とその損害補償の問題に関して広範な議論 を引き起こした。

このような状況下、翌90年8月 米国で議員立法の連邦法 として、新油濁法(OilPollution

Actof1990;OPA)が 成立、その厳しい規制内容が更なる論議 を巻 き起こすこととなった。

OPAに おいては、米国の経済水域内で油濁事故が発生した場合、船主 ・運航者 ・裸用船者

には広範囲の損害賠償の負担がある上に、無限責任 となる余地も大きいもの と考えられ、

一部石油メジャーや大手海運会社には米国へのタンカー配船を回避する動 きが見 られた。

更に金融機関の間において も、OPAの 成立は、CERCLA(ス ーパーファン ド法)に 基づ

く金融機関の汚染化責任を認めたフリー ト・ファクターズ判決における融資者責任の法理

と結びつけば、深甚なる結果を招 く可能性があるという不安が拡がった。OPA上 の責任 と

融資者責任の法理は別個の ものであるが、これ らの立法や判決を契機 として、環境問題に

関してタンカー金融のもたらす様々なリスクが基本的な再検討を迫 られている。

1.OPA成 立 に至 る背景

タンカーの海上事故が環境に重大な悪影響をもたらすことは周知 の通 りであるが、油濁

事故による損害賠償に関す る国際条約や民間協定、立法措置等は、いずれ も過去の大事故
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の発生を機に制定 されている。

1967年3月 ・英 甲南西 シ リー諸 島沖 にて りベ リア船 籍の トリー ・キャニ オン号(TOR

REYCANYON)が 座礁、イングラン ド南部 とフランスのブルターニュ地方の海岸 を広範

囲に汚染 した。当時は油濁事故に関す る国際条約が存在しなかったが、万国海法会 と国際

海事機関(現 在のIMO)が この問題 をとりあげ、1969年11月 にCLC条 約(油 濁汚染損害の

民事責任に関する国際条約)が 成立 している。これは条約批准国の領域内で生 じた油濁事

故に関 して船主の責任を限度付 きで確定させたものであ り、現在 日本 を含む70ヶ 国が加入

している。しか し米国はCLC条 約に加入 してお らず、ここに無制限責任 を規定 したOPA

が米国国内法として成立する根拠がある。また1971年12月 には、CLCを 補 う形でFC条 約

(油濁汚染損害の補償のための国際基金設立に関す る国際条約)が 成立し、CLCで 制限さ

れた船主責任 を上回る損害を補填するための基金の設立が定め られた。

民間においても補償体制の整備が進められた。加盟船主の油溝保険 としては1969年10月

にTOVALOP(油 濁責任に関す るタンカー船主間自主協定)と いう自主協定が発効 し、世

界の主要石油会社のものでは1971年4月 にCRISTAL(タ ンカーの油濁責任に対す る臨時

追加補償制度に関する契約)が 成立、それぞれ汚染損害の補償額が定められている。

その後、1987年3月 にはフランスのブルターニュ沖にて、20万DWT級 大型タンカーの

座礁事故 としては初めてカディス号(AMOCOCADIZ)事 件が起 こり、CLCやCRISTAL

で定められた補償最高限度額を遙かに上回るような事態が生 じた。タンカーの大型化 ・老

齢化に伴い油濁損害の大規模化が懸念され始め、上記の各条約や民間自主協定に盛 り込ま

れた補償限度額の規定は引上げや改正が行われている。

米国国内においてはタンカー事故ではないが、1969年 にカリフォルニア州サンタバーバ

ラ沖の海上石海基地から320万 ガロンの原油が流出し、同州周辺の海面・海岸線を汚染す る

事件が発生 した。この事故 をきっかけに、1970年 水質改善法の中に油濁に関する規制が盛

り込まれたが、1972年 の水質汚濁防止法(FederalWaterPollutionControlAct)の 改

正に伴って油濁規制は同法にまとめ られた。

水質汚濁防止法では、責任当事者は浄化義務や自然環境の原状回復義務 を負ってお り、

また故意 ・重過失がある場合の責任限度額無制限の規定などがあったが、第三者への損害

賠償義務については明示規定を欠いてお り、これは通常の不法行為によるもの とされてい

た。またタンカーの所有者・運航者に対 しては150ド ル/GT又 は25万 ドルのいずれか高い額
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の支払い能力の確保 を義務づ けていた し、浄化 費用 を回収 しきれない場合 には油流失責任

信託基金 か ら流失1回 当 り5億 ドルの拠 出が定 め られて もいた。 しか し、エ クソン ・バル

ディス号事件が起 きた とき、 その損害 は原油の除去 費用 だけで20億 ドルの 巨額 に上 り、水

質汚濁防止法 の規定 だけでは とて も対処 で きない こ とが判 明 したのである。

米国の総合環境対応 ・賠償 ・責任法(ComprehensiveEnvironmentalResponse,Compen-

sationandLiabilityActof1980;CERCLA、 通称 スー パー フ ァン ド法)は 、ナ イアガ ラ

の滝 にほ ど近 い ラブカナ ルで起 きた、廃棄化 学物質 の噴出事件 を契機 に制定 されてい る。

この法 は既に発生 した汚染事故 に対処す ることに主 目的があ る上、油 以外 の原 因で生ず る

海上 ・陸上 の損害 に関す る請求 に適用 されて きてお り、 タンカー に よる汚染事故 に直接適

用 され ることはない もの と考 え られ る。 タンカー事 故 ではOPAと 水 質汚濁防止法 が適 用

される(重 複部分 につ いてはOPAが 優 先)。 しか しスーパー ファン ド法の下 で、融資先(借

主)の 施設で有害物質 に よる汚染 が発生 した場合 に、金 融機 関がその浄化責任 を負 うこ と

がある という判例(フ リー ト・ファ クター ズ事件)が あ り、後述す るOPAに おけ る責任 当

事者の曖昧 な規定 と関連 して、金融機 関に大 きな懸念 を抱かせ るものであ る。 フ リー ト・

ファ クター ズ事件 で展 開された融 資者責任の法理は、 タンカーに関す る金融 を考慮す る上

で看過で きない もの となってい る。

II.OPAの 概 要

OPAは 、1990年8月18日 に発効 した議員立法に よるア メ リカ合衆 国連邦法であ り、全9

章、80条 か ら構 成 されてい る。以下 には、 タンカー運航の実 際上 問題 となる と思われ る責

任規定 の主要 点について概 説す る。

1.責 任 当事者

OPA上 、米国の海岸線 または200マ イル以 内の排他 的経済水域 において油流失の結果生

じた除去 費用 ・損害の責任 を負 うのは、以下 の 当事者 とされてい る 〈1002条(a)、1001条

(32)〉。)

(1)船 舶:船 舶の所 有者、運航者、 または裸用船者(anypersonowning,operating

ordemisecharteringthevessel)

一131一



(2)陸 上施設、沖合施設、深水港、パイプライン等:そ れぞれの所有者、運営者等

OPAの 規定は厳格責任であ り、各責任当事者は無過失であっても責任を免れない。また

所有者、運航者等は連帯責任 を負っているので、連邦政府や州は除去費用 ・損害の請求を

いずれの当事者にすることも可能である。

しか し船舶の場合、「運航者」の規定の意味は必ずしも明らかではない。定期用船者や航

海用船者が問題 となるが、一般には、船長の任命や船員の配乗を行わないこれらの用船者

は船舶運航の責任主体 とは考 えに くい、 というのが海運業界の主張であろう。しかし米国

の専門弁護士か らは、定期用船者 といえども運航者 として訴追を受け有責 とされる可能性

が高いとの指摘があり、判例のない中で見解は一致 していない。また、連邦法よりも更に

厳 しいカリフォルニア州油濁法では、その改訂暫定規則の中で運航者には定期用船者が含

まれるとされている。連邦裁判所がどのような見解を出すか予測はできない。少な くとも

OPAの 規定は曖昧だと認識してお く必要があろう。

当該船舶に関す る債権者や抵当権者は、所有者や運航者に含まれるであろうか。所有権

留保、 リース、船舶信託等、所有権の形をとる融資形態は所有者とされようが、抵当権者

については、OPAに はスーパーファン ド法のような担保権者除外規定がないので問題 と

なる。融資者責任の法理 とも関係する点であ り後述す る。

なお、OPAで は荷主は責任当事者に含まれてはいない。

2.完 全な抗弁(免 責)事 由

責任当事者が、油の流出が次の原因で生じたことを証明した場合には、その除去費用 ・

損害に対す る責任 を負わないもの とされている 〈1003条(a)〉。

(1)不 可抗力:予 想外の重大な自然災害、または例外的 ・不可避的かつ不可抗力的性

質の自然現象であって、相当な注意または予測を払っても、その結果が予防または

回避できなかったもの

(2)戦 争行為

(3)第 三者の作為または不作為:但 し、第三者の予測可能な作為または不作為及びそ

の結果に関し、責任当事者が相当の注意を尽 くし且つ予防措置を講 じたことを証明

した場合に限る。 またここにいう第三者には、責任当事者の被用者、代理人、また

は責任当事者との契約関係に基づ いて作為 または不作為 をす る者は含 まれていな
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い 。

しか し責任当事者は・この(3)項 により事故の原因が第三者の行為 で生 じたことを主張

する場合であっても、いずれの請求人に対 しても除去費用 ・損害の賠償額 をまず支払わね

ばならず、第三者の責任が立証できたときに限って、その第三者(ま たは基金)か ら回収

する権利を代位取得す るものとされている く1002条(d)〉。

OPAは 責任当事者に極めて厳格な立証責任を課 してお り、実際には油濁事故を引起 こ

した当事者が完全な免責 を受けられる余地は、甚だ少ないもの と考 えられよう。

3.損 害賠償の範囲

OPAに おいて責任当事者の賠償すべ き除去費用・損害 とされているの、以下に見 る通 り

非常に広範囲にわたっている 〈1002条(b)〉。

(1)除 去費用:流 出した油について連邦政府、州、インディアン部族、その他の者が

負担 したすべての除去費用。なおバルディス号事件の とき、この原油除去費用だけ

で20億 ドルかかったことは前述 したが、エクソン社は保険による補填を受けられた

5億 ドル強(推 定)を 上回るすべての費用を自己の基金か ら支払った。 しかし一般

の零細な海運会社がこの負担に堪え得ないことは明 らかである。

(2)損 害

(a)天 然資源:損 傷、破壊、損失、または利用の喪失を被った天然資源の損害

(b)不 動産 または動産:所 有者 または貸借人の経済的損失に対するもの

(c)生 活利用:天 然資源 を生活利用するすべての請求人の利用喪失による損失

(d)収 入1天 然資源、不動産または動産の損傷、破壊または損失に起因する税金、

使用料、賃借料、料金 または正味利益持分の正味損失 と等 しい損害

(e)利 益及び稼動能力:天 然資源、不動産または動産の損傷、破壊または損失に

起因する利益の損失 または稼動能力の減損に等 しい損害

(f)公 共サー ビス:除 去作業中または除去作業後に増加 もしくは追加 された公共

サービスを提供す るための正味費用に対する損害

従来の水質汚濁防止法では、第三者への損害賠償については明示規定を欠いてお り通常

の不法行為法によるものとされていたので、請求者は責任 当事者の故意 ・過失を立証する

必要があった。OPAで はこの点、賠償の対象 となる損害を明示 し、上記のように天然資源
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の利用喪失損害や収 入機会 または逸失利益 の損失について も、責任 当事者 の故意過失 を要

せ ず賠償 請求で きることとして いる。

この ように無過失責任 による間接損害の範囲が拡大 されたため、大規模 なタンカー事 故

が生 じた場合 、その賠償額は莫大 な ものにな ると予測 され た。す でに法案成立 の直前か ら、

SHELLInternationalMarine社 を筆頭 に、A.P.MOLLER、ELF、WORLDWIDE等 、

有力船 主が米国への配船 を回避す る行動 に出始め、か えって劣悪 な設備 の一杯船主 の跳梁

を赦す とい う事 態 を招 いてい る。

4.責 任限度額

水質汚濁防止法で はタンカー事故 の除去費用 ・損害賠償額について、故 意 ・重過失 の場

合 は無制 限、それ以外の場合 は150ド ル/GT又 は25万 ドルの高 い方、とい う上 限 を定めてい

た。しか しバ ルデ ィス号事件 によ り、この規定 は無力であ ることが判 明 したので、OPAで

は1事 故 当 りの責任 限度額 を次の ように大幅 に引 き上 げている 〈1004条(a)〉 。

(1)タ ンカー:下 記(a)(b)の いずれか大 きい額

グロス

(a)1GT(総 トン)当 り、1,200ド ル

(b)(i)3,000GTを 超 える船舶 では1,000万 ドル

(ii)3,000GT以 下の船 舶では200万 ドル

(2)そ の他 の船舶:1GT当 り600ド ル または50万 ドルのいずれか大 きい額

(3)沖 合施 設:す べ ての除去費用プ ラス7,500万 ドル

(4)陸 上施 設、 深水港:3億5,000万 ドル

しか しなが ら、賠償 の限度 を定めた この規定 は、次の場合 には適用 され ないこ とに注意

すべ きであ る 〈1004条(c)〉 。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

すなわち、

汚濁事故により生 じたすべての除去費用 ・損害 を賠償することになる。バルディス号事件

責任当事者(代 理人、使用人、契約関係にある者を含む)の 重過失 または故意

連邦の安全、建造または運航規則の違反

事故報告の解怠または拒否

除去作業に関する協力と援助の提供の解怠または拒否

水質汚濁防止法または公海干渉法に基づ く命令に対する解怠または拒否

これ らの事由が存在 している場合には責任当事者は無限責任 を負っており、
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のときは船長が飲酒をしていた事実があったが、このような事情がな くても、例えば連邦

の安全、建造または運航規則などは精緻にわたってお り、その違反を犯 しながら事故にい

たり、責任限度額が適用されなくなるケースも充分に考えられるよう。実際に多 くの英米

の専門弁護士は、責任限度額の計算など無意味であって、OPAは 無制限責任 を負わせてい

ると了解 した方がよいと説いている。国際的にも極めて異例な、型破 りの立法と言わざる

を得ない。

5.賠 償 資力の証明

さ らにOPAは 、合衆 国の裁判管轄 に服す る地 を使用 す る300GTを 超 える船舶 に対 し

て、本法下の責任 限度額 を満 たす に充分 な資力の証明 を備 えるこ とを要求 してい る。資力

の証明は、保 険の証 明、保険証書、保証状、信用状、 自家保 険者 としての資格、他 の金銭

的責任の証明、 またはこれ らの組合 せに よって立証 す る 〈1016条(a)、(e)〉 。

この証 明 を当局 の要請 に応 じて提 出 しない場合 は、入港 拒否か留置処分 を受け ることと

な り、 また証 明 を保有 していないこ とが発覚 した船舶 は、出航許可 を保 留、取消 され る上

に、合衆 国政府に よる差押 え、没収 の処分 に服す るもの とされて いる 〈1016条(b)〉 。

6.防 止及び除去策

OPAは 油濁事故の防止及 び除去 のために、1章 を設け、詳細な規定 を置いてい る。タン

カー一運航に関係 す るその一部 は、 以下 の通 りである く4101条 ～4118条 、7001条 〉。

(1)船 員免状 、登録証 明書、商船船貝 資格書発行時のアル コール、薬物乱用等の検査

(2)船 員免状、登録証 明書、商船船員資格書保有者の犯 罪記録 の調査

(3)ア ル コール及 び薬物 の乱用 に よる船員免状、登録 証明書、商船 船員資格 書の一 時

停 止及 び取消

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

船長または責任者の更迭

船員免状、登録証明書、商船船員資格書保有者の自動車運転履歴の検索

外国籍タンカーの配乗基準

船舶交通援助 システムの研究 」

商船の外板厚の定期的計測

過積及びタンクレベルまたは圧力を探知する装置の最低基準に関する規則の制定
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

タンカーの安全航行基準に関する研究の開始

漠漠機の改造に関する研究

タンカーの自動操縦装置または無人化機械室の条件の明確化

タンカーに対する二重船穀条件の制定

パイロッ ト業務、 タンカーのエスコー トについての条件の修正

海洋汚濁防止教育計画の研究

船舶通信設備規制の確実化

油濁調査、技術開発および実験の包括的なプログラムの調整 と調査機構の育成

これらの油濁事故防止及び除去対策のうち、海運業界に大 きな影響 を与えた重要な規定

は、タンカーに対する二重船穀条件の制定である。二重船穀タンカーの新造船建造費は、

従来の一重船穀のそれより20～25%の 上昇 となると考 えられてお り、船主や荷主にとって

は採算の悪化や運賃改訂の問題などをもたらした。また造船の技術や建造能力の確保につ

いて も周辺業界に様々な課題 を提供 し、社会的な話題 ともなった点である。

7.タ ンカーに対 する=重 穀化の義務付 け 〈4115条>

OPAで は、米 国の200マ イル以 内の排他 的経済水域 を含む合衆 国の裁判管轄 の及ぶ水域

を航行す るすべ てのタンカー(一 部、有害物質処理用船舶や深水 港での揚荷船舶 、は しけ

取 りによ る運搬船等 を除 く)に 、新造 ・既 存 を問わず二重船穀 を備 え ることを義務付 けて

いる。二重船穀へ の改造猶予期 間は、 タンカーの大 きさ、船齢、二重底や 二重側板 の有無

によ り、次表 の ように段階的に実施す るもの と定 め られ ている。

(1)5,000GT以 上、15,000GT未 満の船舶

① 一重船穀の船齢40年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢45年 以上の船舶

② 一重船穀の船齢39年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢44年 以上 の船舶

③ 一重船穀の船齢38年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢43年 以上の船舶

④ 一重船穀の船齢37年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢42年 以上の船舶

⑤ 一重船穀の船齢36年 以上の船舶、 または

二重底 もし くは二重側板の船齢41年 以上 の船舶

1995年1月1日

1996年1月1日

1997年1月1日

1998年1月1日

1999年1月1日
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⑥ 一重船穀の船齢35年 以上 の船舶、または

二重底もしくは二重側板の船齢40年 以上の船舶

⑦ 一壷船穀の船齢25年 以上の船舶、または

二重底もしくは二重側板の船齢30年 以上の船舶

2000年1月1日

2005年1月1日

(2)15,000GT以 上 、30,000GT未 満 の 船 舶

① 一重船穀の船齢40年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢45年 以上の船舶

② 一重船穀の船齢38年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢43年 以上の船舶

③ 一重船穀の船齢36年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢41年 以上の船舶

④ 一重船穀の船齢34年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢39年 以上の船舶

⑤ 一重船穀の船齢32年 以上の船舶、または

二重底もしくは二重側板の船齢37年 以上の船舶

⑥ 一重船穀の船齢30年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢35年 以上の船舶

⑦ 一重船穀の船齢29年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板 の船齢34年 以上の船舶

⑧ 一重船穀の船齢28年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢33年 以上の船舶

⑨ 一重船穀の船齢27年 以上の船舶、 または

二重底 もしくは二重側板 の船齢32年 以上の船舶

⑩ 一重船穀の船齢26年 以上の船舶、 または

二重底 もしくは二重側板の船齢31年 以上の船舶

⑪ 一重船穀の船齢25年 以上の船舶、 または

二重底 もしくは二重側板の船齢30年 以上の船舶

1995年1月1日

1996年1月1日

1997年1月1日

1998年1月1日

1999年1月1日

2000年1月1日

2001年1月1日

2002年1月1日

2003年1月1日

2004年1月1日

2005年1月1日

(3)300,000GT以 上 の 船 舶

① 一重船穀の船齢28年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板 の船齢33年 以上の船舶

② 一重船穀の船齢27年 以上 の船舶、または

二重底 もしくは二重側板 の船齢32年 以上の船舶

③ 一重船穀の船齢26年 以上の船舶、 または

二重底 もしくは二重側板 の船齢31年 以上の船舶

1995年1月1日

1996年1月1日

1997年1月1日
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④ 一重船穀の船齢25年 以上の船舶・ または

二重底 もしくは二重側板の船齢30年 以上の船舶

⑤ 一重船穀の船齢24年 以上の船舶、 または

二重底 もしくは二重側板の船齢29年 以上の船舶

⑥ 一重船穀の船齢23年 以上の船舶、または

二重底 もしくは二重側板の船齢28年 以上の船舶

1998年1月1日

1999年1月1日

2000年1月1日

(4)上記 以 外 の タ ン カ ー

一重船穀の船舶 2010年1月1日 以降の運航禁止

二重底もしくは二重側板の船舶 2015年1月1日 以降の運航禁止

8.他 の連邦法や州法との関係

前述の通 り、タンカーによる油濁事故には、OPAと ともに水質汚濁防止法の適用もある

が、第三者に対する損害賠償の範囲や責任限度額の規定など、両者が重複 している部分に

ついてはOPAが 優先的に適用される 〈2002条〉。

各州の立法 との関係についてOPAは 、州またはその政治的下部組織が加重的責任 また

は要求を課す権限に影響 を与えるものではないと規定 しているのでく1018条〉、責任当事者

は連邦法に加えて、より厳格 な州法があればそれにも従 う必要がある。実際には責任限度

額の定めの無い(無 限責任)州 法や、荷主 も責任当事者としているところ、また緊急対策

時の義務や油流出防止のための特別な規制 を設けている州 もあるので注意を要する。

米国の沿岸州における、責任の態様や責任限度額の有無、荷主責任については下表の通

りである。

州名

ALABAMA

ALASKA

CAI』FORNL乱

CONNECT工CUT

DELAWARE

FLORIDA

責任の態様

過失責任

厳格かつ連帯責任

厳格かっ連帯責任

厳格責任

厳格かつ連帯責任

厳格責任

責任限度額の有無

無(無 限責任)

無

無

無

責任限度あり

責任限度あり

荷主責任の有無

無

有 り

有 り

無

無

無
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GEORGIA

HAWAII

LOUISIANA

MAINE

MARYLAND

MASSACHUSETTS

MIS81SSIPPI

NEWHAMPSHIRE

NEWJERSEY

NEWYORK

NORTHCAROLINA

OREGON

PENNSYLVANIA

RHODEISLAND

SOUTHCAROLINA

TEXAS

VIRGINIA

WASHINGTON

過失責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

厳格かつ連帯責任

厳格責任

厳格責任

厳格かつ連帯責任

厳格責任

厳格かつ連帯責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

厳格責任

無

無

責任限度あり

無

無

無

無

無

責任限度あり

無

無

無

無

無

無

責任限度あり

責任限度あり

無

無

無

無

無

有 り

無

無

無

無

有 り

有1]

無

無

無

無

無

有 り

9.訴 訟、裁判管轄、時効 く1017条>

OPAの 下での一切の紛争に対す る専属第一審裁判管轄権は連邦地方裁判所が持 ち、そ

の裁判地は損害の発生地または被告の居住地その他 とされている。また除去費用 ・損害賠

償の請求について有効な裁判管轄を持つ州の事実審裁判所は、OPAま たは州法による請

求の審理 を行い、執行可能 な判決 を出すことができる。従って広範囲な油濁事故が生 じた

場合、複数の場所で同時に訴えを提起 されることも充分に考えられ る。

損害賠償請求訴訟の時効は、油の流出とその損失 との関係が合理的に発見可能であった

日か ら3年 、天然資源の損失の場合は損害額の算定が完了した日か ら3年 である。除去費

用の訴訟の時効も、除去作業完了の 日から3年 である。
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III.国 際的な油濁損害賠償 の諸協定や保険制度 とOPA

前述の通 り、油濁事故に関 しては国際 的な条約、基金、民間協 定な どが成 立 してお り、

責任限度額 や損害 を被 った者に対す る補填 な どにつ いて定め られてい る。 また第三者 に与

えた損害 を補 填す る 目的のP&1保 険 もあ り、 それ らの概要 は次の通 りであ る。

①CLC(InternationalConventionofCivilLiabilityforOilPollutionDamage;油

濁汚染損 害の民事責任 に関す る国際条約)

1969年11月 成 立、1975年6月 に発効 して いる。油の流出に関 し船主 に無過失責任 を負 わ

せ てい るが、 その責任 には、133SDR/GTま たは1,400万SDR(約20億 円)の 低 い方 とい う

限度額 を設けている。但 し、条約批准国の領海内で生 じた汚染損害および防止措置の費用

に対 してのみ適用が あるので、未加 入であ る米 国の領海 内での事故の場合 、船 主は その責

任 限度額 の適用 を受け られ ない。また現在、1969年CLCを 修正 して、船 主の責任 限度額 を

5,970万SDR(約86.6億 円)に 引上 げ る1984年 議定書 が提案 されて いるが、 未だ発効 してい

ない。

②FC(InternationalConventionontheEstablishmentofanInternationalFund

forCompensationforOilPollutionDamage;油 濁汚染損害の補償 のため の国際基金設立

に関す る国際条約)

1971年12月 成 立、1978年10月 発効 。CLCの 付 帯決議 であ り、CLCで の船主 の責任 限度額

を超 え る損害 に対 して、荷 主の拠 出金 によ り補償 しよ うという国際基金 であ る。現在CLC

とFCの 両方 を合 わせ た限度額は6,000万SDR(約87億 円)と なってい る。

③TOVALOP(TankerOwnersVoluntaryAgreementConcerningLiabilityfor

OilPollution;油 濁責任 に関す るタンカー船主 間 自主協定)

油濁責任 に関 す るタン カー船主 間の 自発 的合・意 であ り、1969年10月 に発効 して い る。

CLCが 適用 され る地域 では責任限度額 があ るので、通 常船 主の掛け る後述 のP&1保 険で

カバー され るが、non-CLC地 域 では幾 らの賠償 を負わ され るか不確定 であ るため、これ を

補填 しようとい う趣 旨の協定 である。従 って、CLCが 適用 され る場合 にはTOVALOPは

発動 されない。

補償額 は160ド ル/GTま たは1,680万 ドルの低 い方の金額 であ る。補償の対象は第三者の

損害、船主及 び政府 の除去費用であ るが、CLCと 異 な り、現実の油流失事 故だけ でな く流
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失 の恐れ を除去す るため の費用 に も適用 される。

④TOVALOPSUPPLEMENT

TOVALOPと 並 存す る制度 であ り1987年2月 に発効 して い る。貨物 が 後 述 のCRIS-

TALの メンバーであった ときに適用 され、CLCやFCが 適用 された ときで も、これ らでカ

バー され ない被 害者の補償 を行 い得 る点でTOVALOPと 異 なって いる。最高補償額 は94

年2月 に改定 され、7,000万 ドルか ら8,000万 ドル に引上げ られてい る。

⑤CRISTAL(ContractRegardingaInterimSupplementtoTankerLiabilityfor

OilPollution;タ ンカーの油濁責任 に対す る臨時追加補償 制度に関す る契約)

石油会社の代 表組織であ る 「石油会社 国際海事評議会」が提唱 し、各石 油会社 と 「石油

会社海洋油濁協会(CRISTAL協 会)」 の間で1971年 に暫定的 に締結、発効 され た協定 であ

ったが、 その後改定 を経 てい る。 ・

TOVALOPSUPPLEMENTを 超 え る損害額 に対 して、荷 主の負担 で補償 しよ うとす る

ものであ り、TOVALOP加 入船 であ るこ と及び貨物(流 失 油)の 所有者がCRISTAL加 盟

者であ ることが条件 になってい る。P&1保 険でカバー され ない損害 に対 して補償 を行 い、

CLC、FC適 用の有無 と関わ りな く全地域 に適用 される。94年2月 に改定 され た補償 額の上

限は現在1億6,700万 ドルであ るが、これはTOVALOPSUPPLEMENTの 補償額 を含 ん

だ ものであ る。

⑥P&1保 険

船舶保 険 とともに船主が掛け る重要 な保険であ るが、船舶保 険が船舶 とい う物 を対象に

した保 険であ るのに対 し、P&1保 険は船 主の賠償責任 に関す る保 険 であ る。P&1と はPro・

tectionandIndemnityの 略で あ り、前者 は第三 者に与えた損害 に対 す る賠償責任保 険、後

者は積荷 に対す る海上輸送人の賠償 責任保険 を意味 してい る。

船 主の油濁 汚染 損害 に対す るP&1保 険は、CLC、non-CLCを 問わず、通常5億 ドルであ

り、追加 的に船主 の 自主的補償 として2億 ドル、合 計7億 ドル までが付保 で きる。

この ように、CLC当 事 国で生 じた事 故 については責任 限度額が定め られてい るため、ま

ずP&1保 険 の範囲 内で補填す ることがで きる。 またP&1保 険の及 ばない損害につ いて も

TOVALOPSUPPLEMENTやCRISTALに よ り、最 高1億3,500万 ドルの補償額 が得 ら

れ るので、通常 の油濁事故に は対処 す るこ とがで きるもの と言え よう。しか しnon-CLC地

域、殊 に米 国OPAの ように無制限責任の成立す る余地が大 き く、無過 失責任 に よる第三者
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賠償責任の範囲も広い立法の下では、 これらの諸制度は無力に等しいものとなる。現にバ

ルディス号事件のときのエクソン社の賠償額は、前述の清掃費用20億 ドルの他に連邦及び

州政府への賠償金11.5億 ドル、合計31億 ドル超にも上ったと推定 されてお り、今後同規模

の汚染事故が生 じれば、上記の諸制度の最高補償額を得て もなお充分 とは言えない。米国

におけるタンカー輸送は極めて リスキーな事業と言わざるを得 ない。

IV.米 国 における油濁事故 と金融機 関の責任

タンカーに関す る融資を行 う金融機関も、油濁事故に伴 う責任 と負担か ら無縁ではあり

得ない。融資先(借 主)の 破綻 と債権の喪失は言 うまでもな く大 きな損失であるが、OPA

の立法形態からして、金融機関自身も油濁事故の責任に関係する可能性がある。それには

OPA上 の直接の責任当事者になる場合 と、船主への融資者 としての責任 を問われる場合

とが考 えられる。

1.OPA上 の責任

既 に見てきたように、OPAで は油濁事故の責任 を負うのは、タンカーの所有者、運航者、

裸用船者である。従って金融機関といえども、このいずれかであれば直接的にOPA上 の責

任当事者に該 当する。考 えられるのは次のようなケースであろう。

(1)所 有権留保、 リース、船舶信託、その他所有権者としての形 をとる融資の場合。

(2)融 資先(船 主)の 破綻による担保権実行、譲渡契約、その他の理由により一時的

にせよ所有者または運航者になる場合。

(3)大 株主、親会社 として、あるいはM&A等 により融資先の株式を保有す る等、経

営に直接関与する場合。 まだは法人格否認の法理により親会社が責任 を問われる場

合。

一般的に金融機関は実際の船舶運航のノウハウには乏 しいものであるが、上記の場合は

そのような事情に関わりなく、所有者 または運航者 となり危険が大 きい。慎重にこれを回

避すべ きものであろう。

金融機関が担保権者 として振 る舞っている場合はどうであろうか。担保権 を実行 して自

ら所有者 となることがあれば、上記に該当するのは勿論であるが、それに至 らない通常の
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担保権 者 としての保全行為 は問題 ない もの と考 えられ る。 しか し担保権者(融 資者)と い

えど も、CERCLAの 下 で一・定 の責任 あ りとされ た判例 があ り、注意 を要す る。これが一般

にLender'sLiability、 あ るいは融資者の責任 と呼ばれてい るものであ る。

2.Lender,sLiabilityと の関連

CERCLAは 、油以外の原 因で生 ず る海上 ・陸上の汚染損害 に対処 す るこ とを主 目的 とす

る法律 であ るが、その責任 当事者 の要件 はOPAに 類似 してい る。CERCLAで 汚染 の責任

当事者 とされ るのは以下 の者 であ る。

(1)汚 染 された施設(facility)の 現在 の所有者 ・管理者(currentowneroroperator)

(2)有 害物質 が放 出され た時点 での当該施設の所有 者 ・管理 者(pastowneroropera・

tor)

(3)当 該施 設に運 び込 まれ た有害物質 の発生者

(4)当 該施 設へ有害物質 を輸送 した運送業者

しか しCERCLAは 、所有者等 につ いて次の ような除外規定 を設けてい る。

「海上施設及び陸 」二施設 につ いては、これ らを現在所有 または管理す る者 をい う。……但

し、船舶 または施 設の経営 に関与せ ず(withoutparticipatinginthemanagement)、 担

保権 を確保 す るために(toprotecthissecurity)、 所有権 の徴 退(indiciaofownership)

を持つ者 は含 まれ ない」

この但書は担保権者 除外規定 と呼ばれ、追加 的にCERCLAに 設 け られて、一 応金 融機 関

を安堵 させ るものであ った。しか しOPAの 下 では次の ような問題点が ある と考 えられる。

(1)OPAで は担保権 者除外規 定が存在 しないこ と。

従 って、OPAで は責任 当事者 の範囲は形式上CERCLAよ り広 く、「経営 に関与せ ず担保

権確保の ため所有権 の徴 懸 を持 つ者」が除外 されるか否かは明 らか ではない。

(2)担 保権 者除外規定 を持 つCERCLAの 下 でも、「経 営の関与」をめ ぐって融資者 の

責任 を広 く認めた判例 があ るこ と。

CERCLAに 基づ く融 資者 の責 任 につ い て の リー デ ィ ン グケ ー ス は、 ミラ ビル判 決

(UnitedStates肌Mirabile,15Envtl.L.Rep.20994(EJ).Pa.1985))で あった。 この

判決 において連邦地方裁 判所 は、CERCLAの 担保権者 除外規定 におけ る「経営関与」とは、

単 に担保権者が廃棄 物処理 を管理 す る財 政上 の責任 を持 ってい るだけでは足 らず、「少な く
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とも当該施設 におけ る 日常業務 に関与」 していなけれ ば、金融機 関に汚染 浄化責任 を課 す

のは適切 でない と判 断 した。担保権者 た る金融機関 は通常、融資先の 日常業務 の運 営管理

に まで参加す るこ とはないので、 その地位 は汚染責任か ら保 護 されてい ると安心 で きたわ

けである。

ところが1990年5月 、連邦控訴裁判所 は融 資者 の責任 を大幅 に拡大 す る判決 を出 して、

金融機関 に大 きな衝撃 を与 えた。 フ リー ト ・ファ クター ズ判決(UnitedStatesv、Fleet

FactorsCorp.,901F.2d1550(11thCir.1990))が それ であ り、裁判所 は ミラビル判決 の

基準 は金融機関 に寛大す ぎる とし、「金 融機 関は施 設の運営 者である必要 はな く、有害物質

の取扱 いに影響 を与 える程 度に財務面 での施設 の経営 に関与」すれば、 「経営関与」にあた

る とい う判断 を述べ た。そ して金融機関 にCERCLA上 の責任 を認 め るため には、「日常 の

業務 に関与 して いる必要はな く、担保権者が その気 になれば有害物質 の処理 に影響 を及 ぼ

す こ とが可能 であれ ばよい」 としたの である。つ ま り施設の現実 の管理 がな くて も、 管理

に影響力 を及ぼす可能性があれば有責 としたわけであ り、金融機 関の責任 の範 囲 を拡大 し

た上、その基準 は曖昧 なもの となった。しか も、CERCLA上 の融資者 の責任 は融 資額 とは

無関係 とされ たか ら、金融機 関は少額 の融資 にかか わ らず莫 大な浄化 費用 を負担す る可能

性が生 じたので ある。

フ リー ト判決の直後、米国の金融機関 では、融資先の資産 に対 す る担保設定 にあたって

は危険物質の調査 が綿密に行 われるよ うにな り、 さ らに環境保持 のための社 内 システムの

確認や、債務 不履行 が あった ときの担保権実行 の適否の検 討な ど、融 資を慎重 にす る姿勢

が進 んで一般産業界 に も大 きな危惧 を もた らす こ とになった。 その後、連邦控訴裁判所 で

バー グソー判決(InreBergsoeMetalCorp .(Hillv.EastAsiaticCo.shipop89-35397

(9thCir.1990))が 出て、金融機関の責任 を多少緩和す る判断が示 されたが、大 きな影響

を及ぼす こ とがで きなか った。

CERCLAを 所管す る合衆 国環境保 護庁(EnvironmentalProtectionAgency;EPA)

は、この よ うな事 態 を憂慮 し担保権者除外規定の判断基準の作成作業 を急 いでいたが、1992

年4月 、最終 の判 断基準 を規則 として公 表 した。EPAの 最終規則は、CERCLAの 担保権

者除外規 定におけ る3つ の要件(「 所有 権の徴 愚」「担保権確保 のため」 「経営の 関与」)の

それ ぞれについて詳細 なガイ ドラインを示 し、結果 としてほぼ ミラビル判決の基準 に従 っ

たものであ った。

一144一



しか しなが らこのEPA最 終規 則は、連邦控訴裁判所 において否定 された。すなわち ミシ

ガン州 と化学品製造業者協会 が同規則 の無効 を訴 えた事件 の併合 審理 にお いて、1994年2

月のケ リー判決(FrankJ.Kellyv.EPA,ChemicalManufacturersAssociationv.EPA,

15F.3d1100)は 、た とえ解釈規則 であれEPAは 実質的に裁判所の判 断を拘束す るような

規則 の制定権限 を連邦議会 か ら付 与 されてお らず、 その最 終規則は無効で ある との判 断が

示 されたのである。

ケ リー判決に よって、事 態は再 び フ リー ト判決時の基準に戻 ったよ うに見 え、金融界 は

また もや混迷 してい る。金融界 の関心 は、現在進め られてい るCERCLAの 改定作業の方 に

移 ってお り、 その原案 には 「経営関与」につ いて、 「危除物の放 出、 あるいはその慮れを招

く施設運営 にかか る経営 関与」 とい う法文 が盛 り込 まれて いる。責任 当事者の範囲につ い

ては、 当面 この改定作業 の中で多 くの議論 がな されるこ とであろ う。

以上、CERCLAに おけ る融資者責任 の判例 をやや詳 し く見たが、OPAに これ らの判 断

が適用 されるか は明 らかではない。前述 の通 りOPAに は担保 権者除外規定が ないので、こ

れ を前提 とした上記諸判例 の論 理が、OPAで その まま展 開 され るわけ ではないか らであ

る。EPAの 最終規則について も、適用 されるのはCERCLAの み と明記 され ていた上 に、

無効判決 が出たこ とも考 える と、OPAの 責任 当事者 に適用 され る可能性 はまず あるまい。

OPAに つ いては未だ判例 がな く、 その諸規定 の解釈 は将来の裁判所 の判断 に委 ね られて

い ると言わ ざるを得 ない。

しか しフ リー ト判決他 で示 された連邦裁判所 の解釈 の方 向には、金融機 関が タンカーの

融 資 を行 うに当たって留意 し、慎重 に回避 してお くべ き行為 につ いて、 い くつかの示 唆が

含 まれてい る。OPAの 規定 も合 わせ て考 える と、それ らは次 の ように整理 で きよ う。

(1)所 有権留保型の融資 を行 った り、抵当権 の実行 その他 の理 由で登録船主にな るこ

と。 または船舶 の運航 を行 うこ と。

(2)船 主 の株式の保有 等 を通 じて、経営 を支 配す るこ と。

(3)船 主の人事への介入、船舶や その運航に関す る監督や規 則の制定 を行 な うなど、

その 日常業務 に直接介入す るこ と。

(4)そ の他汚染防止の手段 につ いての決定、実施 を行 うことが可能な影響力 を持つ こ

と。
　

また金融機 関 としては、 ロー ンアグ リー メン トの中で、船舶 の保 守 ・管理、環境関連法
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規 の遵守二保険条項(P&Iclub)の 遵守、事故発生時 の責任の所在 等について謳 ってお く

こ とも有効 だろ う。更 に、実 際に事故が起 きた ときの抵 当権 を守 る保 険 もあ るので、その

付保 を充実 させ るこ とも必要 とな って くる。

3.保 険の充実

上述のように、金融機関が抵当権者に とどまっているならば、OPAに おいても責任当事

者として損害賠償の責を問われることはないものと考えられるが、その場合 でも債権喪失

の リスクを考慮に入れなければならない。何故なら船主が事故を起こしデフォル トに陥っ

た場合、抵当権(mortgage)と 船舶先取特権(lien)と の優劣問題は、登録船籍や抵当権

設定国、裁判国の先取特権制度等 との絡みで極めて複雑な法律関係を招 くが,一 般 に英法

の国より米法の国の方が1ienの 範囲が広 く、抵当権が侵 されることが多いか らである。

例えば英国やその影響が強い香港 シンガポールの場合、mortgageに 優先する1ienは 、

船員給与、サルベージ、船舶衝突による損害賠償債権程度だが、米国においては抵当権の

登録および国籍証書の裏書の前に発生した必要品債権、抵当権設定の前後を問わず船員賃

金、サルベージ、不法行為に基づ く債権、共同海損分担請求権、荷役賃金 など、広範囲に

及んでいる。すなわち、non・CLC国 である米国で故意 ・過失に基づ く油濁事故を生 じさせ

た場合、その損害賠償請求の範囲は広 く且つ無制限責任 となり、mortgageが 実効 を失 う事

態も充分考えられることになる。

船舶が油濁事故 を起 こし、損害賠償金が充分に支払われないために、その船舶が没収さ

れ抵当権者がその権利 を失 う場合、当該船舶に対する抵当権金額(残 債)を 補填する保険

は、Mortgagee'slnterestInsurance-AdditionalPerils(Pollution)と 呼ばれ、P&1保

険の付保や米国賠償資力証明書の保持などを条件 として、主要保険会社で取 り扱われてい

るので、抵当権 を確保すべ き融資者はその加入について検討すべ きであろう。

更に、抵当権者 自身が第三者に対する損害賠償責任 を追及されたときに補填する保険 も

あるが、多 くは補填限度額が設け られているので、融資者自身が責任当事者 となって しま

えぱ請求のすべてをカバーす る方策はない もの(自 己の資産から支払 う他ない)と 考 えら

れる。OPAに おいては、融資者は最終的には責任当事者 とならぬよう、慎重にこれを回避

するしかないものと思われる。
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V.お わ り に

金融機関は、預金者、委託者、株主等に対する義務 としてその資産(債 権)を 守ること

は当然でありその努力を怠ることはできない。OPAと いう厳格な法が存在す るなら、なお

さらその研究を深め、融資先(船 主)が 不用意な事故に巻 き込 まれて支払能力を失 うこと

がないよう万全の対応を図ってお く必要がある。また金融機関自身が責任当事者 として損

害賠償の責任を問われるならば、益々その義務を尽 くしていないことになろう。

しか し、金融機関の責任はこれにとどまるものではあるまい。タンカー という、重要で

はあるが環境 リスクの高い輸送手段に代替す る安全な方法をまだ知 らない現代の社会にお

いては、油濁事故の発生そのものを極小化させるような融資姿勢が望 まれようδ無責任な

運航を行 う船主に安易な融資を行 うことは、事故の危険を増し、債権保全に対する解怠に

とどまらず、環境に対す る責任 も放棄す るに等 しいと考えられる。

現代の社会における石油の恩恵には計 り知れないものがある。いまや石油なくしては、

産業のみならず文明自体の存続 も考えに くい。 しか しその輸送は、環境に対して深甚な危

険を孕み、その意味で一企業だけでな く社会全体に大きな損失をもた らす可能性を秘めた

ものでもある。金融機関はタンカー輸送の持つ危険性について深 く考 え、上記の諸責任を

果たすために、その諸問題の調査研究 を更に進めるべきであろう。
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・OILPOLLUTIONACTOF1990;PUBLICLAW101-380-AUG .18,1990(U.SA)

・東 京海上 火 災保 険株 式会社 船舶 損 害部 「ア メ リカ合 衆 国油 濁法条 文(試 訳)」(海事 法 研究会 誌
、No.106、

107、109、112、113、114、115)

・東 京海 上 火災保 険株 式会社 編 「環 境 リス ク と環境 法」(有 斐 閣
、 平4)

・高橋 清 「ア ラス カ油 濁事 故 の衝 撃 」(海 外 海事 研 究
、No.109、110)
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ンダー ・ラ イア ビllテ ィ法理 の そ の後 の発展 」(NBL、No.507、 平4)

・花神 豊 「米 国環境 法 に おけ る レン ダー ・ライア ビ リテ ィをめ ぐる最 近 の動 向」(NBL 、No.545、 平4)
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1.は じめ に

金融機 関は、最終 的に融 資の担保 とした不動産 を換価処分 す るこ とによ り融資の回収 を

計 ることがで きる。 この過程 で金融機 関は、不動産 の取得、及 び売却の両面か ら不動産取

引に関わ ることにな る。取 引の対象 とされた不動産 が有 害物 質に より汚染 されてい た場合 、

どの様 な法 的 リス クを取 引主体が負 うか、米国の例 を考察 す る。

今 日、米 国において有害物質 によって汚染 された不 動産 を取得 した者は、二重の意味で

不利益 を被 る虞が あ る。一つ は、有害物質 に汚染 されてい ることで事実上不動産 の利用が

不可能にな る、あ るいは、著 しく制限 され る とい う不 利益 、 もう一つ は、政府 当局か ら有

害物質の除去 ・修復作業 を命 じられ た り、当局が行 う除去修復作業 にかか る費用 を負担 さ

せ られ るとい う不利益 であ る。従 って取得 しよう とす る不動産 の有害物質に よる汚染の有

無は、不動産 を取得 しよう とす る者 に とって重要 な取 引情報 であ り、有害物質の種 類、量、

範囲、人体 への影響度 、除去 ・修復 に要す る費用 など、具体 的な情報が取引 に必要 な情報

として意識 されてい る。 この ような不動産の汚染 に関す る情報(以 下、汚染情報、 とす る)

を専 門に収 集、調査 す る環境 コンサル タン トの市場が、米国ではかな りの規模 に拡大 して

お り、企業が事業 用地 を取得す る際 には、環境 コンサル タン トに調査 を依頼す るこ とが、

一般的にな りつつあ るとされている。

本報告では、売主の側 の汚染情報の収集、義務 お よび相 手方へ の開示義務、買主の側 の

汚染情報の収 集義務 について、両者の関係 、義務 の程 度、お よび法 的効果 につ いて、米国

連邦 スーパーフ ァン ド法(ComprehensiveEnvironmentalResponse,Compensationand

LiabilityActof1980:CERCLA(1),SuperfundAmendmentsandReauthorizationAct

of1986:SARA(2))と 売主の開示義務 を定めて いるい くつかの州 を中心 に紹介 し、問題

点 を分析 したい。

|
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II.連 邦 ス ー バ 一一フ ァ ン ド法(CERCLA)

1.CERCLAの 責任規定 と抗弁

CERCLA§107(a)(3)は 、責任 主体 として次 の4つ をあげ る。

(1)汚 染施 設の現在 の所有者 または運営者(owneroroperator)、

(2)有 害物質 が処分 された施設 のその処分 当時 の所有 者 または運営者、

(3)有 害物質の処分 または処理 を手配 した者(arranger)、

(4)自 ら選 んだ処分 ・処 理施 設や焼却 場へ運 ぶ もの として有 害物 質 を受 け取 った者

(transporter)o

有 害物 質で汚染 され た不動産 を取得 した者 は、(1)の 現在 の所有者 として、CERCLAに

規定す る有害物質 の漏 出及び漏 出の危険 の対応費用につ いて、責任 を負 うことにな る。 こ

の責任の性格は、厳格責任 であ り、他 の責任主体 と連帯責任 を負 うこ とにな る。

この責任 を免れ るため には、CERCLA§107(b)(4)に 規定 された抗弁 を主張 しなければ

な らない。す なわち、有害物質 の漏 出及び漏 出の危 険が

(1)不 可抗力(actofGod)、

(2)戦 争行為(actofwar)、 または

(3)被 告 と直接 ない し間接の契約関係 に基づ かない第三者 の行為 にのみに よって生 じ

たこ と、かつ、被告 が(a)全 ての状況か ら問題 とな ってい る有害物質 について相 当な注意

を払 ったこ と、お よび(b)予 見可能 な第三者 の行 為 とその結果 に対 して予防措置 を講 じた

こ と、

を被告 の側で証拠の優越 を持 って立証 すれば、被告 は、責任 を免 れるこ とに なる。 しか

し、 この抗弁 は、(1)な い し(3)の みに よって漏 出が生 じたこ と、 および(3)に つ いて被

告 と第三 者の契約上 の関係 の不 存在 を立証 しなければな らず、被告 に とって成功す ること

が難 しい抗弁 であ る。汚染 不動産 を取得 した者に とって特 に売主 あ るいはその以前 の所有

者 ・操業者が汚染 の原因者 である場合、売主 との契約上 の関係 か ら漏出が生 じた といえる

のかが問題 となる。

1986年 にSARAが 制定 され た際に、 この売主 と買主の契約 関係 についての定義規定が

設 け られ、 これによ り汚染不動産 を善 意で取得 した所有者の抗弁が創設 され た。
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2.CERCLA§101(35)(5)に おける買主の調査 義務 と売主の開示義務

1986年 のSARAは 、上述のCERCLA§107(b)を 実質的に修正す るCERCLA§101

(35)をCERCLAに 追加 した。CERCLA§107(b)(3)に おけ る契約上の関係 には、様々

の土地譲渡契約が含 まれ ること、 およびその一方 で、 ある一定の場合 に被告 であ る土地譲

受人に §107(b)(3)の 抗弁 の主張 を認め るこ とを規定 したのであ る(善 意 の土地所 有者

の抗弁:innocentlandownerdefenseと よばれ る)。

この抗弁 が認め られ るには、有害物質の処分 が被告 の取得 以前に行 われ

(1)汚 染 された施 設 を取得 した時点で被告 が有 害物質 が施 設に廃棄 されて いるこ とを

知 らず知 る由がなかったか、

(2)被 告が 国庫帰属や公用収用において施 設 を取得 した政府機 関で あるか、あ るいは、

(3)被 告が相続 によって施設 を取得 した場合 で、

CERCLA§107(b)(3)(a)お よび(b)の 相 当の注意 を払 い予防措置 を講 じた ことを被

告 が立証す るこ とが必要 である(CERCLA§101(35)(A))。 汚染不動産の取引においては

(1)の 要件が問題 となるが、(1)の 被告が有害物質 の廃棄 を知 る由がなかった ことを立証

す るため には、被告 は、土地取得 時に、当該不動産 の過去 の所有権及び使用方法 につ いて、

よき商業上及び慣 習上の責 任減縮 のための慣行 に従 い、 あ らゆ,る適切 な調査 を行 う必要が

ある。 この こ とを判断す るに当たって裁判所は、以下の こ とを考慮 に入れるこ ととされて

いる。被告 の側 のあ らゆ る専 門知識 ・経験、土地の購 入価格 と汚染 されていなか った場合

の土地の価格 との関連 、一般 に知 られまたは合 理的に確認 され得 る土地 に関す る情報、適

切 な調査 に よって汚染 を発見す る能力(CERCLA§101(35)(B))。

またこの抗弁 を主張す るには、不動産 売却 の際に も制約 が課 され る。上述の抗弁 の要件

を満 たしてい る場合 であって も、被告が土地 を所有 中に有害物質 の漏 出または漏出の虞に

ついて現実 に知 っていなが らその後 その知識 を開示す るこ とな く他の者に土地の所 有権 を

移 転 した場合 は、CERCLA§107(a)(1)に 基づ き現在 の所有 者 としての責任 を負い、

CERCLA§107(b)(3)の 抗弁 を主張で きない(CERCLA§101(35)(C))。

3.ま とめ

連邦 スーパー ファン ド法 においては、土地所有者 は原則的 にその敷地内の有害物質 の除

去 ・修復について責 任 を負 うことになる。従 って、有害物質が存在 す る虞の あ る不動産 を
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取得 す るこ とは、 きわめ て高い リス クを伴 うこ とになる。 この リス クを回避す るためには

取得 しよう とす る土地の汚染情報 を収集す る必要が あるが、1986年 の修正 は、土地の取得

の時点で汚染情報の収集 手段 を尽 した不動産 の買主 を免責す る旨を定め た もの である。 こ

こでは、買主 の側の当該不動産 につ いての調査義務 の内容 と判断基準が示 されている。他

方、売主 の側 の汚染についての開示義務 は、汚染 について現実 に知 っていた場合 にのみ課

され、義務違 反の効果 は抗弁 を主張で きな くなるだけであ る。不動産取 引において、一般

的に汚染 情報 につ いて売主が調査 し、買主 に対 して調査 した情報 開示 す る義務 を連邦 スー

パー ファン ド法は課 していな いの である。

この点に関 しては、以下の問題点が指摘 しうるだろ う。売主に直接 的 な開示義務 を課 さ

なければ、不動産取得後 に汚染 の事実 を知 った売主 は、買主に汚染の事 実 を開示せ ずに汚

染不動産 を譲渡 して しまい、EPA(EnvironmentalProtectionAgency)あ るいは買主か

ら訴追 され ないこ ともし くは訴 訟で売主の汚染の事実 につ いて悪意 の立証 が失敗す るこ と

を期待す る、 とい う選択 をなしうるこ とになる。汚染 の事実 を開示す れば不動産 の売却が

不 可能にな るかあ るいは売却価格 が著 しく安 くなるこ とを考 えると抗弁 の主張のチャンス

を捨てて も、開示 しない売主が 出て きて も不思議 ではない。汚染の事 実 につ いての売主 の

悪意が立証 され なければ、売主 は現在 の所有者 に当た らず(CERCLA§107(a)(1))、 売

主が取得す る以前に汚染 が生 じた場合 は、有害物質 の処分 当時の所有者(CERCLA§107

(a)(2))に も当た らない ことにな り、責任 を免 れ る可倉旨1生が でて くる。 この ような帰結

は、有害物質 の存在す る施 設 を所有 者 などの当事 者に発見 させ る動機 を阻害 し、 人体に有

害 な物質 に よって汚染 された不動産 を発見 ・浄化す るとい うスーパ ーフ ァン ド法の制定趣

旨に反す るものであろ う。 また、売主 自身が汚染の原 因者であ る場合や 売主が は じめか ら

善 意の土地所有者の抗弁 を主張 し得 ない ような場合(た とえば、汚染不動産 である可能1生

を知 りなが ら取得 した場合、特 に調査 をせずに取得 した場合 な ど)こ売主 は汚染 の事実 を買

い主 に開示 しようとしまい と責任 を負 うことには変 わ りはな く、売主が積極 的に汚染の詳

細 を調査 ・開示す るこ とは期待 で きない。結局 、買主だけが汚染の有無 につ いて関心 を持

つ ことにな るが、買主が汚染 情報 を入手す るには、当該不動産 に立 ち入 り調査 す るな どの

売主の所有権 と抵触す る場合 もあ り、売主が汚染情報 を収 集す る以上 に費用や調査可能1生

の点で困難 を伴 う場合が 多い。実際 に、判例上善意の土地所有 者の抗弁 が認め られたのは

相 続 ・遺贈 に類似 した事例(U.S.v.Paci丘cHide&FurDepot,Inc.716F.Supp.1341)
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以外 には報告 されて いないよ うで、買主が どれだけの調査 をすべ きか、判例上 まだ確 立 さ

れていない。これ らの問題 を今後立法、判例及 びEPAの 実務 の中で調整 して行 くこ とに な

るだろ う。

III.カ リ フ ォル ニ ア 州 法

1.州 のスーパ ー ファン ド法 における不動産売主の開示義務

カ リフォルニア州 には、他 の多 くの州 と同様 に連邦 ス一一パー ファン ド法 に倣 った州 法が

ある(CarpenterPresleyTannerHazardousSubstanceAccountActof1981(6))。 こ

の法律 において責任 を負 う者 と連邦法(CERCLA)§107(a)に 定め られた責任主体 であ り

連邦法 §101(35)お よび §107(b)の 抗弁が適用 され る(7)。責任主体 は、州 の有害物質管理

局長(DirectorofToxicSubstanceControl)よ り有害物質の漏出ない し漏 出の危険 に よ

って公 衆の健康、福祉、 ない し環境 に急迫 あるいは本質 的 な危険があ る場合 に、 除去 ・修

復事業 の実施 あ るいはその費用 負担 を命ぜ られ る。連邦法 §101(35)お よび §107(b)に 定

めた 「善意の土地所有者 の抗弁」が認め られ る場合 には、単に所有権 にのみ基づ いて所 有

者に上述 の命令が下 されるこ とはない。命令 を下 す際に局 長は、責任主体 にあ らゆる抗弁

を主張す る機会 を与 えなけ ればな らない、 とされてい る(8)。

不動産の所有 者が有害物質 による汚染 につ いて責任 を負 う構成 は、連邦法 とほぼ変 わ ら

ないが、 カ リフォルニ ア州 スーパー ファン ド法(本 節 では州法 とす る)は 、非居住 用不 動

産 の所有者に不動産取引の相手方へ の汚染情報 の通知義務 を課 している(9)。 す なわち、非

居住用不動産 の所有 者は、有害物質 が当該不動産 に存在す ることを知 ってい るかあ るいは

存在す る と信 ず る合 理的 な理 由があ る場合、 当該不動産 の状況 につ いて不動産 の売却、 リ

ー ス、あ るいはレンタルに先 立ち、取引の相手方 に書面 に よる通知 を しなければな らない。

この義務 を怠 ると所有 者は、現実に生 じた損害の賠償及 びその他の法定 の救済 手段 に服す

るこ とにな る。 さらに、所有者が重大 な量の有害物質の存在 を知 りなが ら意 図的に書面 に

よる通知 を怠 った場合、所 有者 には一つ の違 反につ き5000ド ル以下の民事 罰(civilper卜

alty)力 唱果され る。

この ように非居住用不動産 の所有者 には汚染 情報の開示 が義務づ け られている一方 で、

一家族用住居の所有者 には
、所有者 としての責任 の免責推定規定(10)が用意 され てい る。居
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住用地域に指定された5エ ーカー以下の不動産、一家族用住居、あるいは公共団地の共用

部分(デ ベロッパーが所有す る場合 をのぞ く)所 有する者は、本法に基づ く所有者 として

の責任を負わないと推定される。但 し、州の有害物質管理局が(1)所 有者が不動産を取得

した後に有害物質による汚染が生 じた、あるいは、(2)所 有者が取得する以前に汚染が生

じても取得の時点で所有者が汚染の事実 を知っていたか知 りうる合理的な理由があった、

と認定 した場合には、上述のような所有者に浄化費用の請求訴訟を提起することができ、

(1)な いし(2)に ついて有害物質管理局の認定が真実であると訴訟において証拠の優越に

よって立証された場合には、所有者の免責の推定は反証される。

この州のスーパーファンド法は、非居住用不動産についての開示義務のみを定め、居住

用地域にある住居の所有者 を一般的に免責すると推定 している。た しかに居住用地域より

工業用地や農業用地の方が有害物質が存在する可能性は高いであろうか ら、行政的規制の

対象を非居住用地に限定することは、規制 と効率の観点か ら合理性があるといえるだろう。

しか し、取引情報 として取引対象の不動産が有害物質に汚染されているおそれがあるか否

かは、居住用不動産の取引においても重要である(特 に、過去に工場であった場所が居住

用地に転用されたり、中小の工場 と居住地域が入 り組んでいる場合には、有害物質が不動

産に存在 しているおそれは工業用地 とそう変わらないといえるか もしれない)。この点への

配慮は民法典で、不動産譲渡の際の売主の開示すべ き事項の中に現れている。

2.カ リフ ォル ニア民法典 における不動産売主の開示義務

カ リフォルニア民法典の不動産 譲渡の節には1戸 か ら4戸 の住居 が建 て られている居住

用不動産 の譲渡、及 び共同住宅(residentalcooperative)の1戸 か ら4戸 分 の持分権 の譲

渡 の前 に売主及 び売主の不動産代理 人(不 動産業者)が 開示すべ き事項 とその様式が定め

られてい る(「不動産譲渡開示文 書」と題 されてい る)(11)。その様式 の中で開示 すべ き事項

として、 当該不動産 に環境に有 害な物質(例 として、アスベ ス ト、 ホルムアルデ ヒ ド、 ラ

ドンガス、有鉛ペ ンキ、燃料 あ るいは科 学物質の貯蔵 タン ク、及 び汚染 され た土 ・水)が

存在す るか、とい う項 目が あげ られて いる。この開示事項 は、契約条項 にはな らない(12)が、

売主 の開示義務 の不履行は、現実 に生 じた損害の賠償責任 を生ぜ しめ る(13)。開示義務 の不

履行 のみでは、不動産譲渡契約が 無効 にな ることはない(14)。但 し、開示事 項の内容 でその

誤 りが契約 内容 の違反 といえるほ ど重要 である場合は、契約法 の法理 に基づ き契約 の解除、



無効が考えられる場合があるだろう。

売主及び不動産代理人が負っている開示義務の程度については、定められた開示事項に

ついての情報の誤 り、不正確、及び非開示が、彼 らの個人的な知識ではなく、公的機関な

いし本条(c)に 定め る情報提供者(有 資格のエンジニア、土地調査士、地質学者、建築業

者、そのほか職業上の資格ないし専門的知識でもって事務 を扱う専門家)か らの適時な情

報に基づ くもので、かつ情報の取得について合理的な注意を払った場合は、売主及び不動

産代理人は提示 した情報について責任を負わない(15)、としている。

また、この開示義務の規定は、担保権の実行 としての債務者から担保権者への売却、裁

判所の執行による売却、配偶者及び親族間の取引、離婚の際の財産分与、破産手続上の一

定の行為及び政府機関との間の取引には適用 されない(16)。

3.ま とめ

カリフォルニア州法で売主の開示義務は、スーパーファン ド法 と民法典のそれぞれに非

居住用地 と個人の居住用地に分けて規定されている。前者は、汚染の事実を知っていたあ

るいは知 り得たはずの売主に汚染事実の開示 を義務づけるものであった。後者は、不動産

取引における一般的な開示すべ き事項の中に有害物質の存在 をあげている点で注 目に値す

る。この 「不動産譲渡開示文書」は、わが国の不動産取引における重要事項説明書 と類似

した内容、位置づけを持 っている。わが国の不動産取引における開示義務、性質保証等の

議論を有害物質の存在 を考慮 して展開す る上で、興味深い立法である。

IV.ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 州 法

1,1993年 工業 敷地改善法(lndustrialSiteRemadiationAct:ISRA)(17)の 制定

1983年 に発効 したニ ュー ジャ一一ジー州 の環 境 浄化責 任 法(EnvironmentalCleanup

ResponsibilityAct:ECRA)(18)は 、工業事業所(industrialestablishment)の 閉鎖、及

び事業所の所有権 な いし操業 の譲渡 の際に事業所の所有者 ない し操業者に対 し環境保護局

へ の環境浄化計画 ない し有害 物質に よる汚染の不 存在 宣言(「 汚染不 存在 宣言(negative

declaration)」 とす る)の 提 出 を義務づ け、 当局の承認が なければ事業所 の閉鎖、譲渡 を認

めないこ とによ り、汚染不 動産 浄化措 置の確保 を図 ろ うとす る法律 であ った(19)。しか し、
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同法 を運用す る中で、立法当時予想した以上に汚染の程度が重大であ り改善措置の費用 ・

時間もかかるため当局での審査 ・承認手続きにかなりの時間がかか り不動産取引に滞 りが

生 じているとの産業界 ・金融界からの批判が高まり、より効率的な制度の確立 を目指して

(20)1993年6月16日ECRAの 改正法 としてISRAが 発効 した。以下では、ISRA(改 正法)

に従ってニュージャージー州の制度を不動産売主の汚染情報の開示義務の観点か ら紹介す

る。

2.工 業事業所の譲渡の際の取引規制

(A)対 象となる取引

IRSA(以 下、本法とする)が 規制の対象にしている工業事業所 とは、有害物質ないし有

害廃棄物の発生、製造、精製、輸送、処理、貯蔵、取扱あるいは処分 を伴 う事業が行われ

ている場所であらて、特定の事業分類(製 造業、公共事業、運輸通信事業、修理業 を含む)

に属するものをいう。 この工業事業所(以 下、事業所 とする)に ついての、

(1)所 有権の変更を伴 う取引、

(2)50%を 超える資産の売却、

(3)99年 以上の期間を定めたりースの実行、及び

(4)事 業所の所有会社ないし操業会社の解散が、

規制の対象になる 「譲渡」取引である。不動産取引の観点からは、(1)所 有権の変更を伴

う取引のうち、事業所の不動産の譲渡が関心の対象になる。しか し、本法では、事業所の

営業の譲渡、実質的な事業所の支配権が変更 されるような株式の取引 ・組合の持分権の譲

渡等 も、事業所の所有権の変更を伴 う取引とされている(21)。

(B)売 主(所 有者)の 義務

事業所の譲渡を計画 している所有者は、以下のような手続きを踏 まない限 り、所有権の

譲渡 をなし得ない(22)。

まず、所有者は、事業所の所有権の譲渡合意書の締結か ら5日 以内に、環境保護エネル

ギー局(以 下、当局 とする)に 対 して、譲渡の対象となる事業所、譲渡取引の種類、譲渡

合意書の作成 日付、譲渡の当事者の氏名住所電話番号、および所有者ないし操業者の代理

人の氏名住所電話番号を明記し、提出する情報が正確であることを保証 した通知文書を提

出しなければなちない(23)。この通知文書の提出後、所有者は、事業所の改善措置(remedia・
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tion)を とらなければ な らない(24)。

改善措置 とは、有害物質 に よる汚染 を調査 ・浄化す るために必要 な措置の総称 であ る。

具体 的には、 まず、 当該事 業所 での、あ るいは当該事 業所 か ら浸透 した有害物質 による汚

染 があったか を調査 す る第一 段階で ある、 「準備評価(preliminaryassessment)」 を行 わ

なければな らない。すなわ ち、1932年 か ら現在 に至 るまでの 当該事業所の敷地 の利用 にっ

いて情報 を調査す るこ とで、さらに当該敷地 を調査す る必要が あ るか を評価 す る。「準備 評

価 」で、さらに調査が必要 とされ た場合は、第二段階 として、「敷地調査(siteinvestigation)」

を行 わなければな らない。 この調査 は、実際 に改善基準 を超 えた有害物質 が当該敷地 に存

在 す る、 あ るいは当該 敷地か ち浸透 しているか を決定す るためのデー タの収集、評価 を行

う。 この段階 で、基準 を超 えた有 害物質 が当該事 業所 ないし浸透 した区域 に存在す る虞が

あ ると評価 され た場合 は、第三段階 として有害物質 による汚染の性質 と程 度、汚染 によっ

て生 じてい る問題 を確定す る 目的で、改善事 業(remedialaction:有 害物質か ら公衆 の健

康 ・安全、環境 を保護 す るため に行 う、汚染土壌の除去、処 理、封 じ込め、輸送 な どによ

る改善基準 を遵守す るために必要 な措置)の 必要性 を判断す るに、 また改善事業 に必要 な

情報 を収集す るに必要 な、デー タの採取、敷地 の特徴の調査、標本採取、 モニタ リングそ

のほかの調査 を行 う(remedialinvestigation:「 改善 のための調査」)。

これ らの調査の結果 に基づ いて、所有者 は、汚染が ない と判断 した場合 には 「汚染不存

在 宣言」案 を当局に承 認 を求めて提 出で きる(25)。当局 は、提 出された 「汚染不存在宣言」

案 を準備評価、敷地調査 、改善 の ための調査 の結果 を基 に して審査 し、提 出か ら45日 以 内

に承 認、 あ るいは、改善事業実施計画そのほかの改善措置が必要 な旨の通知 をしなけ れば

な らない(26)。所有者 が提 出 した 「汚染不存在宣 言」を当局が承認す る場合 は、 当局 は、 当

該 敷地ない し問題 となった区域に有害物質 による汚染が存在せず、規則に したが った手続

きに よる改善措置が とられた こ とを認め る 「nofurtheractionletter」 を発行す る。 この

「nofurtheractionletter」 を取得 す ることで、所有 者は、譲 渡 を行 うことがで きる(27)。

売主は、 当局 に承認 され た 「汚染不存在 宣言」 を 「nofurtheractionletter」 と共 に事 業

所 の譲渡合意書に添付 しなければ ならない ことになっているが、本文 で説明 したよ うな譲

渡合 意書 の作成が承 認に先行す る場合は、承認が とれた段階 で買主、抵 当権者、保証 人、

融資者等 の取 引の 当事 者 に内容 証明郵便で、これ らの書類 を送 付 しなければな らない(28)。

所有者 が基準 を超 える汚染 が ある と判断 した場合、 または、 「汚染不存在 宣言」の承認が

一156一



受け られなか った場合 は、所有者 は、「改善事 業実施計画(remedialactionworkplan)」

案 を当局 に提 出 して承 認 を得 るか、 または、 当局 に「改善 合意」(29)の 申請承 認 を受 け るか

した上 で、法律 に定 め られた改善資金源の確保 措置(30)を とらない限 り、所有権 の譲渡 を行

えない。

これ らの準備調査 、敷地調査、改善の ための調査、 および改善事業 は、原則 として所有

者、すなわ ち売主の側 で行 わなけ れば な らないが、買主その他 の取引の当事 者が、本法 の

諸規定 に基づ く責任 を引 き受 け る場合 は、 この限 りではない(31)。

(C)義 務 違反の効果

売主が、本 法に定め られた改善措置の実行及 びその当局の承 認取得 を怠 った ときは、(1)

買主は、事 業所、 及び事業所 との関連 で使用 され る不動産の譲渡の無効 を主張す ることが

でき、(2)ま た買主 は、売主 に対 して損害賠償 を求め ることが で きる。(3)さ らに売主 は、

全ての改善措 置の費用及 び改善処置 を実施 しなか ったことか ち生 ず る直接 間接 の全 ての損

害について過 失の有無 を問わず厳格責任 を負 うこ とになる。但 し、買 主が無効 を主張す る

には、売主に義務 の履行 がなされていないこ とを通知 し、かつ、売主 が本法 の規 定 を遵守

す るに必要 なだけの合理 的な時 間を与 えなけれ ばな らない。 また、本 法の規定 に違 反 した

者、及び意図的に虚偽 の情報 を与 えた者 は、25,000ド ル以下 の反則金 を科 され る(違 反の

性質 が継続的な ものにつ いては、1日 につ き25,000ド ル以下の反則金)(32)。

(D)例 外 的取扱

(B)で 説明 した正 常の手続 きによ らず事業所 を譲渡 できる場合 がい くつか認め られてい

る(33)。この他 に、事業所の譲渡 と見 な され ない取 引、事 業所 の所有者 と見な され ない当事

者 として、い くつかの適用 除外が規定 され ているが、 この 中で本報告 との関係 で注 目され

るのは、不動産 ない し動産 にモー ゲッジ(mortgage二 権 限譲渡型の担保 の一形態)そ の他

の担保権 を設定 、実行す る行為 が適用 除外 とされてい るこ とである(34)。つ ま り、事業所 の

所有 者か らみれば、本法 に規定 されて い る手続 きを とちな くとも担保権 を設定 し融資 を受

け るこ とがで きるのであ る。 また、担保 権者 は、州 の 「1993年 担保権 者及び受託 者の有害

物質 の流出及 び工業事 業所の譲 渡 に対す る責任 に関す る法律 」(35)に基づ く免 除 の効果 を

失 うか、あ るいはフォー クロー ジャー(foreclosure:担 保物 受戻権 の喪 失手続=担 保権 の

実行)・裁判所 の命令 等の手続 きで事 業所 の所有権 タイ トル を取得 しない限 り、本 法の所有

者(売 主)と しての責任 を負わない(36)。この免 除を規定 した法律は、EPAが1992年4月 に
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発表 した融資者責任に関する最終規則(37)の内容 をほ とんどそのまま導入したものである。

本法に基づ いて担保権者の責任が争われた事件はまだ報告 されていないようで、具体的に

担保権者が担保不動産 を換価処分する際にどのような手続きを踏めば責任 を負わないかに

ついては、今後の判例 ・行政実務の中で明確になって行 くもの と思われる。

3.ま とめ

三ユ=ジ ャージー州のISRAは 、事業所の閉鎖、譲渡 とい う利用方法の改変の時期 を狙

って所有者に自らの事業所の汚染の状況 を調査させ、政府当局に調査 した情報の提供を求

め、当局のコン トロールの下で所有者自身に浄化作業を実施ざせる法制度である。売主の

立場からみれば、事業所の汚染についての調査(準備評価、敷地調査、改善のための調査)

し、調査結果に基づ いた汚染不存在宣言を政府当局に提出し承認を得た上で、汚染不存在

宣言を買主その他の当事者に送付 しない限 り、この事業所の譲渡がなし得 ない。1983年 に

ECRAに よってこの制度の枠組みができた当時から手続 きが煩雑 で不動産取引が停滞す

るとの批判があったが、この制度を遵守するために環境監査を実施する環境コンサルタン

ト市場が拡大 し、調査 ・改善事業技術の進歩が見 られたのも事実である。不動産の汚染情

報が公的に蓄積されて行 くことは、安全な投資環境 を形成 して行 く上で重要なことであろ

う。その意味で、ISRAが 売主に厳格な調査開示義務 を課 していることは、買主の保護にと

どまらず、逆説的に聞こえるか もしれないが不動産取引全体の円滑な取引を確保するのに

役立っているのではないだろうか。

V.コ ネ チ カ ッ ト州

1.コ ネチ カッ ト州の有害廃 棄物事業所譲渡制度

1987年 にコネチ カッ ト州 の廃棄物処理 に関す る法律 が改正 され、ニュー ジャー ジー州の

ECRAに 倣 った有害物質 を扱 う事 業所の譲渡制度が確 立 され た(以 下本法 とす る)(38)。以

下 、ISRA(IV.ニ ュー ジャー ジ州参照)と 比較 しなが ら概 説す る(原 語はISRAと 重複す

るものは省略 した)。

(A)対 象 となる取引

本 邦の規制対象 となるのは、(A)1967年5月1日 以降 に月当 り100キ ログラム以上 の有害
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廃棄物 を発生する事業所、あるいは、他人ないし公共団体が発生させ た有害廃棄物をリサ

イクル、埋め立て、再使用、貯蔵、処理、輸送、 または処分する事業所(B)1967年5月

1日 以降に操業していた ドライクリーニング業、寒具解体業、自動車板金修理店、塗装店

(有害物質の発生量を問わない)の 譲渡である(39)。この譲渡には、不動産の譲渡、法人の

合併 ・統合 を伴う株の取引、会社資産の支配的持ち分の売却等が含 まれる(40)。

(B)売 主の義務

売主は、事業所の譲渡の前に 「汚染不存在宣言」を買主に提出しなければならず、譲渡

の後15日 内に環境保護長官にこの「汚染不存在宣言」の写しを提出しなければならない(41)。

「汚染不存在宣言」とは、長官によって定め られた形式の書面によって、事業所に関連す る

有害物質による汚染が存在 しない旨、長官の定めた手続きに従い浄化された旨、あるいは、

封 じ込め、除去等の措置により人の健康 ・安全、環境への脅威がない と長官によって決定

された旨を表明することである(42)。ISRAと 異なる点は、「汚染不存在宣言」の政府による

承認を得 る必要がない点、および政府への通知が譲渡を行 った後でよい点である。 また、

売主の汚染調査についても特に規定を設けていない。

売主が 「汚染不存在宣言」を提出できない場合に、買主そのほかの当事者が長官の定め

た方法で汚染 を改善す るための措置を取ることの保証を長官に対 してしなければならない

(43)点は、ISRAと 同様である。

(C)義 務違反の効果

売主が本法の規定に違反した場合、(1)買 主は、売主か ら損害賠償 を受けることができ

る、(2)売 主は、全ての浄化 ・除去費用、及び直接間接の全ての損害について過失の有無

を問わず厳格責任を負 う(44)。ISRAと 異なり、'買主の譲渡の無効主張についての規定はな

い。本法の規定に違反した者、及び意図的に虚偽の情報を与えた者は、100 ,000ドル以下の

反則金を科される(45)。

3.ま とめ

コネチカット州の制度は、「汚染不存在宣言」による汚染情報の買主への開示を売主に義

務づけ、譲渡の前提条件 としているが、義務違反の効果を損害賠償に限定してお り、この

義務違反を譲渡の無効主張の根拠 とは捉えていない。但 し、違反者には反則金が科 されて

お り、汚染情報の開示 を確保する制度 として、強い強制力を持つといえる。
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VI.開 示義務 の類型 とわが国への示唆

以上、汚染の虞がある不動産取引について連邦法、いくつかの州法のみを検討してきた

が、問題は、売主、買主、いずれにどれだけの汚染情報の収集をさせ るのが社会政策的に

妥当かという点にある。

連邦法では、汚染の虞のある不動産の売主に強制力をともなった開示義務を規定せず、

現在の所有者として責任を負 う蓋然性が高い買主の側に抗弁の要件 として調査義務 を課 し

ている。

これとは対称的に、ニュージャージー州法は、売主に汚染の調査 ・開示義務を課し、政

府当局へ調査結果を報告させ、当局の審査・承認を経なければ、不動産の譲渡 を認めない。

カ リフォルニア州法は、売主が汚染の事実 を知っていたあるいは知 り得た場合に開示義

務 を課す。

これらの開示義務のあり方を評価する基準 として、取引当事者間の情報提供の義務 を分

配する契約法上の一般ルール(担保責任、詐欺、錯誤、不実表示等)、 汚染情報の公的管理

の必要性、私企業の営業上の秘密の保護とその制約、等があると思われる。

わが国でも国レベルでは、「重金属に係 る土壌汚染調査・対策暫定指針」及び 「有機塩素

系化合物等に係る土壌 ・地下水汚染調査 ・対策暫定指針」が平成6年11月11日 付で環境庁

より策定 され、土地一般(国 有地に限らず)を 対象にした具体的な汚染調査 ・対策の手順

が示され、統一的な土壌汚染対策立法への向けての動きがみ られる。地方自治体レベルで

は、汚染土壌の浄化を目的 とする条例 ・要綱が制定されてお り、事業者と共に土地所有者

の責務 として必要な措置を取ることを求めている要綱 もある(46)。いずれ、アメリカで問題

となっているような汚染不動産をめ ぐる売主、買主及びその他の取引当事者(不 動産業者、

金融業者等)間 の紛争が生 じるであろう(47)。その調整のための法制度、法理論を検討する

ことが、今後重要な課題になるだろう。

(1)42U.S.C.A.§ §9601-9675.

(2)42U.S.CA.§ §9601-9675.

(3)42U.S.C.A.§9607(a).な お 、 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 の 責 任 主 体 及 び 抗 弁 に つ い て は、 信 澤 久 美 子

「環 境 汚 染 に 関 す る 融 資 者 の 責 任 一 米 国 ス ー パ ー フ ァ ン ド法 を 中 心 に 一 」 大 学 院 研 究 年 報(中 央 大
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学 法学研 究科 篇)23号53頁(1994年)を 参 考 に した。

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

42U.S.C.A.§9607(b).

42U.S.C.A.§9601(35).

Cal.Health&SafetyCode§ §25300-25395(West1992).

Ca1.Health&SafetyCode§25323.5(West1992).

Ca1.Health&SafetyCode§25358.3(a)(1)(WestSupp.1993).

Cal.Health&SafetyCode§25359.7(a)(West1992).

Cal.Health&SafetyCode§25360.2(WestSupp.1993).

Cal.Civ.Code§1102.6(West1991).

Cal.Civ.Code§1102.6(West1991).

Cal.Civ,Code§1102.13(West1991).

Cal.Ci肌Code§1102.13(West1991).'

Cal.Ci肌Code§1102.4(West1991).

Ca1.Civ.Code§1102.1(West1991).

NJ.Stat.Ann.§ §13:1K-6toK-14(WestSupp.1994).

N.J.Stat.Ann.§ §13:1K-6toK-14(West1991).ECRAに つ い て は 、 東 京 海 上 火 災 保 険 株 式

会社 編 『環 境 リス ク と環 境 法 ・米国編 』(有 斐閣1992年)第3部 第5節251頁 以下 に概 説が あ る。

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

N.J.Stat.Ann.§13:1K-7(West1991).

N.J.Stat.Ann.へ §13:1K-7(WestSupp.1994).

N.J.StatAnn.§13:IK-8(WestSupP.1994).

N.J.StatAnn.§13:1K-9.c.(WestSupp.1994).

N.J.Stat.Ann.§1311K-9.a.(WestSupp.1994).

N.J.Stat.Ann.§13:1K-9.b.(1)(WestSupp.1994).

N.J.StatAnn.§13:1K-9.d.(1)(WestSupp.1994).

NJ.Stat.Ann,§13:1K-9.d.(2)(WestSupp.1994).

N.J.Stat.AnrL§13:1K-9.乱(2)(WestSupp.1994).

N.J.Stat.Anrし §13:IK-9.b.(2)(WestSupp.1994).

N.J.Stat.Ann.§13:1K-9.e.(WestWestSupp.1994).「 改 善 合 意 」 の 承 認 を 得 る に は 、 通 知

文 書 を当局 に提 出 した上 で、(1)改 善 措 置 にか か る費用 の見積 書 、(2)所 有 者が 本法 及 び 当局 の規

則 に したが って責任 を負 う旨の保証 書、(3)改 善 措 置 に必要 な見 積 費用 と同額 の改善 資 金源 を確 保

した こ との証 明書 、(4)所 有 者 が本 法お よび 当局 が 必要 と して い る措 置 の履行 、 当局 の事 業所 へ の

立 ち入 り、 及 び 当局 の必要 とす る書類 の 提 出要求 に したが うこ とを保 証す る文 書 、(5)該 当手数 料

をす べ て納付 した こ との証 明 を提 出 しなけ れば な らな い。

(30)N.J.Stat.Ann.§58:10B-3(WestSupp.1994).

(31)N.J.StaLAnn.§13:1K-9.b,(3)(WestSupP.1994).、

(32)N.J.Stat.Ann.§13:1K-13(WestSupp.1994).
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(33)N.J.Stat§ §13:1K-11.to-11.8(WestSupp.1994).買 主 が 事 業 所 を 以 前 と同 じ方 法 で 利 用 す

る こ と を保 証 し た場 合 の 改 善 事 業 実 施 計 画 の 提 出 ・実 施 の 猶 予 、 す で に 改 善 事 業 が 完 了 した 事 業 所

の 譲 渡 の 場 合 の 略 式 審 査 手 続 、 環 境 に微 小 な 影 響 しか 及 ば さ な い 汚 染 で あ る場 合 の 改 善 事 業 実 施 計

画 の 提 出 免 除 、 事 業 所 の 敷 地 の う ち 汚染 の 疑 い の な い 部 分 の 譲 渡 に つ い て の 特 則 、 そ の 他 を規 定 し

て い る。

(34)N,J.Stat.A皿 §13:1K-8(WestSupp.1994).そ の ほ か に三 親 等 以 内 の 親 族 間 の 取 引 、 相 続 に

よ る 所 有 権 の変 更 、 公 用 収 用 手 続 き に よ る譲 渡 、 事 業 所 の 改 善 措 置 費 用 に 当 て る資 産 の 減 少 を伴 わ

な い 法 人 の 合 併 ・再 組 織 及 び 資 産 の 売 却 等 が 適 用 除 外 に な っ て い る。

(35)N.J.Stat.An江 §§58:10-23.1194to-23.1198(WestSupp.1994).

(36)N.J.Stat.Ann.§13:1K-8(WestSupp.1994).

(37)40CFR300.1100:57Fed.Reg.18,344.最 終 規 則 の 内 容 に つ い て は 、 信 澤 ・前 掲 注(3)大 学 院

年 報61頁 参 照 。

(38)Conn.Gen.Stat.An江 §22a-134to-134e(WestSupp.1994).

(39)Conn.Gen.Stat.An皿 §22a-134(3)(WestSupp.1994).

(40)Con江Ge江Stat.Ann.§22a-134(2)(WestSupp.1994).

(41)Con江G肌Stat.Ann.§22a-134a(b)(WestSupp.1994).

(42)Con血Gen.Stat.Ann.§22a-134(5)(WestSupp.1994).

(43)Con血Ge皿Stat.Ann.§22a-134a(c)(WestSupp.1994).

(44)Con孔G巴Stat.Ann.§22a-134b,(WestSupp.1994).

(45)ConnGe江Stat.Ann.§22a-134d(WestSupp.1994).、

(46)例 え ば 、 川 崎 市 土 壌 汚 染 対 策 指 導 要 綱(平 成5年7月1日 施 行)。

(47)植 木 哲 「廃 棄 物 処 理 施 設(最 終 処 分 場)の 管 理 と利 用 を め ぐ る諸 問 題 」 ジ ュ リ1055号47頁(1994

年)は 、 こ の 点 を 指 摘 す る。 ・
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